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午前 ９時００分 開会  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告             

○議長（村上和子君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、令和２年第４回上富良野町議会定例会

を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（村上和子君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（深山 悟君） 御報告申し上げます。 

 本定例会は１２月１１日に告示され、同日、議案

等の配付を行い、その内容につきましては、お手元

に配付の議事日程のとおりであります。 

 監査委員から例月現金出納検査結果報告、決算特

別委員長から平成３１年度の各会計歳入歳出決算及

び企業会計決算審査の報告、総務産建常任委員会及

び厚生文教常任委員会の両委員長から委員会所管事

務調査の報告、議会運営委員長から議員派遣結果の

報告がありました。 

 町長から、本定例会までの主要な事項について、

行政報告の申し出があり、その資料として行政報告

とともに、令和２年度建設工事発注状況を配付しま

したので参考に願います。 

 また、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦につ

いては、明日１７日に配付の予定であります。 

 本定例会までの議会の主要な行事は、お手元に配

付の議会の動向のとおりであります。 

 最後に、本定例会の説明員につきましては、町長

以下関係者の出席を求め、別紙配付のとおり出席し

ております。 

 以上であります。 

○議長（村上和子君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（村上和子君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名についてを行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定に

より、議長において、 

     １０番 今 村 辰 義 君 

     １１番 小 林 啓 太 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 議会運営委員長報告 

○議長（村上和子君） 日程第２ 議会運営委員長

報告を行います。 

 本定例会の会期、日程等の議事運営に関し、審議

決定した内容について、議会運営委員長の報告を求

めます。 

 議会運営委員長、米沢義英君。 

○議会運営委員長（米沢義英君） 令和２年第４回

定例会の議会運営等について、審議決定した内容を

御報告いたします。 

 去る１０月２２日、１１月１７日、２４日及び１

２月９日に議会運営委員会を開き、付議事件、会期

及び議事日程等の審議、並びに本定例会までに受理

しました３件の陳情、要望の取扱いについて審議い

たしました。 

 本定例会に提出の案件は、町長から提出の議案１

４件、報告案件３件、諮問案件１件、議長からの報

告案件３件、認定案件２件、議員からの発議案件３

件であります。 

 また、町の一般行政については、荒生博一議員外

３名の議員から一般質問の通告があり、質問の順序

は先例により、通告書を受理した順となっており、

質問の要旨は、本日配付のとおりであります。 

 これらの状況を考慮し、１２月定例会の本会議の

会期については、提出案件の状況などを検討した結

果、本日から１２月１７日までの２日間と決定いた

しました。 

 以上、議会運営委員会での結果を御報告申し上げ

ましたが、本定例会の議会運営が円滑に行われるよ

うよろしくお願い申し上げ、議会運営委員会の報告

とさせていただきます。 

○議長（村上和子君） 以上をもって、議会運営委

員長報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第３ 会期の決定について 

○議長（村上和子君） 日程第３ 会期の決定につ

いてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月１７日までの

２日間といたしたいと思います。これに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から１２月１７日までの２

日間と決定いたしました。 

────────────────── 

◎日程第４ 行政報告 
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○議長（村上和子君） 日程第４ 行政報告を行い

ます。 

 本定例会までの主な行政執行の経過について、町

長から報告の申し出がありましたので、発言を許し

ます。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） 皆さん、おはようございま

す。 

 議員各位におかれましては、公私ともに何かと御

多用のところ、第４回定例町議会に御出席をいただ

き、まことにありがとうございます。 

 それでは、去る９月の定例町議会以降における町

政執行の概要について御報告させていただきます。 

 初めに、１１月２９日執行の町長選挙及び町議会

議員補欠選挙についてでありますが、町議会議員補

欠選挙につきましては、届出が定数内となったこと

から、無投票で北條隆男氏が当選人となり、町長選

挙につきましては４名の候補者の届出があり、投票

による選挙が選挙管理委員会の管理の下執行され、

斉藤繁氏が当選人となったところであります。 

 なお、本選挙につきましては、有権者数８,８８

７人、投票率７５.１８％となったところでありま

す。 

 次に、令和２年度の町表彰式についてであります

が、コロナ禍での開催となったことから、御来賓の

御案内は関係する団体、機関等の代表者のみにさせ

ていただくなど、感染症対策、予防対策を行った中

で１１月３日、保健福祉総合センターかみんを会場

に挙行したところであります。 

 町の関係では、永年にわたり地方自治の振興発展

に貢献された１名に自治功労表彰、また地方自治の

振興発展、消防業務の向上に功績を残された４名に

社会貢献賞を授与したところであります。教育委員

会関係では、スポーツ功労賞に２名、文化功労賞に

１名、またスポーツ奨励賞に３名、文化奨励賞に７

名を表彰させていただいたところであります。 

 国の栄典関係では、１１月３日発令の秋の叙勲に

おきまして、厚生保護功労として瑞宝双光章を１

名、消防功労として瑞宝単光章を１名が受章されま

した。 

 改めて受章されました皆様の御功績に対し、心よ

り敬意を表しますとともに、ますますの御活躍と御

健勝をお祈り申し上げる次第であります。 

 次に、基地対策及び自衛隊関係についてでありま

すが、９月２４日から２５日、１１月２４日から２

５日にかけて富良野地方自衛隊協力会及び同上富良

野支部による上富良野駐屯地現状規模堅持、さらな

る拡充を求める要望、防衛省、関係国会議員に対し

て行ってきたところであります。 

 また、記念行事等につきましては、１０月２４日

に令和２年度北海道殉職隊員追悼式に出席してまい

りました。 

 次に、「ポケふた」の設置についてであります

が、本町を含む道内４自治体に株式会社ポケモンか

ら、ポケットモンスターが描かれたオリジナルマン

ホール「ポケふた」が寄贈されることとなり、１１

月２日、道庁赤レンガ前広場にて行われた授与式に

出席したところであります。寄贈いただいたポケふ

たについては、日の出公園エントランスゾーンに設

置したところであり、日の出公園の新たな魅力とし

てポケモンファンをはじめ、多くの方々に親しんで

いただくことを期待しているところであります。 

 次に、「泥流地帯」映画化の取組についてであり

ますが、９月２５日に映画制作会社である株式会社

ジパングと泥流地帯実写映画化等に関する連携協定

を締結いたしました。この連携協定により、町内で

行う撮影等への協力や町民の積極的な参加、撮影終

了後のロケセットの有効活用など、地域の活性化や

観光振興に大きくつながることを期待するところで

あります。 

 次に、交通安全町民大会２０２０についてであり

ますが、本町におきましては、１１月２８日に交通

死亡事故ゼロ４,０００日を達成したことから、上

富良野町生活安全推進協議会主催により１１月３０

日、保健福祉総合センターかみんにおいて、交通安

全町民大会２０２０を開催したところであります。

大会では、北海道知事感謝状の贈呈、北海道交通安

全推進委員会４,０００日達成表彰などが行われる

とともに、交通事故死亡ゼロがこれからも継続する

よう、交通安全宣言を確認し合ったところでありま

す。今後もきれいで安心・安全な生活環境の町の実

現に向けて、交通安全に対する町民一人一人の意識

を高める活動を継続してまいります。 

 次に、北海道治水砂防海岸事業促進同盟関係につ

いてでありますが、１１月１９日に東京都で開催さ

れました全国治水砂防促進大会及び中央要望へ参加

したところであります。今後におきましても本町の

治水砂防施設の整備が、より進捗するよう取り組ん

でまいります。 

 次に、かみふらの収穫祭２０２０についてであり

ますが、かみふらの産業にぎわい協議会主催によ

り、１０月１７日、中央コミュニティ広場大型テン

トを会場に開催したところであります。コロナ禍の

中、感染症予防対策を徹底するとともに、規模を縮

小しての開催となりましたが、新米のおにぎりと牛

乳の無料配付を、新米、採れたて野菜、地元産の食

材を使った菓子等の販売を通じて、地元農畜産物へ

の理解を深めていただく機会となったところであり
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ます。 

 次に、第５７回総合文化祭についてであります

が、１０月３１日から１１月３日までの４日間、感

染症予防対策を考慮し、社会教育総合センター、公

民館、保健福祉総合センターに会場を分散し、開催

したところであります。４日間で延べ２,４８５名

の方々に御来場をいただき、作品展示や町民コン

サート、小さな音楽会、芸能発表、郷土館特別展

示、書道体験のほか、上富良野高校の生徒による小

説「泥流地帯」を題材にした朗読劇などの事業を実

施し、盛会のうちに終了することができました。 

 次に、新型コロナウイルス感染症対策における１

２月４日現在での主な取組状況についてであります

が、まず、町税・国民健康保険等の関係では、町税

を対象とした徴収猶予の特例制度の適用について１

６件、約１,２９３万円の町税の猶予を行い、国民

健康保険税の減免については５５件、９４０万円、

介護保険料の減免については７件、３０万５００円

の対応を図ったところであります。 

 次に、緊急経済対策の関係では、４月に創設しま

した町独自のつなぎ融資については、融資件数４６

件、融資額で１億１,６００万円、利子補給額は５

９万３,０００円、信用保証料の助成額は２７１万

４,０００円となっております。 

 次に、家賃支援等に係る経営継続奨励助成金につ

いては、来年２月までを受付期間として申請件数２

６件、助成金の交付額は３３３万２,０００円と

なっており、今月からは飲食業関連事業者を対象と

した新たな経営継続奨励助成金の申請受付を開始し

ているところであります。 

 また、８月に環境衛生向上対策として拡大しまし

た小規模事業者持続化事業については、既に５８事

業者からの申請があり、予算執行率が９７.６％と

なったことから、先般開かれた町議会臨時会で追加

補正を議決いただいたところであり、今後の追加要

望に対応してまいります。 

 次に、プレミアム付商品券事業については、７月

から開始しました第１期分は１０月をもって完了

し、今月からの利用開始となる第２期分につきまし

ては、販売額を１億円とし、１１月１２日から１７

日までに予約受付を行いましたが、予定の販売額に

対して予約額が大きく上回りましたことから、上限

購入額を調整するなどの対応により完売したところ

であります。 

 次に、観光宿泊の支援策については、７月より第

１期の宿泊キャンペーンを実施し、町外者向けの割

引制度は４,１３４泊分、割引助成総額１,８０９万

８,０００円、町民向けの割引制度では１４５泊

分、総額７９万７,０００円の助成を行ったところ

であり、引き続いて２月までを期間とする第２期の

宿泊キャンペーンを１１月から開始しているとこと

ろであります。 

 次に、特別給付金事業関係では、子育て世帯臨時

特別給付金については７４３世帯、１,３０４人、

また、町独自の新生児特別定額給付金事業について

３７人に支給したところであります。 

 新型コロナウイルス感染症への対応については、

最近における全道的な広がりなど、その長期的な取

組が求められていることから、町民の皆様には、マ

スクの着用や手洗い、手指消毒の徹底など、ふだん

の生活の中での感染症予防対策の徹底について改め

てお願いするとともに、社会経済活動との両立を

図っていくためにも商工会や観光協会、地元事業者

等との意見交換を通じ実態把握に努め、適切な支援

を講じることが重要ととらえております。 

 最後に、建設工事の発注状況についてであります

が、９月定例町議会で報告以降に入札執行しました

建設工事は、１２月４日現在、件数で５件、事業費

総額５,４６２万６,０００円で、本年度累計で３７

件、事業費総額４億４,１４４万１,０００円となっ

ております。 

 詳細につきましては、お手元に、令和２年度建設

工事発注状況を配付しておりますので、御高覧賜り

たいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 以上をもって、行政報告を

終わります。 

────────────────── 

◎日程第５ 報告第１号 

○議長（村上和子君） 日程第５ 報告第１号例月

現金出納検査結果報告について、監査委員より報告

を求めます。 

 代表監査委員、中田繁利君。 

○代表監査委員（中田繁利君） 例月現金出納検査

の結果について御報告いたします。概要のみ申し上

げますので、御了承を賜りたいと思います。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により執

行いたしましたので、同条第３項の規定により、そ

の結果を御報告いたします。 

 令和２年度会計の８月分から１０月分について、

検査の概要並びに検査結果を一括して御報告いたし

ます。 

 例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、

各会計の出納の収支状況は別紙資料に示すとおりで

あり、現金は適正に保管されていることを認めまし

た。 

 なお、資料につきましては御高覧いただいたもの

と存じ、説明を省略させていただきます。 
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 また、税の収納状況につきましては、１３ページ

に添付していますので、参考にしていただきたいと

思います。 

 以上で、例月現金出納検査結果報告といたしま

す。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御質疑がなければ、これを

もって、報告第１号例月現金出納検査結果報告につ

いてを終わります。 

────────────────── 

◎日程第６ 報告第２号 

○議長（村上和子君） 日程第６ 報告第２号議員

派遣結果報告について、報告を求めます。 

 議会運営委員長、米沢義英君。 

○議会運営委員長（米沢義英君） 報告第２号議員

派遣結果報告を行います。 

 議員派遣結果報告書。 

 令和２年第３回定例会において議決された議員派

遣について、次のとおり実施したので、その結果を

報告いたします。 

 令和２年１１月２４日。 

 上富良野町議会議長、村上和子様。 

 議会運営委員会委員長、米沢義英。 

 記。 

 １、上川町村議会議員研修会。 

 （１）研修の経過。 

 本町議会は、令和２年１０月９日に鷹栖町で開催

された上川町村議会議長会主催の議員研修会に１２

名が参加しました。 

 （２）研修の結果。 

 新潟県立大学国際地域学部准教授、田口一博氏に

よる「議会を取り巻く動きから」、一般社団法人札

幌農学同窓会理事長、松井博和氏による「志ある若

者を育てるには」の２講演を聴講しました。 

 田口一博氏からは、行政改革における現状や課題

の中で、議員定数や報酬、なり手確保について、ど

う考えるべきかについての講話をいただきました。 

 また、上富良野町出身者である松井博和氏から

は、バイオサイエンス応用生命科学(主にオリゴ糖

食品の研究に貢献)という、生き物の研究をする立

場から見た、常に変化し続ける社会に対応した人材

育成として、自立し志を持った若者、リーダーをど

のように育てるか、対話していくことの必要性など

について講話いただき、今後の議会活動の参考とな

りました。 

 ２、富良野沿線市町村議会議員研修会。 

 （１）研修の経過。 

 本町議会は、令和２年１０月１９日に上富良野町

で開催された富良野沿線市町村議会議長会主催の議

員研修会に１２名が参加いたしました。 

 （２）研修の結果。 

 龍谷大学政策学部教授、土山希美枝氏による「質

問力を高める、議会力に生かす」の講演を聴講し、

議会が行われる一般質問について役割や仕組み、機

能などについて、どうすれば一般質問が効果的な手

段、方法としてなり得るのか。また、一般質問を議

員間で情報を共有し、議員が共有する町の課題とし

て質問されていくことの必要性などについての講話

をいただき、今後の議会活動の参考となりました。 

 以上、議員派遣結果報告とさせていただきます。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって報

告第２号議員派遣結果報告についてを終わります。 

────────────────── 

◎日程第７ 報告第３号 

○議長（村上和子君） 日程第７ 報告第３号委員

会所管事務調査報告について報告を求めます。 

 総務産建常任委員長、中瀬実君。 

○総務産建常任委員長（中瀬 実君） ただいま上

程いただきました報告第３号について、朗読により

報告をさせていただきます。 

 総務産建常任委員会の所管事務調査報告書につい

てであります。 

 本委員会の所管事務調査として、会議規則第７５

条の規定により閉会中の継続調査として申出した次

の調査事件について、調査の経過及び結果を会議規

則第７７条の規定により報告する。 

 令和２年１２月８日。 

 上富良野町議会議長、村上和子様。  

 総務産建常任委員会委員長、中瀬実。 

 記。 

 調査事件名。 

 １、防災対策について。 

 調査の経過。 

 本委員会は、閉会中の継続調査事件名を「防災対

策について」に決定し、令和２年１３回にわたり委

員会を開催し、調査を行ったので、その結果を次の

とおり報告する。 

 １、防災対策の調査テーマについて。 

 防災対策は、水害・土砂災害・火山災害・地震災

害・その他の災害と災害の事象ごとに諸対策が細分

化されていることから、本委員会は各種災害の共通

事項である情報伝達と避難所にテーマを絞って調査

を行った。 



― 6 ―

 各調査の内容は、次項に掲げるとおりであり、そ

の調査データは後段に別添資料としてまとめた。 

 ２、本町の観測措置の配備状況。 

 防災対策の調査テーマである情報伝達を調査する

にあたり、本町が住民に対して情報発信を行う際、

その判断材料となるべき各防災関係機関が設置する

様々な事象の観測装置等の配備状況を調査した。 

 (１)水位観測所(富良野地域３か所)。 

 氾濫危険水位等を観測する「水位観測所」は、町

内を流れる３河川に対し、富良野地区内で３か所設

置されており、本町の設置箇所は富良野川の１か所

で、管理所管は北海道旭川開発建設管理部である。 

 (２)雨量観測所(５か所)。 

 時間、累積雨量を観測する「雨量観測所」は、本

町に５か所設置されており、４か所が北海道開発局

と北海道の河川所管の管理で、１か所が気象庁の管

理である。 

 次ページを御覧ください。 

 (３)危機管理型水位計・簡易型監視カメラ(８か

所)。 

 大雨時の水位観測に特化した「危機管理型水位

計・簡易型監視カメラ」は町内に８か所設置されて

おり、管理所管は北海道である。町内の水位観測所

は富良野川(五丁目橋)の１か所であったが、平成３

０年度から令和元年にかけて、この水位計・カメラ

が新たに設置されることにより、水位把握、河川状

況確認の適切な避難判断が可能となっている。 

 (４)十勝岳観測点(気象庁／２４地点)。 

 国内１１１活火山のうち火山噴火予知連絡会に

よって選定された５０火山は、噴火の前兆を捉えて

噴火警報等を的確に発表するために気象庁の火山監

視・警報センターが火山観測施設を整備して、２４

時間体制で常時観測・監視がされている。十勝岳に

は地震計８か所、空震計４か所、監視カメラ２カ

所、ＧＮＳＳ７か所、傾斜計３か所と、昭和３９年

に設置された地震計から現在まで、随時、観測装置

が設置され、観測体制の充実が図られている。 

 ３、情報伝達の現状と課題。 

 本委員会では、地域防災計画(平成２６年３月策

定)に掲載されている本町の情報伝達の取組の状況

について、(１)関係機関から受信する防災情報の種

類、(２)住民に発信する情報伝達の方法、(３)外国

人への情報伝達の方法、(４)情報伝達の手法と災害

ごとの情報発信の時期の４項目に絞って調査をし

た。 

 (１)関係機関から受信する防災情報の種類(８種

類)。 

 本町が、関係機関から受信する防災情報について

は、気象・火災・道路・河川・山岳・ＪＲ路線・電

力・泥流センターの８種類であり、その受信手段

は、一般電話・携帯電話・衛星携帯電話・メール・

ＦＡＸ・北海道防災情報システム・防災行政無線・

ホームページの８種類である。 

 携帯電話・衛星携帯電話以外の受信手段は、勤務

時間外の夜間、土日祝祭日防災担当が直接対応でき

ないことが課題と思われ、大雨や暴風雪など予測で

きる自然災害以外に対する執務時間外の防災体制に

ついて、事前に調整しておくことが不測の事態に十

分対応できると思われる。 

 (２)住民に発信する情報伝達の方法(８種類)。 

 町は、前述の(１)に掲げる関係機関からの防災情

報について、防災行政無線・広報車・ホームペー

ジ・緊急速報メール・Ｌアラート・ＳＮＳ・一般電

話・広報誌の８種類の方法や手段により、住民に情

報を発信している。 

 現在の情報伝達の方法は、町から住民に対する一

方向であり、住民等からの災害情報などを入手する

双方向の手法はとられていない。また、難聴など耳

の聞こえない・聞こえづらい住民への対応は、ホー

ムページ・メール・ＦＡＸ・広報誌以外では対応が

なく、住民に一番身近であり、全世帯や事業所に設

置されている防災行政無線について、画面や文字情

報などの視覚でも情報伝達できる改善が課題であ

る。防災行政無線の戸別受信機は、停電時対応のた

め電池装着可能で、単１電池から単３電池までの３

種類に対応した電池ボックスであるが、ブラックア

ウト時の電池が品薄となったときに住民が十分に把

握をしていなかったため、単１電池の購入を求めた

ことから、今後においては、その機能等を定期的に

住民に周知することが必要である。 

 (３)外国人への情報伝達の方法。 

 町は、先述の(１)の情報伝達手段のうち、町内居

住の外国人や本町を訪れる外国人観光客などに対

し、行政ホームページ・観光協会ホームページ・外

国語観光パンフレットにより防災情報を伝達してい

る。さらに、十勝岳噴火総合防災訓練時において

は、試行的に英語での防災行政無線により情報を発

信している。 

 新型コロナウイルス感染症のため外国人観光客の

減少はあるが、本町は北海道観光を代表する富良

野・美瑛エリアにあり、冬には十勝岳地区へのバッ

クカントリースキーに訪れる外国人観光客も多く、

また、町内には外国人が居住していることから、最

低でも英語による情報伝達の対応が必須となってい

る。 

 (４)情報伝達の手法と災害ごとの情報発信の時

期。 

 住民に対して発信する情報発信の時期は、災害ご
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との状況に応じて前述の(２)の手段を使用して、災

害の事象ごとに決められている。 

 水害・土砂災害対策編では、目安として、数時間

から２時間程度前、記録的な大雨発生、被害拡大が

懸念、災害発生の４区分。火山災害対策編では、

「噴火警戒レベル１から５」５区分ごとで住民に情

報が伝達される仕組みとなっている。ホームページ

やメールによる情報伝達は、住民が後からでも確認

することができるが、職場勤務時間や自宅不在で聞

くことができない住民、または聞き逃した住民に対

し、定期的に複数回数を防災行政無線で放送するな

どの対応が必要と思われる。 

 ４、避難所の現状と課題。 

 本委員会では避難所について、(１)災害時避難行

動要支援者、(２)ペット対策、(３)災害ボランティ

ア、(４)備蓄品、(５)災害弱者、(６)収容人数、

(７)感染症対策、(８)災害時応援協定の８項目に

絞って調査をした。 

 (１)災害時避難行動要支援者について。 

 要支援者名簿の作成については、総務課・保健福

祉課・住民会(自主防災組織)の連携のもと作成さ

れ、名簿作成後は、毎年更新される高齢者実態調査

に基づいて、表１に掲げる１年間のサイクルで管理

されている。 

 住民会(自主防災組織)が作成する要支援者名簿

は、個人情報保護の観点から本人との確認行為や細

部の調整に十分な配慮を要するため、町として日頃

から災害時における避難行動の啓蒙活動が必要であ

り、住民会(自主防災組織)と十分に協議して作成の

徹底を図るとともに、円滑な避難を確保することが

必要である。 

 また、住民会に加入していない要支援者につい

て、町で対応するのか、住民会(自主防災組織)で対

応するのか、事前に調整して名簿を管理することが

課題である。 

 また、防災関係機関に対して要支援者名簿やその

避難支援体制について、住民会(自主防災組織)と事

前に調整して情報共有を図っておくことが、いつ発

生するか分からない災害時に有効に活用されると思

われる。 

 次ページを御覧ください。 

 (２)避難所におけるペット対策について。 

 災害時におけるペット対策については、避難前と

避難所(避難後)に大きく区分されており、その役割

分担については、表２に掲げるとおり、北海道・

町・避難所(所有者)で諸対策を講ずるように整理さ

れている。 

 災害時における避難所のペット対策が全国でも大

きな課題となっており、指定避難所地域ごとのペッ

ト数と種類の把握、先進事例の実態調査、ペット同

伴を可能とする避難所の設定、また１か所でペット

を管理するセンターの設置、ペット飼育のための

ペットフードやケージなど、関係機関や住民会(自

主防災組織)と事前に検討して準備をすることが必

要である。 

 また、ペット所有者に対して、避難時の対応など

事前に研修、イメージする場を設け、災害時の対応

について理解を深めることや、ペット所有の実態調

査が必要である。 

 (３)災害ボランティアの対応について。 

 災害ボランティアの受入れ体制は、社会福祉協議

会と関係機関と連携して対応窓口を設置し、受付は

社会福祉協議会内で行うとされている。 

 なお、平成２９年９月１日、社会福祉協議会と

「災害時における上富良野町と社会福祉法人上富良

野町社会福祉協議会の相互協力に関する協定書」が

締結され、設置・運営マニュアルが策定されてい

る。 

 本町は昨今、大きな災害の経験がないため、これ

までの全国で発生した大規模な災害事例を参考にす

るなど、町がこれまで経験していない、または想定

できない業務を把握し、それらを社会福祉協議会、

住民会(自主防災組織)と調整することが必要であ

る。さらに、災害発生時に住民がボランティアに依

頼したい業務と災害ボランティアが行える業務の調

整など、災害時の混乱を最小限に抑える事前対応が

必要と思われる。 

 災害時には、被災者の思いや要望、困り事などを

丁寧に聞き取って、ボランティアを本当に必要とし

ている被災者ニーズを掘り起こし、支援を希望する

避難住民に正確に伝え、支援活動に結びつけるボラ

ンティアコーディネーターの育成が課題である。 

 また、現在は、新型コロナウイルス感染症の予防

のため、災害ボランティアが現地入りできない状況

や作業時間の制限、人数制限などの新たな課題も発

生している。 

 (４)避難所運営の備蓄品の状況について。 

 備蓄品については、町、事業所、住民、住民会

(自主防災組織)、救援物資、支援物資に区分され、

それぞれが持つ機能に応じた備蓄の目安が示されて

いる。また、災害の事象ごとに避難対象者を想定し

ているが、備蓄数量の基準人数を６,０００人と定

めて、食糧・水を備蓄している。食品類は６品目、

避難所用品は３２品目、その他の消耗品等は１６品

目を備蓄している。 

 平成３０年９月６日に発生した北海道胆振東部地

震に伴う北海道全域ブラックアウトの経験により、

新たに備蓄品の整備や更新が見直されている。 
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 さらに、令和２年２月から対策を講じている新型

コロナウイルス感染症という新たな課題もあり、避

難所における感染症対策の備蓄品を早急に備蓄する

ことが求められていたが、新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金事業を活用して順次整備

されている。 

 本町は、避難所運営の経験値が少ないことから、

災害事例市町村の実態や課題を調査して、さらなる

充実が必要と思われる。 

 (５)災害弱者の対応について。 

 災害弱者の対応は、福祉避難所３か所、指定避難

場所内の福祉避難室１６か所、浸水想定区域内の要

配慮者利用施設１２か所を設定している。 

 本町は、避難所運営の経験がないため、住民の避

難に加え災害弱者の避難対策も大きな課題であり、

指定避難場所の地域ごとの災害弱者の把握を住民会

(自主防災組織)が作成する災害時避難行動要支援者

名簿と情報共有して、あらかじめ避難先を決定する

必要がある。また、指定避難場所において、住民会

ごとでは災害弱者の把握は可能となるが、一つの住

民会が複数の指定避難場所に分断される場合や、複

数の住民会が同じ指定避難場所に避難する場合な

ど、避難所全体の災害弱者の避難把握方法などを避

難所ごとに調整して備えておくことが必要である。 

 (６)避難所の収容人数について。 

 次ページを御覧ください。 

 指定緊急避難所は屋外２４か所、屋内４２か所が

指定されており、屋外の収容人数は非表示、屋内に

おいては防災計画策定時と、ほぼ変更がない人数が

定められている。この収容人数は、昭和６１年３月

３１日発行の地域防災計画策定時から見直されてい

ないため、住民の命を守るための一時的な避難収容

人数であり、長期間の避難で収容できる人数を改め

て設定することが必要である。 

 また、感染症対策の課題もあり、ソーシャルディ

スタンスを考慮すると、さらに収容人数を制限しな

ければならないことも想定でき、収容人数の見直し

も必要である。 

 (７)感染症対策について。 

 新型コロナウイルス感染症については、国におい

て令和２年４月７日に緊急事態宣言が行われるな

ど、町内においても感染者が発生している。こう

いった感染症の発生や拡大する状況に対応するた

め、町では避難所運営マニュアル(平成２９年４月

策定)の増補版として、令和２年５月に新型コロナ

ウイルス感染症に対応した避難所運営マニュアルを

策定している。課題としては、先述の（３）

(４)(５)（６）と共通している。 

 (８)災害時応援協定について。 

 情報伝達及び避難所運営については、本町の対処

のほか、民間事業者や公共機関の応援・協力を得て

対応することが想定されるため、応援協定の実態を

調査した。民間事業者との協定件数は２７件であ

り、そのうち情報関係は４件、避難関係は５件であ

る。また、公共機関との協定件数は１４件であり、

そのうち情報関係は８件であった。 

 この応援協定については、民間企業が災害対応の

地域貢献で各自治体と締結しており、本町において

も必要に応じて拡大することを望むものである。 

 ５、総論(まとめ)。 

 本委員会は、閉会中の継続調査テーマを防災対策

とし、さらに各種災害の共通事項である情報伝達、

避難所に絞って調査を行った。 

 情報伝達については、現在、住民に対して８種類

の方法や手段により災害情報は発信されているが、

住民(現場の声)からの災害情報を入手する手段が、

電話や直接の対面に限られており、今後、インター

ネットやスマートフォンなどのＩＣＴ技術を活用し

た、より質の高い災害情報の収集を図られたい。 

 また、災害情報の受信弱者(難聴者など)への情報

伝達については、戸別受信機の改善を含め、可視化

された災害情報が伝達される環境整備が必要であ

る。 

 避難所については、いつ発生するか分からない災

害時に備えて、町と住民会(自主防災組織)の協働に

より、災害時の避難の課題であった災害時避難行動

要支援者名簿の作成や、避難行動計画が全住民会

(自主防災組織)で作成され毎年更新されているが、

住民会の未加入者への対応が課題であり対処された

い。 

 また、要支援者名簿やその避難支援体制について

は、防災関係機関と情報共有を図る必要がある。 

 災害発生時に全国でも課題となっている避難時の

ペット対策については、先進事例の実態調査などで

先述の４の（２）で掲げた課題を明らかにするとと

もに、関係機関や住民会(自主防災組織)と事前に検

討して、災害時の対応について理解を深めることが

必要である。 

 また、大規模災害時に支援をいただく災害ボラン

ティアの対応については、主体は社会福祉協議会と

思われるが、本町は昨今、大きな災害時の避難経験

がないため、ボランティアの被災者ニーズの掘り起

こしや、支援を希望する避難住民への支援活動に結

びつけるボランティアコーディネーターの研修や育

成が大きな課題であり、関係機関と検討されたい。 

 新たな課題である新型コロナウイルス感染症に端

を発した感染症対策については、新型コロナウイル

ス感染症に対応した避難所運営マニュアル(令和２
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年５月)による訓練や検証を行い、４の（３）

（４）(５)（６）で掲げた課題の解消に努められた

い。 

 いずれにしても、本町は避難所運営の経験値が少

ないので、いつ発生するか分からな災害に備えるた

め、住民会(自主防災組織)と協働で避難所運営訓練

を実施して諸課題を洗い出し、防災関係機関とも十

分に協議して、解消されて避難所運営に努められた

い。 

 我が町は、活火山十勝岳を有しており、過去の活

動周期がおおよそ３０から４０年周期で、昭和６３

年の噴火以降、再び火山活動が起きる懸念も心配さ

れている。火山災害は一旦発生すると長期化する恐

れもあり、避難所などでの様々な事象に対応が求め

られる。 

 また、火山噴火による大規模な災害はもとより、

近年各地で甚大な被害をもたらすゲリラ的豪雨や未

曾有の台風などによる大雨洪水災害などにも、町と

して準備をしなくてはいけない。大雨による災害は

時間との戦いでもあり、過去の災害を教訓にして、

河道などからの洪水の予測やインフラ整備による舗

装されたことで、新たに水の集まる地域なども考慮

することが必要である。 

 災害が発生した時に最も大切なことは、正しい情

報が迅速に必要な住民に届き、安全に避難が行われ

て、全ての被災者が無事に避難所に行くことである

ので、災害が起きてから対応するのではなく、平時

の時に防災機関のみならず行政も住民も災害に対す

る準備を怠らず備えて、「災害が発生した時には一

人の犠牲者も出さない」といった準備と対応が必要

である。 

 なお、調査資料については、後で御高覧をいただ

きたいと思います。 

 以上申し上げまして、所管事務調査報告書とさせ

ていただきます。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（村上和子君） 次に、厚生文教常任委員

長、中澤良隆君。 

○厚生文教常任委員長（中澤良隆君） ただいま上

程されました厚生文教常任委員会所管事務調査の結

果を御報告申し上げます。 

 厚生文教常任委員会所管事務調査報告書。 

 本委員会の所管事務調査として、会議規則第７５

条の規定により閉会中の調査事件として申出した次

の事件について、調査の経過及び結果を会議規則第

７７条の規定により報告する。 

 令和２年１２月７日。 

 上富良野町議会議長、村上和子様。 

 厚生文教常任委員会委員長、中澤良隆。 

 記。 

 調査事件名。 

 １、上富良野町子どもセンターの現況と事業内容

等について。 

 調査の経過。 

 本委員会は、令和２年１０月２６日に委員会を開

催し、「上富良野町子どもセンター」の現況と事業

内容についての視察調査を行うことを決定し、１１

月９日に調査を実施し、子どもセンターの現況と事

業内容、利用の実態などを保健福祉課の担当者から

説明を受け、本委員会としての調査を終えた。 

 １、上富良野町子どもセンターの現況と事業内容

等について。 

 昭和４８年１２月に、老人及び身体障害者の活動

拠点として、上富良野町老人身障者センターが新築

された。その後、施設の目的変更が行われ、平成１

７年４月１日より、上富良野町子どもセンターとし

て運営が開始され、センター内には母子通園セン

ター、子育て支援センターとしての機能がおかれて

いたが、平成１８年には母子通園センターを発達支

援センターに名称を変更し、今日に至っている。 

 また、施設内には、ファミリー・サポート・セン

ター、高齢者事業団の事務所がおかれているほか、

ＮＰＯ法人たんぽぽの会が、毎週日曜日に託老事業

を実施し、それぞれの目的に沿った活動を行ってい

る。 

 次に、子どもセンターの構造や面積等は、以下の

とおりである。 

 建物の構造、補強コンクリートブロック造一部鉄

骨造、平家建て。建物の面積、総面積９３６.０平

方メートル。 

 内訳、発達支援センター、２６５.７平方メート

ル、以下、括弧については省略させていただきま

す。 

 子育て支援センター、２９９.２平方メートル。 

 ファミリー・サポート・センター、２２.５平方

メートル。 

 高齢者事業団、３９.８平方メートル。 

 共用部分、３０８.８平方メートル。 

 (１)発達支援センターの活動内容等。 

 現在の発達支援センターは、平成４年４月から泉

栄防災センターで母子通園センターとして、発達支

援事業の運営が進められてきていたが、利用者の増

加等により施設が狭隘化したため、平成１７年４月

からは、老人身障者センターに機能が移された。ま

た、平成１８年には、母子通園センターを発達支援

センターに名称を改め、子どもセンター内で発達支

援事業が行われてきている。 

 発達支援センターは、発達に後れがあると思われ
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る就学前児童と親が一緒に通園する場所で、子ども

が健康・生活、運動・感覚、認知・行動、言語・コ

ミュニケーション、人間関係・社会性において、将

来、日常生活や社会生活が円滑に営めるよう乳幼児

期の療育支援を行うことが目的となっている。 

 なお、発達支援センターの事業概要等について

は、以下の別表１「発達支援センター事業所の概要

等」を参照ください。 

 なお、別表１の朗読については省略をさせていた

だきます。 

 (２)子育て支援センターの活動内容等。 

 子育て支援センターは、就学前児童・妊産婦・そ

の家族を対象に交流の場を提供し、子育てを支援し

ている。親子で遊ぶ事業のほか、育児相談、自由に

遊ぶ「なかよしサロン」などが開設されている。 

 また、センター内においては、地域子育て支援拠

点事業にも取組、子育て中の親子の交流促進や育児

相談等を実施し、子育ての孤独感や負担感の解消を

図ってきている。なお、子育て支援センターの事業

概要等については、以下の別表２「子育て支援セン

ターの事業概要等」を参照ください。 

 なお、別表２については、省略をさせていただき

ます。 

 (３)その他の利用団体等の実態。 

 ①ファミリー・サポート・センター。 

 上富良野町と中富良野町の両町で、ファミリー・

サポート・センター基本事業等を、「ＮＰＯ法人こ

どもサポートふらの」に委託し、様々な子育てに関

するサポート事業が行われている。 

 現在、会員数は２０３名で、その内訳は提供会員

２１名、依頼会員１１５名、両方会員６７名となっ

ている。保育園や習い事の送迎、休日・夜間の預か

りなどのサポートを実施している。 

 ②高齢者事業団。 

 平成元年、高齢者事業団が会員５６名をもって発

足し、事務局は老人身障者センターにおかれた。現

在、会員４１名で活動が継続されている。 

 ③ＮＰＯ法人たんぽぽの会。 

 平成１４年、福祉ボランティア会員６名が、上富

良野たんぽぽの会を設立し、平成１５年、ＮＰＯ法

人の認可を受けた。老人身障者センター内で、平成

１５年から、託老所を開設し、現在も日曜日に託老

所事業を行っている。 

 総論(まとめ)。 

 今回の子どもセンターの現況と事業内容について

の調査で、発達支援センターにおいては、発達が気

になる就学前児童に対し、一人一人の特性に向き合

い、熱心な指導の様子を見て、改めて早期療育の必

要性を認識することができた。 

 子育て支援センターでは、子育て家庭等に対する

育児不安等についての相談・指導や、子育てサーク

ル等への育成・支援が行われてきており、地域の子

育て支援の拠点として十分な機能が発揮されてい

た。 

 また、少子化の進行、核家族化の進行、女性の社

会進出などにより、子育ての環境が大きく変化し、

地域で子どもたちを育む基盤として様々な事業に取

り組んでおり、上富良野町の子育て環境の振興に大

きく貢献していることを確認することができた。 

 以上で、厚生文教常任委員会所管事務調査の報告

といたします。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって報

告第３号委員会所管事務調査報告についてを終わり

ます。 

────────────────── 

◎日程第８ 報告第４号 

○議長（村上和子君） 日程第８ 報告第４号専決

処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定め

ることについて)報告を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（星野耕司君） ただいま上程いた

だきました報告第４号専決処分の報告について御説

明申し上げます。 

 本件につきましては、令和２年８月７日、午後４

時３０分頃、上富良野町中央共同墓地で発生した強

風被害による風で倒れた木の伐採の作業中、切断し

た木が落下し、灯籠を破損させたものであります。 

 この事故につきましては、町が管理する墓地の管

理業務における事故のため、町が修理費用を支払う

ことで９月２２日示談が成立し、同日付で専決処分

を行ったものであります。 

 このような事故が発生したことに対しまして、深

く反省するとともにおわび申し上げます。今後、こ

のような事故が発生しないよう万全を期してまいり

ます。 

 以下、朗読をもって報告とさせていただきます。 

 報告第４号専決処分の報告について。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている事項について、次のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。 

 記。 

 処分事項、和解及び損害賠償の額を定めることに

ついて。 

 裏面を御覧願います。 
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 専決処分書。 

 和解及び損害賠償の額を定めることについて、地

方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとお

り専決処分する。 

 令和２年９月２２日。 

 上富良野町長、向山富夫。 

 １、和解の相手方、２、和解の内容につきまして

は、記載のとおりであります。 

 以上、報告第４号専決処分の報告についての説明

といたします。 

 御承認いただきますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に対し、御

質疑あれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって報

告第４号専決処分の報告について(和解及び損害賠

償の額を定めることについて)を終わります。 

────────────────── 

◎日程第９ 報告第５号 

○議長（村上和子君） 日程第９ 報告第５号専決

処分の報告について(交通事故に係る和解及び損害

賠償の額を定めるこについて)の報告を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ただいま上程いた

だきました報告第５号専決処分の報告について(交

通事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることに

ついて)につきまして御説明申し上げます。 

 本件の発生状況につきましては、令和２年９月８

日火曜日、午後１時１５分頃、保健福祉課会計年度

任用職員が訪問のため公用車を運転中、道を間違え

たため車をバックし方向転換した際に、公用車の後

部が車庫前に停車していた車両の左前方バンパーに

接触したものであります。 

 この接触事故の処理に当たりましては、公用車側

が後方確認を怠ったことが主因でありますことか

ら、過失割合を当方１００％で示談が成立し、１６

万８,６００円を損害賠償することで、令和２年９

月２４日に専決処分を行ったところであります。 

 なお、相手方の車両に乗車している方はいなく、

職員もけがなく、当方の公用車につきましては修理

箇所はございませんでした。 

 職員に対しましては、運転について注意喚起をし

たところであり、今後はさらなる再発防止に努めて

まいります。 

 このたびの交通事故発生につきまして、深くおわ

び申し上げます。 

 以下、議案を朗読し御説明申し上げます。 

 報告第５号専決処分の報告について。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている事項について、次のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。 

 記。 

 処分事項、交通事故に係る和解及び損害賠償の額

を定めることについて。 

 裏面を御覧ください。 

 専決処分書。 

 交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定めるこ

とについて、地方自治法第１８０条第１項の規定に

より、次のとおり専決処分する。 

 令和２年９月２４日。 

 以下、損害賠償の相手方及び和解の内容について

は、記載のとおりであります。 

 以上で、報告第５号専決処分の報告についての御

説明といたします。 

 御了承賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって報

告第５号専決処分の報告について(交通事故に係る

和解及び損害賠償の額を定めることについて)を終

わります。 

────────────────── 

◎日程第１０ 報告第６号 

○議長（村上和子君） 日程第１０ 報告第６号専

決処分の報告について(南部地区土砂流出対策工事

(ベベルイ川)(Ｒ１国債)請負契約の変更につい

て)、報告を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（狩野寿志君） ただいま上程いた

だきました専決処分に関する報告第６号(南部地区

土砂流出対策工事(ベベルイ川)(Ｒ１国債)請負契約

の変更について)の経過報告をいたします。 

 本工事は、令和２年２月４日に議決を賜り、工期

を令和３年１月２９日までとし、株式会社アラタ工

業により施工をしたところ、現場不符号があったこ

とから、設計変更を行ったものであります。 

 設計変更の主な要因としましては、１点目としま

して、護岸ブロックにおきまして調査委託時より地

形の変化が生じ、設計以上での箇所での洗掘等が発

生したことから、護岸ブロック敷設面積が増えたこ

とにより増額となったところであります。 

 ２点目としましては、敷設護岸ブロックの敷設替

えを予定しておりましたが、損傷が著しく、再使用

できないブロックを小割りして、袋型根固め工の中

詰め材として再利用を行ったことから減額となった
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ことであります。 

 ３点目に、現地で発生したコンクリート廃材や吸

出し防止剤などは、産業廃棄物として処分したため

増額となったことであります。 

 以上、変更要因３点につきまして、北海道防衛局

と協議を終了したことから、令和２年１１月２日に

専決処分により、１１９万９,０００円を増額する

契約変更を行ったものであります。 

 以下、議案を朗読し御説明申し上げます。 

 報告第６号専決処分の報告について。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている事項について、次のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。 

 記。 

 処分事項、南部地区土砂流出対策工事(ベベルイ

川)(Ｒ１国債)請負契約の変更について。 

 裏面を御覧ください。 

 専決処分書。 

 南部地区土砂流出対策工事(ベベルイ川)(Ｒ１国

債)請負契約の締結(令和２年２月４日議決を経た議

案第２号に係るもの)を次により変更するため、地

方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとお

り専決処分する。 

 令和２年１１月２日。 

 上富良野町長、向山富夫。 

 記。 

 変更する事項、契約金額。 

 変更前、９,５３２万６,０００円。 

 変更後、９,６５２万５,０００円。 

 以上で、報告第６号専決処分の報告についての説

明といたします。 

 御了承賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって報

告第６号専決処分の報告について(南部地区土砂流

出対策工事(ベベルイ川)(Ｒ１国債)請負契約の変更

について)を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１１ 認定第１号 

◎日程第１２ 認定第２号 

○議長（村上和子君） 日程第１１ 認定第１号令

和２年第３回定例会で付託されました議案第８号平

成３１年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定に

ついて、日程第１２ 認定第２号令和２年第３回定

例会で付託されました議案第９号平成３１年度上富

良野町企業会計決算の認定についてを一括して議題

といたします。 

 本件に関し、決算特別委員長の報告を求めます。 

 決算特別委員長、岡本康裕君。 

○決算特別委員長（岡本康裕君） ただいま上程い

ただきました認定第１号令和２年第３回定例会付託

議案第８号平成３１年度上富良野町各会計歳入歳出

決算の認定について、認定第２号令和２年第３回定

例会議案第９号平成３１年度上富良野町企業会計決

算の認定について、決算特別委員会審査報告書の朗

読をもって報告申し上げます。 

 決算特別委員会審査報告書。 

 令和２年第３回定例会において、本委員会に付託

された下記案件を審査した結果、次の意見を付し認

定すべきものと決定したので、会議規則第７７条の

規定により報告する。 

 令和２年１０月８日。 

 上富良野町議長、村上和子様。 

 決算特別委員会委員長、岡本康裕。 

 記。 

 付託事件名。 

 議案第８号平成３１年度上富良野町各会計歳入歳

出決算の認定について。議案第９号平成３１年度上

富良野町企業会計決算の認定について。 

 １、審査の経過。 

 本委員会は、令和２年１０月６日、７日、８日の

３日間開催し、正・副委員長を選出後、委員会を公

開とし、直ちに２分科会による書類審査を行った。

その後、全体による質疑応答を行った上で、各分科

会から審査意見を求め、それをもとに全体で審査意

見書を作成し理事者へ提出、理事者の所信をただし

表決した。 

 ２、決定。 

 慎重に審査した結果、本決算は次の意見を付し、

原案のとおり認定するものとした。 

 特に、委員会で発言された質問並びに別記「令和

２年度(平成３１年度会計)上富良野町決算特別委員

会審査意見書」については、今後の予算編成と町政

運営に反映されたい。 

 また、監査委員の審査意見は、いずれも的確な判

断によると認められ、指摘事項については、早急に

改善、または対応して予算執行に当たられたい。 

 なお、裏面の令和２年度(平成３１年度会計決算)

上富良野町決算特別委員会審査意見書については、

御高覧いただいているものとして省略させていただ

きます。 

 御審議いただき、認定くださいますようよろしく

お願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、本件の報告

を終わります。 
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 これより、採決を行います。 

 最初に、認定第１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８号平成３１年度上富良野町各会計歳入歳

出決算の認定についてに対する委員長の報告は、意

見を付し、認定すべきとするものであります。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定することに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、委員長の報告のとおり認定する

ことに決定いたしました。 

 次に、認定第２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第９号平成３１年度上富良野町企業会計決算

の認定についてに対する委員長の報告は、認定すべ

きとするものであります。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定することに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、委員長の報告のとおり認定する

ことに決定いたしました。 

 ここで、暫時休憩といたしたいと思います。 

 再開は、１０時４５分といたしたいと思います。 

────────────────── 

午前１０時２６分 休憩 

午前１０時４５分 再開 

────────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

────────────────── 

◎日程第１３ 町の一般行政について質問 

○議長（村上和子君） 日程第１３ 町の一般行政

について質問を行います。 

 質問の通告がありましたので、順次発言を許しま

す。 

 初めに、８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） おはようございます。 

 世界的に新型コロナウイルスの感染拡大は止まり

ません。昨日夕方現在、世界では感染者数は７,２

２２万１,６３４人となり、内死亡者数は１６１万

２,０１４人。日本国内では、感染者数が１７万９,

６５３人、内死亡者数は２,５８５人。なお、北海

道においても感染者数が１万１,４６０人となり、

当町の人口１万５００人を上回り、死亡者数におい

ては３３０人となりました。お亡くなりになられま

した方々の御冥福を心からお祈りするとともに、自

身の生命が危機にさらされるような過酷な状況下で

献身的な努力をされている医療従事者の方々、そし

て医療をはじめ国民の健康と生活を支えてくださっ

ている多くの関係者の皆様に、最大限の敬意と感謝

を表します。そして全ての皆様が、安心して笑顔で

暮らせる日々が戻ってくることを心よりお祈り申し

上げます。 

 そして向山町長、３期１２年間、大変お疲れさま

でした。活火山十勝岳を抱える我が町においては、

いつ起こるか分からない災害を想定したとき、町長

の職責においては、片時も休まることはなかったと

考えます。本日、これまでの間時間にすると、実に

１０万４,８８０時間であります。この１０万時間

とは、例えると二十歳から定年となる６０歳まで４

０年間会社員として勤めた場合、１日の拘束時間を

１０時間として年間２５０日働き、それを４０年間

続ける時間と同じです。 

 日々緊張感の中、向山町長は、この１０万時間を

任期の１２年でお使いになりました。この後、まだ

残り１０日間、引き続き２４０時間町政に全力でお

取り組いただいた後は、ぜひゆっくりとお休みいた

だきたいと思います。そして今や人生１００までと

言われております。今後は、これまでの間支えてく

ださった御家族の皆様や友人の皆様との楽しい自由

な時間をお過ごしいただければと思います。これま

での間、本当にお疲れでした。そして私自身５年

間、大変お世話になり、誠にありがとうございま

す。 

 それでは、さきに通告しております２項目、４点

について、向山町長にお伺いいたします。 

 まず１項目め、結婚新生活支援事業について。 

 ２０１９年度の出生数は８６万５,２３４人と過

去最少を更新しました。少子化は、今後さらに加速

するとみられており、国立社会保障・人口問題研究

所の調査では、１８歳から３４歳の男女の多くが結

婚の障害として、資金や住宅の問題を挙げておりま

す。国では、婚姻数減少の背景に若者の経済事情が

あり、それが少子化につながっていると分析してお

ります。 

 菅首相は、内閣の基本方針に少子化対策の強化を

掲げており、来年度から現在の結婚支援制度の支援

を拡充し、上限額を３０万円から６０万円に倍増す

る方針であります。この新婚夫婦への支援事業は２

０１５年度に始まり、本年７月１０日現在、千葉市

や神戸市など２８１市町村で実施されており、北海

道では真狩村などが既に導入をしております。 

 来年度からは対象となる年収、年齢ともに緩和さ

れ、これまでは３４歳以下で、世帯収入４８０万円

未満が条件でありましたが、婚姻日の年齢がいずれ

も３９歳以下で、世帯年収が５４０万円未満であれ
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ば、新居購入費や家賃、引っ越し費用などを補助す

る考えで、費用はこれまで国と事業を実施する自治

体で折半をしておりましたが、国の負担を３分の２

に引き上げるとしているものであります。 

 同制度は、実施している自治体が少ないですが、

利用実態の有無は別として、来年度から支援の拡充

が行われるこのタイミングで、国費を一部活用でき

る制度として、また、少子化対策、定住移住促進策

の観点からも若い人を呼び込む力になる可能性も考

えられることから、当町においても早急に制度設計

の検討をすべきと考えますが、町長の見解をお伺い

いたします。 

 次に、２項目め、十勝岳ジオパーク構想について

お伺いいたします。 

 美瑛町・上富良野町で推進する「十勝岳ジオパー

ク(美瑛・上富良野エリア)」構想は、本年度で事業

開始から丸５年が経過し、６年目を迎えます。十勝

岳ジオパーク推進協議会は、平成２９年度、日本ジ

オパークネットワーク正会員新規加盟認定審査へ申

請し、日本ジオパーク委員会による書類、プレゼン

テーション、現地の各審査を受け、最終結果につい

ては９月２７日の第３１回日本ジオパーク委員会に

て審議され、残念ながら認定の見送りという結果に

なりました。 

 その後、指摘事項の課題解決を図り、平成３１年

度の再申請を目指しましたが、専門員の不在、ジオ

ガイドの不在、拠点施設が未整備などの理由から、

申請を見送り今日に至っております。 

 そこで以下３点について、町長にお伺いいたしま

しす。 

 １点目、平成２９年９月２７日に認定見送りの結

果を受けた後、この間、３年が経過しています。本

年４月の申請においても条件が整わなかったとし、

申請を見送ってきましたが、これまでの指摘事項に

対する取組と現状はどのようになっているのかお伺

いいたします。 

 ２点目、令和２年度はコロナ禍で、なかなか諸活

動ができなかったと察しますが、本年度、これまで

の間に実施された事業や活動内容に関してお伺いい

たします。 

 ３点目、次年度の認定申請の可能性などについ

て、推進協議会の中ではどのような判断が現在なさ

れているのか、現状と可能性についてお伺いいたし

ます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ８番荒生議員の２項目の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、冒頭、私に対しまして大変温かいねぎらい

の言葉を賜りましたこと、この場からも厚くお礼を

申し上げる次第でございます。ありがとうございま

す。 

 まず１項目めの結婚新生活支援事業についての御

質問にお答えいたします。 

 この事業は、少子化対策の一環として実施されて

おり、夫婦ともに婚姻届出日における年齢が３４歳

以下で、かつ世帯所得が３４０万円未満の新規に婚

姻した世帯に対して、住宅取得、または賃貸費用、

引っ越し費用に対し３０万円を上限に補助する制度

であり、財源は国が２分の１、市町村２分の１負担

により推進しているものであります。 

 全国で取り組んでいる自治体は１１月１日現在、

２８９自治体でありまして、道内におきましては２

４市町村、うち上川管内では愛別町と当麻町と承知

をしているところであります。 

 国では本事業の拡充案として、令和３年度から対

象年齢を３９歳以下、世帯所得は４００万円未満、

補助上限額は６０万円に引き上げるとともに、さら

に新規モデル事業案として、都道府県が推進事業の

議論や将来への推進計画の提案について協議会を設

置するとともに、モデル事業実施市町村が受給者に

対して、家事・育児参画促進講座等への参加義務づ

けなど実施要件に基づき取り組んだ場合は、国の補

助率を３分の２に引き上げる方向で検討されている

段階にあると承知をしております。 

 本事業につきましては、これまで本町で検討を

行った経過はございませんが、今後、新たな体制の

中で本町における少子化や婚姻実態を踏まえた中

で、事業化についての検討もあろうかと思われ、こ

こで私の考えを述べることにつきましては、差し控

えさせていただきたいと判断しておりますので、御

理解を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めの十勝岳ジオパーク構想に関する

３点の御質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、１点目の指摘事項に対する取組経過につい

てお答えをさせていただきます。 

 平成２９年の認定審査における指摘事項は、大き

く３点と捉えております。指摘事項１点目の専門員

体制についてでありますが、この間、専門員の確保

に努めてきたところであり、本年度４月に、室戸世

界ジオパークで専門員として十分な経験を積まれま

した専門員を職員として採用し、認定申請に向け精

力的に取り組んでいるところであります。 

 指摘事項２点目のジオパークガイドの養成につい

てでありますが、年間十数回にわたる養成講座を受

講し、現在７名が認定され、活動をしております。

ジオパークガイドにつきましては、ジオ活動に大き

く影響することから、引き続き増員を目指し、養成
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に努めてまいります。 

 一方、ジオツアーの実績につきましては、ジオサ

ポーターがガイド役となりまして、年間を通じてプ

レジオツアーを実施しており、美瑛町・上富良野町

の住民はもとより、道内外からもツアーを経験して

いただいており、また、本年１０月からは十勝岳ジ

オパーク推進協議会ホームページにおいて、コロナ

時代に対応した家族単位、あるいは少人数のツアー

募集も行っているところであります。 

 指摘事項３点目のジオパーク拠点施設の整備につ

いてでありますが、前回拠点施設として位置づけて

おりました美瑛町郷土学館、上富良野町郷土館に加

え、このたび新たに国土交通省の施設で、白銀地区

にあります十勝岳火山砂防情報センターを十勝岳ジ

オパークの拠点施設として位置づけ、国土交通省と

整備計画について協議を進めているところでありま

す。 

 次に、２点目の令和２年度の取組についてであり

ますが、新型コロナウイルス感染症の影響によりま

して、予定しておりました事業の多くが延期・中止

になっておりますが、このような状況の中でも感染

症対策を講じながら、でき得る限りの取組を展開し

ているところであります。新たな取組としまして

は、多様な情報を広く発信できる十勝岳ジオパーク

推進協議会専門のホームページを本年４月から開設

し、十勝岳ジオパークの見どころ、ガイドの活動、

講座の案内など様々な情報発信を行っており、多く

の閲覧をいただいているところであります。 

 また、本年度、新たに取り組みましたフォトコン

テスト等にも活用がされたところであります。 

 さらにオリジナルグッズの製作、ジオパークサ

ポーター養成講座、ジオパークガイド養成講座、夏

休み自由研究コンクール等の事業については、感染

症対策を講じながら、予定どおり行うことができて

おります。 

 次に、３点目の次年度の申請についての御質問で

ありますが、１点目でお答えさせていただきました

ように、指摘を受けました課題の大部分において改

善が図られ、拠点施設についても充実整備のめどが

立った判断できることから、次年度の新規認定申請

を行う予定であり、協議会内で確認をし、準備を進

めているところであります。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） まず、１項目めの結婚新生

活支援事業についてですが、町長の御答弁でもあり

ましたとおり、新体制においてきっとこの後、当町

の婚姻の実例等々の掌握を図り、検討されると思わ

れるということですが、今、うちの町は御存じのと

おり、年間大体約６０組の成婚が平均的にはなされ

ておりまして、これはまた人口減少の中で一定程

度、一定の水準を保っているということはすばらし

いことですが、今回、総理大臣が替わりまして、菅

さんの肝煎りの施策として、３０万円から６０万円

の補助がなされて９月早々ですね、この案件が新聞

等々でも取り出されまして、その後に民間の企業が

若い２０代・３０代の男女にアンケート調査を行っ

ております。 

 このコロナ禍で、今、若い方々の考え方というの

は独りでいることに対する孤独感や将来に対する不

安を非常に抱いており、また、誰かと一緒にいたい

と思ったなどのアンケート結果から、例年よりも３

割近い２０代・３０代の男女が、今、改めてこのコ

ロナ禍で結婚というものを再認識しているという現

状も一方でありますので、御答弁は要りませんの

で、ぜひ新体制にこういったデータをもとに当町で

もぜひ検討いただけるように申し述べていただけれ

ばとお願いし、次の２項目めの質問に移らせていた

だきます。 

 ジオパークに関しては、私が議員になりました平

成２７年から５年間同時進行で並行し、進んできて

おりますので、どうも他人事とは思えず、気にか

かってしようがないため、これまでの間、本日を含

め約５回質問をさせていただいております。残念な

がら加盟認定申請がなされなかった２９年以降、そ

れぞれ体制を整い、諸課題を整備し、現在、かなり

なところまではいっているということでお聞きして

おりますが、１２月４日に伊豆のジオパークの専門

員の方が、女性の新名さんという方だと思われます

が、当町を訪れて、また、ジオの推進協議会等々に

もこれまでの経過や、現在の準備の状況等々とも見

定めていただいて、新名さん、どのような現状を分

析し町長に伝えたのか、確認させてください。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ８番荒生議員のジオパーク

についての御質問にお答えをさせていただきます。 

 この間５年間経過してまいりましたが、私、ス

タートからずっと関わっておりまして、やはり今考

えますと、どちらかというと率直に申し上げて、ま

だ煮え切らないうちに申請をしたのかなと、ある程

度経験を積んだ事業者の方に、あまりにも頼ってい

たのかなという反省はございます。２９年、２８

年、第１回目の申請のときに指摘をいただいたこと

については、ある種納得してしまったというぐらい

に、私としてはなるほどということで、指摘事項を

自分のこととして受け取りました。 

 さきにお答えさせていただきましたように、この

間、３点の指摘されたことに対して一つ一つ確実に
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クリアしてきたという、逆に今度、自信にもつなが

りまして、明年度の申請に向けて最終調整をしてお

りますが、先日見えた先生、伊豆の先生方ともお話

させていただきましたけれども、率直な意見交換の

中では、非常にほぼ合格点というような彼女の評価

はいただいたのかなと。 

 むしろ専門員の取組等については、この十勝岳ジ

オパークに勉強させていただきたいぐらいだという

評価をいただきましたので、それと一つ大きな点で

ありました拠点施設の整備につきましても国土交通

省が、非常に積極的に協力体制を示してくれまし

て、これも私も現地も見ておりますけれども、立派

な拠点としての機能を持つことができるということ

を体で感じておりますので、今度は確実に認定に向

けた足取りができたというふうに理解をしておると

ことろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 力強いとまで言わなくて

も、感触は得たということで、前回、お見えいただ

いた新名先生は、当町に新しく専門員として従事い

ただいている中村氏に対して世界の中村ということ

で、この方はすばらしいということを本人がおっ

しゃっていたという点、後に耳にしましたので、そ

ういった形で体制は一定程度合格ラインまで来てい

るという認識を今、御報告いただきました。 

 そこで我々、この２７年から令和元年までの間、

決算ベースで申し上げますと、こちら５,０４３万

４,６５３円という人件費以外の諸経費がこれまで

の５年間で支出されておりまして、１度目は２９年

間、町長もおっしゃったとおり、準備が足りなかっ

たということでしたけれども、町民、また関係機関

各位、そして協議会のメンバーの一部からも３度目

はないからなという声が結構聞かれております。ボ

トムアップという基本的な考えのもと、町民、また

全ての人々の周知とかという部分で現在気になるこ

とは、ジオパーク関連グッズとかも様々に手広くな

りまして、みかけはいるのですけれども、本当に町

民の方々隅々に周知、現在されているという認識で

すか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ８番荒生議員のジオパーク

の関連に関しましてお答えさせていただきますが、

私もこのジオパーク構想に着手して以来、一番の最

大の眼目は経済振興や教育振興につながることは究

極の目標でございますけれども、やはり地域の皆さ

んが、この思いを共有していただくということが根

底になければ、最終的な成果に結びつかないという

ことは強く意識しておりました。 

 そういう意味でこの取組については、やはりしっ

かりと両町の町民の皆さんが思いを共有できるよう

な、これはずっとエンドレスで、エンドレスという

のはちょっと言いすぎかもしれませんけれども、ま

だまだ深く浸透するような地道な活動というふうに

なりがちですけれども、それでもいいと思いますの

で、ぜひさらに様々な手法、あるいは様々な対応の

中でもっともっと浸透するように、努力していく必

要は十分感じているところでございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） そうですね、町広報誌、後

ろのほうでもジオに関しては、定期的に町民の方に

リリースされているのは存じ上げております。 

 また、様々な協議会の方々、今年に関してはコロ

ナ禍でイベント等々の中止が相次ぎワンステップ、

イベント等々の実績がこの後の申請に影響があるの

かというのも一つ気になるところなのですが、来年

４月の申請に向けてほぼ機が熟して、点数も自己採

点で合格ラインを超えているということですが、今

年の活動実績などというのは、その審査に反映され

るようなことはないのですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ８番荒生議員の御質問にお

答えさせていただきますが、今年の活動実績等につ

いては、これはＪＧＣのほうもこういうコロナ禍の

中で活動ができないということは、これは全国共通

のことでございますので、それについてのこの間の

先生からとのお話の中でも、そういったことは左右

するような要因になるというふうなお話は伺ってお

りませんので、むしろこの認定、前回の反省もそう

でしたけれども、認定後、認定が目的ではなくて認

定後、しっかりと地域活動がされていく主体ができ

ているかどうかということのほうが、重要かという

ふうに理解したところでございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） それでは最後に、１件確認

させていただきます。 

 この２７年以降、当初、浜田町長と向山町長、２

町をもって推進協議会が立ち上がり、活動をし続け

てきましたが、美瑛のほうは選挙で新町長、角和町

長がしっかりとそのバトンを引き継ぎ、現在も精力

的に協議会の会長として日々尽力されていることは

承知しております。向山町長もあと１０日という任

期になりまして、次の新しい町長にこのジオパーク

の推進事業というのを、もちろん当然ながら強く要

望していただけると思いますけれども、やはり両町
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の思いが一つになり、そして４月の申請行為に至る

ということは必要不可欠ですので、最後に新町長、

もちろん引き継ぎをお約束いただくことと、それか

ら町民に対してジオパークのこれまでの間の思いの

すべをお聞きいたしまして、私の質問とさせていた

だきます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ８番荒生議員のジオパーク

についての御質問にお答えをさせていただきます。 

 スタート当初から美瑛町につきましては、リー

ダーが交代したということで、しかし、私の思いは

一貫して変わっておりませんで、新しい担い手の方

に思いをお伝えしたりする中で、十分に御理解をい

ただきまして、さらにむしろ積極的に協力体制をつ

くっていただいたのかなと。美瑛の事務局体制にし

ても、白金の新たな拠点づくりについても、非常に

深い御理解をいただいていたと。 

 両町でやっぱり一番、両町長同士で確認したの

は、先ほど申し上げましたけれども、地元の活動が

しっかりと根づくことだなということが改めて確認

できましたので、それらの条件整備が一定程度整っ

たと理解できますので、新たな私どもの担い手につ

いても引き継ぐ中で、しっかり思いを伝えてまいり

たいと考えております。むしろ皆さん方も、ぜひ背

中を押していただければと思うところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 以上をもちまして、８番荒

生博一君の一般質問を終了いたします。 

 次に、４番中瀬実君の発言を許します。 

○４番（中瀬 実君） 私は、さきに通告をしてお

ります２項目、６点について、農業委員会の会長に

所信を伺いたいと思います。 

 家族経営協定の推進についてお伺いをいたしま

す。 

 家族経営協定は、家族の中で十分な話し合いのも

とで、仕事の役割分担や家事に対する評価、休暇の

取り方、毎月の報酬を幾らにするかなど、仕事、生

活のワーク・ライフ・バランスが協定書の中に明記

されていることがポイントになると思われます。 

 協定書はつくることが目的ではなく、取り決めた

ことをいかに実践するかであります。できることか

ら中身をつくって始めていけば取り組みやすいと思

われます。 

 第８次農業振興計画の中で、農業・農村を支える

多様な担い手育成・確保の項目に「家族経営協定の

締結促進を推進します。」とあります。そこで以下

４点についてお伺いをいたします。 

 一つ、昨年度の締結件数３件、累計９３件と承知

をしておりますけれども、後継者がいて協定締結を

していない戸数は何件あるかをお伺いします。 

 二つ目、委員会として家族経営協定の周知はどの

ようにされているのかを伺います。 

 ３点目、既に協定書が結ばれている中で、内容に

変更があった場合や経営移譲があった場合、速やか

に変更手続がされているのをお伺いをいたします。 

 ４点目、協定書締結に際して助言、締結に立会を

されているのかをお伺いをいたします。 

 ２項目め、農業者年金の普及、啓蒙について。 

 農業者年金は多くのメリットがあります。農業者

年金は、自らが保険料を積み立てる積立方式であり

ます。積み立てられた保険料は運用され、毎年の運

用益により将来の年金額が決まる確定拠出型が採用

されております。この確定拠出型の財政方式は、保

険料を支払っている世代の人数や年金を受給してい

る世代の人数変化による財政的な影響を受けないの

が、少子高齢化の時代でも安心できる安定した制度

であります。 

 保険料も月額２万円から最大６万７,０００円ま

で、１,０００円単位で自由に設定できます。ま

た、若い人は要件を満たせば、国からの助成金も受

けることができます。保険料は全額社会保険料の控

除になります。 

 よく確定申告の頃になると耳にすることは、控除

するものがなくて、所得税を多く支払ってしまった

などという言葉を聞きます。例えば、この年金掛金

を二人が６万７,０００円を１２か月支払うとした

ら、１６０万８,０００円の分が社会保険料として

控除になるわけであります。節税対策としてもぜひ

推進していただきたいので、以下の２点についてお

伺いをいたします。 

 １点目、現役世帯の中で加入可能な人、女性、後

継者の未加入者はどれくらいいるのかをお伺いしま

す。 

 ２点目、委員会として年金の加入促進、啓蒙はど

のようにされているのか、また、情報提供の方法に

ついてお伺いをいたします。 

○議長（村上和子君） 農業委員会会長、答弁。 

○農業委員会会長（井村昭次君） ４番中瀬議員の

２項目の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、家族経営協定の推進に関する４点の御質問

にお答えさせていただきます。 

 家族経営協定は、家族で取り組む農業経営につい

て、経営の方針や家族一人一人の役割、就業条件、

就業環境について、家族みんなで話し合いながら取

り決め、そして家族みんなで実行するものであり、

必要に応じて見直しを行っていくものであります。 
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 農業経営は、家族だからこそよい点たくさんあり

ますが、一方で経営と生活の境目が明確でなく、労

働力となる家族の役割や労働時間、労働報酬などの

就業条件が曖昧になりやすくなるため、家族の約束

事として経営方針の決定や就業条件等を規定するこ

とは、重要なことと認識しているところでありま

す。 

 また、家族経営協定の制度上のメリットとして、

認定農業者の共同申請、農業者年金の保険料に対す

る国庫補助、制度資金の融資などがあり、これまで

農業改良普及センターなどと連携により進めてきた

ところであります。 

 まず１点目の後継者がいて、協定書締結していな

い戸数については、現在、１４戸となっておりま

す。 

 次に、２点目の家族経営協定の周知については、

農業委員会だより制度の趣旨と必要性について内容

を記載し、周知を図っているところであり、また、

未締結の世帯を対象にパンフレットなど資料配付す

るとともに、経営移譲年金の拡大加算の対象となる

場合には、家族経営協定の必須となることから、事

前に締結するようお知らせしているところでありま

す。 

 次に、３点目の既に締結されている協定の内容に

変更があった場合や経営移譲があった場合に、速や

かに変更の手続がなされているかとの御質問です

が、後継者への経営移譲の相談を受けた際に、ま

ず、経営協定書の見直しを行うよう説明し、その都

度変更の手続を行っているところであります。 

 最後に、４点目の協定締結に際し、農業委員から

の助言や締結の立会いについては、協定締結には必

ず農業委員が立会人となることから、調印には地域

の農業委員が立会い、協定書に押印するとともに立

会人の立場から、協定内容の確認と必要な助言を

行っているところであります。 

 引き続き経営移譲、家族構成員の変更があった場

合など、家族皆が経営に参画し、女性農業者の地位

の確立、後継者の自立応援など経営環境の改善を目

指して、家族経営協定制度の普及・拡大を図ってま

いりたいと考えております。 

 御理解賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めの農業者年金の普及、啓蒙に関す

る２点の質問にお答えさせていただきます。 

 農業者年金は、農業者の老後の生活の安定、農業

経営の若返りや規模の拡大を図り、農業経営の近代

化に寄与することを目的として昭和４６年に創設さ

れました。しかし、被保険者数の減少などにより、

受給者への支えができなくなったことから、制度の

見直しが行われ、平成１４年１月から新農業者年金

として再構築されたところであります。 

 この新農業者年金は、国民年金の第１号被保険者

で付加年金に加入しており、年間６０日以上農業に

従事する６０歳未満の方は、誰でも加入できる制度

であります。自らが積み立てた保険料とその運用益

によって、将来受け取る年金額が決まる積立方式が

採用された制度であります。 

 まず、１点目の現役世帯の中で加入可能な人、女

性、後継者の未加入者の人数についてであります

が、加入可能な６０歳未満の人は１１５人、内、女

性が６９人、後継者の未加入者が７人となっており

ます。 

 次に、２点目の年金加入促進、啓蒙についてであ

りますが、未加入の農家に対しましては農業委員会

だよりによる年金制度の周知を図るほか、ふらの農

協及び農業委員会事務局での相談・対応などを実施

しているところであります。 

 また、３年に１度、ふらの農協と共同して年金相

談会を開催しており、本年１２月１７日に開催する

予定となっております。特に後継者のいる加入者に

対しましては、経営移譲の実施時期制度の優位性に

ついて個別相談を行い、未加入後継者の加入促進を

行っているところであります。今後におきまして

も、町をはじめ関係機関との協力を得ながら、農業

者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るととも

に、農業者年金制度の周知を図り、加入者の拡大に

取り組んでまいりたいと考えておりますので、御理

解賜りたいと思います。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） ただいま答弁をいただきま

した。まず、お聞きしたいのは家族経営協定の関係

について、お伺いをしたいと思います。 

 この協定につきましては、先ほど会長が答弁なさ

れていたとおり、まさにそのとおりのことでありま

す。問題は、農業者が全員協定を結んでくれるよう

な状態になれば、最高のことだと思いますけれど

も、いろいろな事情があってなかなか全員という

か、農業者全員がこういったものに取り組むという

ことはできなくなってきているのかなと思いますけ

れども、そこでお伺いをしたいのは、今、上富良野

町の農業委員さんは１３名であります。１３名の農

業委員さんが、この協定を結ばれていない農業委員

さんはおられるのでしょうか、その点からお伺いを

したいと思います。 

○議長（村上和子君） 農業委員会事務局長、答

弁。 

○農業委員会事務局長（大谷隆樹君） ４番中瀬議

員の質問にお答えいたします。 
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 現在、農業委員さんにおいては、後継者のおられ

る農業委員さんについては、家族経営協定の締結を

されているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） 安心をしました。いわゆる

農業委員さんが協定を結んでいないのに、ほかの農

業者に対して協定書を結べということを推進できる

のは非常に困難だと思いますけれども、そういった

点では後継者がいる方については、ほとんどの方が

協定を結ばれているということで一安心をいたしま

した。 

 その中で後継者がいて、いわゆる協定書を結んで

いない人が１４戸ということを答弁をいただきまし

た。１４戸という数字は、今、農家戸数がかなり

減ってきている中、さらには農業後継者が少ない中

で１４戸というのは、結構大きな数字ではないかな

というふうに捉えております。 

 私が言いたいのは、結婚をされる時に後継者がそ

この家の中でどのような位置にいるか、自分の役割

はどうなのかということが、その家族の中できちっ

と位置づけがされていれば問題はないわけですけれ

ども、そういったことは言葉では言っても書類、い

わゆるこういった協定書の中にきちっと位置づけが

されていれば、その人も、その後継者もその認識を

持って営農に励めるのだと思います。 

 私は一番危惧しているのは、今後、結婚される後

継者が農業委員会でもやっていますけれども、アグ

リパートナーの関係で婚活をやる場合、それから農

協さんが主体となっているそういった婚活をする場

合、婚活をして、そしてそのときに女性とマッチン

グする前の段階で自分の経営の中身、自分の今経営

の中で家族の役割分担、それから報酬、そういった

ものがきちっと示されていれば、自信を持って自分

の家の経営の中身とか、それから報酬はこれぐらい

あるのだということを言えると思います。 

 ですけれども、それがきちっと決められていなけ

れば、私もたまたま当時農業委員やっていたときの

アグリパートナーの最後の女性のアンケートの中

に、こういうのがありました。農業青年と話をした

ときにどういった形で、私は結婚したら、どういう

立ち位置になるのですか、給料はどうなるのですか

と聞かれたときに、別に特別決めていないから、お

金が足らなくなったら親からもらうのだというよう

なことを言った方がおられるらしい。 

 女性にしてみれば、最近は農家からいわゆる後継

者のところに結婚するような人はほとんどいませ

ん。ほとんどの方は就職して、仕事を持っていて、

そして職業は別として農家の後継者のところに来る

わけですけれども、その時に安心して来れる、そう

いうような言葉をきちっとかけられなければ、なか

なか不安で決断ができないということになると思い

ます。ですからこれらの今、協定書を結んでいない

方に対しては、できるだけ農業委員会として推進を

していただいて、一人でも多くの方が協定書を結ぶ

ようなことをしていただきたいと思っておりますけ

れども、この一遍に１４人がということはかなり難

しいことだと思いますけれども、これらを推進する

方法としてどのような考えがあるか、お伺いしたい

と思います。 

○議長（村上和子君） 農業委員会事務局長、答

弁。 

○農業委員会事務局長（大谷隆樹君） ４番中瀬議

員の再質問にお答えいたします。 

 ただいま中瀬議員のほうからありましたとおり、

家族経営協定の締結については、大変重要なことと

認識しているところでございます。 

 現在、未締結の１４名の中につきましては、ま

だ、親元就農で学生さんの方もいらっしゃいます

し、今後、結婚、あるいは経営移譲受けるというよ

うなタイミングも見計らいまして、個別に未締結の

方についてはパンフレット等の御案内も差し上げて

いますところですし、そういうタイミングに合わせ

て家族経営協定の新規締結、あるいは中身を見直す

ということも進めていきたいというふうに考えてい

ますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） ぜひそういう形で進めてい

ただきたいのですが、このパンフレット等々でいわ

ゆるそういった協定を結んでいない方に対して働き

かけをするということですけれども、このパンフ

レット等々の配付はどなたが、どういう形でやって

おられるのかお伺いします。 

○議長（村上和子君） 農業委員会事務局長、答

弁。 

○農業委員会事務局長（大谷隆樹君） 中瀬議員の

再質問にお答えいたします。 

 パンフレット等につきましては、農業委員会事務

局において、郵送で直接お送りするという形をとっ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） 事務局も大変だと思います

けれども、でき得れば農業委員会の中に今でも農政

部会と農地関係と二つありますよね。そんな中で、
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例えば農政部会の関係の中で協議をしていただい

て、地域のそういった後継者がいるところというの

は、地域の方がよく把握をしておりますから、そう

いった方を通じて、そして家族経営協定はこういう

ものだよと、ぜひとも協定を結んだほうがいろいろ

な面でプラスになりますよというようなことを進め

ていただいたらどうかなと思っていますけれども、

どうでしょうか。 

○議長（村上和子君） 農業委員会事務局長、答

弁。 

○農業委員会事務局長（大谷隆樹君） 中瀬議員の

再質問にお答えいたします。 

 中瀬議員おっしゃられるとおり、地域の各担当農

業委員さんがいらっしゃいますことから、各地域に

おいて担当地区の農業委員さんのほうから、併せて

家族経営協定の意義については説明いただきなが

ら、加入推進のほうを図っていただきたいというふ

うに思っております。 

 また、農業委員会事務局においても他の農地の相

談等に事務局にお越しに来られた際には、未締結の

方につきましては、併せてお時間をいただいて説

明・加入推進を図っていきたいというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） できればそういう形でやっ

ていただければと思います。 

 次に、先ほど家族経営協定が９３戸ということと

私は理解しておりましたけれども、これが平成３０

年の１０月のときは９６戸となっていたのですね、

ですからこれは離農によって３戸減ったから、９３

ということで理解していいのですね。 

 それはそれでいいのですけれども、問題は、平成

２１年から平成２５年の間が、これ急激に家族経営

協定が多くなっています。２１戸だったかな。これ

が非常に何ともいえない、増えた原因が、局長も御

存じかもしれませんけれども、いわゆる農家のいろ

いろな資金対応のとこでポイントがつくのですね。

そのポイントのために急遽、家族経営協定を結んだ

という形の人がおられるのです。だから、それが十

分な話し合い、先ほど一番最初の答弁の中にありま

したように、十分な協議の中で家族が、みんながき

ちっと話し合いをして協定書をつくったのであれば

全然問題ない。 

 ところが私が知っている方も言っていましたけれ

ども、とにかくポイント欲しいのだから、何とか適

当につくってこうやって出したのだというような方

がおられました。それも仕方ないのですけれども、

でもそういう形では本来の意味の協定書ではありま

せんので、いわゆる農業委員さんが立会いのもとに

やるということでありますので、そこら辺のところ

もいろいろと助言なりしていただいて、よりよい協

定書になるように努めていただきたいなというふう

に思っております。 

 それも私の農業委員の時代には、皆さんが調印式

みたいなことをやったのですよね。だけれども、残

念ながら今は個人情報のいろいろなことがあって、

皆さんが集まってそういった協定書をつくったとこ

ろに調印式とか、そういうことは難しいと思います

けれども、でき得ればそういった人たちに勉強会的

なものを１年に１回でも、もしやれればより知識が

高まるのではないかなというふうに思いますけれど

も、その辺はどうでしょうか。 

○議長（村上和子君） 農業委員会事務局長、答

弁。 

○農業委員会事務局長（大谷隆樹君） 中瀬議員の

再質問にお答えいたします。 

 中瀬議員の過去において、そのようなことがあっ

たかについては、ちょっと承知していませんでした

が、いずれにしましても家族経営協定の今現在締結

されている方々につきましても、その都度中身を見

直しまして、項目を話し合っていただいて、新たに

締結を変更していただくというようなこともしてい

ますし、今後におきましては未締結の経営者の方に

つきましては、先ほど言いましたとおり、結婚、あ

るいは経営移譲というタイミングを見計らって、家

族経営協定の締結のほうを進めてまいりたいと思い

ますし、新たに学習会・勉強会・研修会等のほうに

も開催できるように進めてまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） ぜひともそういった形を

とっていただければと思います。 

 続きまして、農業者年金の関係であります。 

 農業者年金というのは、我々農業者というのは自

営業でありますので、年金は国民年金が基本になっ

ております。国民年金だけでは、将来老後の生活資

金としては、非常に不安になる部分があると思いま

す。私も当然のことながら国民年金、それから農業

者年金をいただいております。 

 先ほど、会長から答弁ありましたけれども、新

法・旧法あって、平成１４年に新法に移行しており

ます。旧法と新法に変わるときに、ある程度の農業

者は、そのとき一時金をもらって、新法に移行しな

かった方がおります。私は年金をもらうときに、
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「失敗した、あのとき何で１００万円か１５０万円

もらって機械買ってしまったのだと。年金のことを

考えたら、それは絶対、あのときもう少しつないで

おくべきだった」ということを反省している方がお

ります。それは後悔先に立たずで、どうしようもな

らないわけですけれども、私も農業者年金と国民年

金をいただいております。 

 国民年金は、はっきり言ってこの金額では、老後

の生活は安心して生活できません。先ほど言いまし

たけれども、農業者年金は少子化の時代になっても

いわゆる自分の掛金ですから、自分の掛金が運用さ

れて、それが最終的には自分に戻ってくるという形

のものですから、これは本当にありがたい制度だ

と。ですから、その辺のところの理解、ある程度皆

さん知っていると思います。 

 ところが、月２万円の掛金をするのは皆さんが分

かっている。ところが最大限６万７,０００円を掛

けることはできて、さらにそれを１回自分の経営の

中身を見て、また金額を落としたり増やしたりでき

るのです。そういうことの中身をある程度きちっと

説明をしていただければ、最終的にもらうときにそ

れは自分に戻ってくるのです。ですから、年金の中

身、自分の将来の老後のためにも本当に頑張って推

進をしていただきたいのですよ。 

 ですから、まず、お聞きしたいのはとりあえず年

金を受給する人に対しては、いろいろと農業委員会

も農協も推進はしていただいておりますけれども、

３年に１回、農協と年金相談会を開催しているとい

うことでありますけれども、この３年に１回という

のは何か意図があって３年なのかお伺いします。 

○議長（村上和子君） 農業委員会事務局長、答

弁。 

○農業委員会事務局長（大谷隆樹君） 中瀬議員の

再質問にお答えいたします。 

 ちょうど明日１２月１７日に、農協の３階で説明

会を開催するということで御案内を差し上げている

段取りになっております。今年度につきましては、

対象者は６０歳から６４歳の年金の最低請求、いわ

ゆる受給を可能になる年代の方々に併せて３年に１

度御案内を差し上げて、希望者の方には終了後、個

別相談も行って、詳しく説明会を開いているという

ような段取りで開いているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） 農協との３年に１回の相談

対応ということは分かりました。いわゆる年金のこ

とに対して加入促進の方法として、その啓蒙につい

てはいわゆる農業委員会だより、農業委員会だより

を通じながらやっているようなことを先ほどお聞き

しましたけれども、この農業委員会だよりだけでは

どうしても微妙に見る方と見ない方もいるかなとい

う気もしておりますので、これまた先ほどのいわゆ

る家族経営協定と同じような部分で、地域には若い

後継者、それから５０代前後の方、これは当然自分

のためになることから、怒られることはないと思う

のですよ。推進に行ったとしても。 

 ですから、農業委員さんに大変手間をかけること

になるかもしれませんけれども、そういった方法で

農業委員会だよりも、もちろん必要です。だけれど

も、農業委員さんの立場上、そういうふうな形での

推進体制をとることはどうなのかなというふうに思

いますけれども、その辺またどうでしょうか。 

○議長（村上和子君） 農業委員会事務局長、答

弁。 

○農業委員会事務局長（大谷隆樹君） 中瀬議員の

再質問にお答えいたします。 

 農業委員会だより等での周知のみでは、普及推進

のほうも足りないということでございますし、ま

た、地域において各担当の農業委員さんについて

は、先ほどもお答えしましたとおり、家族経営協定

の締結と合わせて未加入の農業者年金の加入者に対

しましての推進のほうも、農業委員さんのほうから

もお願いしたいというふうに考えています。 

 また、農業委員会事務局に農地の賃貸、あるいは

売買の相談に来られた際にも、併せて未加入の農業

者年金の加入者の方がいらっしゃられた場合につき

ましても詳しく説明をさせていただいて、今後、加

入推進を図ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） 年金のこと、それから先ほ

ど申した家族経営協定の件も含めてですけれども、

今後、農地の流動化の件に対しては農業委員会が、

当然のことながら農地の番人としての仕事は、十分

果たしていただかなければならないことだと思いま

すけれども、さらにこういった部分は将来のことを

考えたとき、それから今の農業者のおかれる立場と

か、そういったことでの協定の関係もそうですか

ら、これら十分推進をしていただきたいなというふ

うに思っております。 

 最後に会長、会長先頭になってこういうこと推進

していきたいという意気込みあれば教えていただき

たいと思います。 

○議長（村上和子君） 農業委員会会長。 

○農業委員会会長（井村昭次君） 先ほどからの中

瀬議員がいろいろと指摘されまして、勉強になった
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部分もあります。 

 家族経営協定にしても農業者年金についても、こ

れから促進をしてまいりたいと思っています。ま

た、家族経営協定については、今まで制度的なこと

があって、どうしても先ほど言われたポイントのた

めにということが個々ありました。だけれども、一

応組んでもらう制度的なことがあっても事務局には

来ますので、そこで再度確認を、家族経営協定とは

どういうものかと説明していますので、その中で含

めながら進めていきたいと思っておりますので、御

理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 少し早いようでございます

が、ここで昼食休憩といたします。 

 再開は１３時でございます。 

────────────────── 

午前１１時４９分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○議長（村上和子君） 昼食休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 次に、３番髙松克年君の発言を許します。 

○３番（髙松克年君） さきに通告してあります２

項目、５点についてお伺いいたします。 

 不登校児童・生徒に、よりよい教育環境の機会

を。 

 不登校児童・生徒の人数が、平成２８年全国で１

４万４,０００人となっております。これは社会問

題となるほどの人数であります。町において、不登

校児童・生徒は、平成２８年から令和元年までの６

１人のうち、中学３年生は１８人となっています。 

 義務教育の中で原因となる問題点は、不登校によ

り教育の機会が失われるため、個人の損失となるこ

とであり、これが社会的な大きな問題ともなってい

ます。 

 このことから文部科学省は、２８年１２月末「義

務教育の段階における普通教育に相当する教育の機

会の確保等に関する法律」を公布するに至っており

ます。一般的には、教育機会確保法と言われていま

す。その中で、不登校の児童・生徒の立場に立った

状況に応じた支援、学校の集団生活に関する心理的

負担等の理由により、就学が困難である不登校児

童・生徒への教育機会の確保や夜間、その他特別な

時間での就学の機会の提供、普通教育に相当する教

育の機会の確保及び義務教育を十分に受けていない

者への支援を行うべきとしています。 

 １、このような中で、町における教育環境の充実

はもとより、不登校の児童・生徒がそれぞれ持つ要

因に対しての対応をどのようにとられてきたのか。

また、上記の法の下で対応に対して、どのような変

化が必要と考えるかをお伺いいたします。 

 ２、フリースクールを示すような学校、夜間中学

についての法的記述がありますけれども、これに対

して町が行うべき不登校児童・生徒及び保護者に対

し、情報の提供、助言、その他支援の措置を講ずる

べきとしていますけれども、フリースクール、夜間

中学についてはどのように考えるかお伺いいたしま

す。 

 ３として、不登校者で教育を十分に受けていない

人が、普通卒業者と同等以上の学力の修得を希望す

る人に教材の提供(通信の方法などを含む)に必要な

措置を講ずるように努めるものとされているが、支

援に応ずることは現状可能なのかどうかをお伺いい

たします。 

 ２項目めとして、コロナ禍におけるスクールカウ

ンセラーの重要性についてお伺いいたします。 

 教育委員会において、全国では３万６,６０４

校、３５１万件のカウンセリングが行われていま

す。今年度より我が町においては、専任のスクー

ルカウンセラーが配置されております。コロナ禍に

おける新学期からの長い休暇など、経験したことの

ない教育環境下での児童・生徒のみならず、教師、

保護者の不安も大きなものであったと思われ、心強

いカウンセリングに安心した児童・生徒も多かった

のではと思われます。 

 １、今後もコロナ禍からは、簡単には逃れられな

いと思われます。今後もカウンセリングはより重要

になると思われ、スクールカウンセラーと学校、教

師、保護者とのチーム学校体制の中、相互の関係を

どのように増強していくかをお伺いします。 

 ２として、スクールカウンセラーの重点配置をす

ることを考えているのかどうかお伺いいたします。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ３番髙松議員の２項目の

御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの不登校児童・生徒の教育環境に

関する３点の御質問にお答えさせていただきます。 

 １点目の不登校の児童・生徒、それぞれが持つ要

因に対しての対応ですが、不登校は何らかの心理

的・情緒的・身体的、あるいは社会要因、背景によ

り登校しない、あるいはしたくてもできない状況に

あるため、年間３０日以上欠席したもののうち、病

気や経済的理由によるものを除いたものと定義され

ております。 

 本町における不登校児童・生徒の数は、令和２年

３月末現在、児童１名・生徒１５名となっており、

こうした児童・生徒の学習時間の確保が課題となっ
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ているところです。 

 平成２９年に施行された義務教育の段階における

普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法

律の基本理念では、第１に、全ての児童・生徒が安

心して教育を受けられる学校づくりで、さらに個々

の多様な状況などに応じた教育を受ける機会が確保

されるよう支援することとされております。 

 町におきましては、平成３１年４月から臨床心理

士を採用し、常勤のスクールカウンセラーとして

小・中学校はもとより、町内のこども園や子どもセ

ンターに定期的に訪問し、子どもたちの育ちをトー

タルでサポートし、課題が生じたときには臨時的な

対応も図っているところであります。 

 不登校の背景には、子ども自身の特性だけではな

く、その家庭環境や生育歴が大きく影響しており、

その理解には一定の時間を要するとともに、さらに

子どもたちや保護者との信頼関係を築き、目に見え

る支援に至るまでには長い期間が必要であります。

各学校においては担任だけでなく、学年団や特別支

援の教師、養護教諭などチームで対応し、保健室や

相談室など校内の居場所づくりにも努め、スクー

ルカウンセラーは生徒が安心できる学校以外の場に

おいても支援を行っており、また、不登校の問題を

抱える保護者会に対する情報提供やスクールカウン

セラーによる研修の機会を提供するなど、保護者の

支援にも取り組んでいるところであります。 

この教育機会確保法は、義務教育を十分に受けるこ

とのできなかった未就学者、不登校児童・生徒、外

国籍の方に教育の機会を確保するための施策に関

し、基本指針が定められ、夜間中学等の設置・充実

に向けた国や地方公共団体の責務が示されているも

のであり、また、初めて不登校児童・生徒の休養の

必要性が明記され、安心して教育を受けられる学校

づくりと同時に、多様な教育機会の確保の必要性が

示されたものでもあります。 

 教育委員会といたしましては、この基本指針に基

づいて、不登校対策を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、２点目の不登校児童・生徒及び保護者に対

しての情報提供、助言、その他支援への講ずるべき

ことについてですが、教育機会確保法の第１３条に

国及び地方公共団体は、不登校児童・生徒が学校以

外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性

に鑑み、当該児童・生徒の休養の必要性を踏まえ、

状況に応じた学習活動は行われるよう必要な情報の

提供、助言、その他支援を行うために、必要な措置

を講じるものとされております。 

 教育委員会といたしましては、児童・生徒の最善

の利益を最優先に支援を行うことが重要であること

や、多様な学習活動の実情を踏まえた中で、個々の

不登校児童・生徒に応じて児童・生徒の意思を十分

に尊重し、必要以上に児童・生徒や保護者を追い詰

めることのないよう、配慮することが重要と考えて

おり、情報共有の場として教育委員会・学校・ス

クールカウンセラー・保護者会など関係団体が綿密

に連携しながら、児童・生徒個々に寄り添った支援

を行っているところであります。 

 また、フリースクールや夜間中学校についてです

が、国の基本指針では、全ての都道府県に少なくと

も一つの公立の夜間中学区設置を目標としておりま

す。現在、道内に公立の夜間中学はありませんが、

札幌市において設置に向けた動きがありますので、

希望される方には情報提供をしてまいりたいと考え

ております。 

 また、フリースクールにつきましては、不登校や

ひきこもりをはじめ様々な事情を抱えるたくさんの

子どもたちを受け入れ、学びの場を提供していると

ころであり、ＮＰＯ法人やボランティア団体により

民間の教育機関として運営されております。こうし

た学びの場に不登校児童・生徒が、保護者との話し

合いのもとに通うことは有益なものと考えており、

引き続き情報提供に努めてまいります。 

 次に、３点目の不登校者で教育を十分に受けてい

ない人で、普通卒業者と同等以上の学力の修得を希

望する人への教材の提供等についてですが、中学校

を卒業する生徒に対しては、不登校かどうかに関わ

らず進路指導をしっかりと対応し、卒業後の学習機

会を確保した上で卒業を迎えております。中学校の

教科書や教材はもちろんですが、不登校生徒には家

庭で学習できるようプリントなども定期的に配付さ

れておりますし、インターネットを活用した学習と

してｅラーニングのＩＤとパスワードを全児童・生

徒に配付しております。 

 さらにコロナ禍の臨時休校を契機に、学習保障の

観点から、様々な学習コンテンツが配信され、通信

による学習環境は向上しておりますが、小・中学校

の授業配信などについては、今後、検討すべき課題

であると認識していところです。 

 次に、２項目めのコロナ禍におけるスクールカウ

ンセラーの重要性に関する２点の御質問ですが、関

連がございますので、併せてお答えをさせていただ

きます。 

 議員御質問にあるコロナ禍に限らず、スクールカ

ウンセラーとの連携体制は極めて重要なことと受け

止めており、本町においては昨年の臨床心理士の採

用に当たっては、その必要性や有効活用、連携体

制、配置箇所についてあらかじめ所属を超えて協

議・検討し、校内での情報共有や教員との連携が円
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滑に進むよう、中学校に配置した経過にあります。 

 また、定期的な保健福祉部との情報共有や小学

校・こども園・子どもセンターへの訪問により、関

係機関との連携が強化されるとともに、就学相談や

教育相談により保護者との信頼関係が構築されてお

ります。 

 さらに、臨床心理士の専門性をもとに新たな取組

の提案や助言により、教職員からの信頼が高まると

ともに、教職員のスキルアップも図られているとこ

ろであります。 

 スクールカウンセラーの配置は、北海道教育委員

会から週１日程度、または年間１２０時間程度の非

常勤配置が一般的な状態でありますが、町といたし

ましては、その役割の重要性から常勤配置とし、重

点的に取り組んでいるところでありますので、御理

解を賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 当然、今までも積極的な指

導・支援は行われてきたと思うのですけれども、現

在というか、今年の春までというふうに言ったらい

いのかもしれないのですけれども、その中で学校に

来られないまま卒業生として卒業していった過去の

就学年齢を超えてしまったような人たちを含めて、

学習の機会のないまま社会に出てしまったという人

たちもいるだろうと思うのですけれども、その人た

ちの当時、当時という言い方したらおかしいのかも

しれないのですけれども、その現状というか、そう

いうものをどのように今になって見ているか、教え

てほしいというふうに思うのですけれども。 

○議長（村上和子君） ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） ちょっと質問の意味が分か

らなかったのかなと思うのですけれども、今までも

教育というのはずっと続いてきているわけで、その

中でこういう状況、不登校の状況というのが続いて

きていて、我々も聞いてはいる。そしてまた、いろ

いろな人たちからもこういうことが、実際に今の現

状の学校の中で起きているというのを聞きながら来

ていたわけですけれども、現在、こういう法律がで

きて、僕もなぜこの質問に至ったかというところに

は、二つの観点があります。 

 というのは自分自身、６年か７年前だったと思う

のですけれども、不登校になった男の子から、大人

が我々の居づらさをつくっているという言い方をさ

れたことがあるのですね、学校でのね。 

 それと、この間、議会懇談会のときに言われたこ

とは、「フリースクールのような自由に勉強できる

学校があったらいいよね」みたいな話をされたので

すね。そこからひもといていくと、結局、現状はこ

うだけれども、過去どうだったのかというのも当然

必要だと思って、もちろん今までやってきた教育が

不十分だったとか、それに沿わなかったとかいろい

ろな問題、それまでに教育環境が今ここへ来てこの

ような法律ができ、我々も気づくことができるよう

な状況になりましたけれども、そういうことがな

かったがゆえに起きてきている問題として捉えてい

るために、今、こういう質問をしているのですけれ

ども。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ３番髙松議員の不登校の

歴史等に関して御質問いただいたのかなということ

で、少しお話をさせていただきたいと思います。 

 まず、不登校という言葉になったのは最近の話で

あります。その前は登校拒否、その前は学校恐怖

症、その前は怠学というようなことで、社会的背景

の中で不登校の定義だとか、名称も変わってきまし

た。そもそもが怠学というのは怠けるという部分

で、学校恐怖症という「症」がつくということで病

気だというようなことで、そういう歴史をたどりな

がら今日の不登校対策というのがとられています。

その時代時代で不登校になる理由というのも、非常

に変わってきているというのが一方では事実です。

戦後すぐのうちは、要するに家で労働者として働か

すために、学校へ行きたくても行けないという形

で、不登校のお子さんがたくさんいたというのも事

実です。 

 あと、経済成長の中でその部分が、アメリカから

始まったわけなのですけれども、学校恐怖症という

言葉で１９５０年だか６０年ぐらいからそういう動

きがありました。その後、戸塚ヨットスクールで御

存じのとおり、皆さんも御存じかと思いますけれど

も、いわゆるフリースクールがその時代からありま

した。そしてスパルタ教育ということで、そういう

名前が報道で多くされていた時代、そういうものを

経過しながら、今、大きく一歩変わったなというの

は不登校、休養が必要であるというふうに、学校で

子どもたちが何らかの理由で学校へ行きたくない、

それを休養という言葉で初めて法的に位置づけとい

うのが、今回の大きなもの。 

 あと、必ず学校に子どもたち、不登校の子どもは

最終的には学校に戻らなければならないのだと定義

していたものを、それ以外のところに全て社会が、

その子どもたちを支えるという非常に難しいことな

のですけれども、そういうものを学校だけでなく

て、フリースクールも夜間中学もいろいろな教育機

関で、そういう機会を与えようというふうに今回の

法律で定義がされたということで、それらに対して

は非常に意味のあることだというふうに私自身も
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思っていますし、教育委員会もそういうふうに進ん

でいきたいというふうに考えているところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） それで現実の問題として、

そういうような子どもたちがこれから、もうこれ以

上不登校とか言われるような、登校拒否とか言われ

るような児童・生徒を出さないために行うべき我々

の仕事としては、その子たちに教育の環境のどのよ

うな教育環境を与えることが必要なのかということ

が問われるのだろうと思うのですね。 

 それでお聞きしたいのですけれども、今現在、言

われている適応指導教室というのがあるわけですけ

れども、これ括弧書きで教育支援センターなどを含

むということなのかなと思うのですけれども、それ

らを実際に各町村で動いているところがあるのです

けれども、そういうような学校に行けない子どもた

ちが逃げ場というか、隠れ家というか、今言われた

休める場にもなるのかもしれないのですけれども、

適応指導教室というのが表に出てきているのですけ

れども、それらをうちの町では取り入れることとい

うのは不可能なのでしょうか、お伺いしたいと思い

ます。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ３番髙松議員の教育支援

センターについての御質問にお答えしたいと思いま

す。 

 別名、適応指導教室というふうに言われている部

分もあるところですけれども、適応指導教室という

言葉はなるべく使いたくないなと、いわゆる子ども

を不適をしているというふうなことになりますの

で、教育支援センターということでお話をさせてい

ただきたいと思います。 

 基本的に学校に来られないお子さん、不登校の子

どもたち、児童・生徒に対してどういうふうに対応

していくかということで、いわゆる居場所づくりを

どうするかということだと思います。いわゆる休養

して、休んでいて、居場所をどういうふうにつくっ

ていくのだというのが大きな課題になるのかなと

思っています。 

 僕も教育長になって８年目を迎えているのですけ

れども、その中でいろいろな対応をさせていただい

ております。一歩も家から出たくないお子さんもい

ます。学習をちょっとしてみたいというお子さんも

います。公共施設へ行って遊びたいというお子さ

ん、体動かしたい、それぐらいろいろな多様な対応

が不登校者に対しては必要なものです。 

 しっかりとカウンセリングをして、そういう状況

を踏まえた中で活動する、対応していくというのが

我々がしなければならないことだというふうに考え

ております。その一つとして、教育支援センターと

いうのも必要なのかなと、ただ、我が町の必ずしも

少なくはないですけれども、一定数の不登校者はい

ますけれども、その対応としては、現在もやってい

るのですけれども、子どもがそういうふうに学習し

たいだとかいう場合には、うちの学校アドバイザー

を活用して、希望する週に１回か２回の学習指導、

また、先ほども申し上げましたけれども、子どもが

希望する場所でのカウンセリング、併せて遊びを一

緒にするだとか、そういう対応もしておりまして、

すぐに教育支援センター的なものを、場所をつくる

ということではなく実質的、これと同じようなこと

をやって、お子さんの希望に添った形で対応を今の

ところさせていただいておりますので、そういうも

のをしっかりつくるというふうな考え方に、今のと

ころは持ち合わせしていないところでありますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 実際に幕別町とか芽室町で

は、そのようなものをおいて校長先生のリタイヤし

た人をお願いして、実際に行われているというよう

なことも聞いています。そういうことからしても上

富でも、場所を新しくつくるとか何とかではなくて

も、今、言われている教育支援センターという言い

方をすればいいのかもしれないのですけれども、そ

れらの場所づくりをできないものかなというふうに

も思いますし、これらをやはり状況として実際にあ

るわけですから、それらに対応していくだけのもの

をぜひ町も考えていってほしいというふうに思いま

す。 

 次いで、今、実際にこの中でも聞いているのです

けれども、就学年齢を過ぎてしまって、結局、中学

校の教育を受けることができなかったと。それらの

人に学ぶ機会を与えるということで質問しているの

ですけれども、それらの財政的な措置というか、そ

ういうものは国からは、例えば全然何というのです

か、インターネット環境での通信云々とかいうこと

についても、財政措置はほとんどされていないとい

うふうに考えていいのでしょうか。 

○議長（村上和子君） 質問の内容、ちょっと違い

ますね。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 聞き方が悪かったというこ

とだと思うのですけれども、要するに１５歳を過ぎ

ると、ある意味、義務教育の就学年度というのは終
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わるのだというふうに思うのですね。現状として

は、それらの年齢でも本当にその後、例えばこの中

でもありますけれども、年齢によって最終的な教育

の場として与えられるとすれば、夜学校というか、

そういうところに行くという年齢にも行くのかと思

うのですけれども、それ前の就学に対しての一つの

芽生えというか、そういうものができてきて勉強し

たいというふうに思ったときに、それらに対して国

と同じように自治体もそれに財政措置を進めていか

なければならないと思うのですけれども、それを国

からのそういうような財政措置は町には示されては

いないのかどうか。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ３番髙松議員の御質問に

お答えいたします。 

 不登校者が就学年齢過ぎたときに、どういう対応

をという部分の御質問かと思います。 

 まず義務教育、小・中学校を不登校で過ごしたか

らといって次の段階、いわゆる高校をどうするか、

高校という場所もちゃんとステージとして与えられ

ております。だからやる気が、学びたいという気持

ちがあれば、今は幾らでも学べる場所はできてきて

いるということです。 

 まず、そこ１点押さえていただいて、次に、夜間

中学校をどうして必要なのだという部分ですけれど

も、先ほども回答させていただいたとおり、外国人

がかなり多くなってきている。戦後の混乱期の方

は、年齢的にも相当上になってしまっているから、

そうではなくて、その次の段階での学校に行けな

かった世代の方、何らかの事情で、そういう方のた

めに夜間中学校が求められているということです。 

 最近、不登校で卒業された中学生が、高校という

場所、学びたいなというふうに思ったときには、

ちゃんと高校へ入学しています。そして気持ちが前

に出ているということで、中学校の時は１度も学校

に行けなかった子も高校へ行ってからは、１日も休

まず卒業されているという例もありますので、とも

かくいかに子どもたちが学びたいとか、そういう気

持ちになってくれるように働きかけれることが、一

番しなければならない我々の仕事だなというふうに

認識しておりますので、また、髙松議員が想定され

ているような方がいらっしゃいましたら、教育委員

会のほうに教育相談という制度がありますので、ぜ

ひ来ていただいて、いろいろな事情あると思います

ので、個別に相談をさせていただきたいと思ってい

ますので、御理解を賜りたいと思います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 暫時休憩といたします。 

────────────────── 

午後 １時３５分 休憩 

午後 １時３９分 再開 

────────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩を解きます。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 少し的はずれなことなのか

と思いますけれども、では具体的なこと聞いていき

たいと思うのですけれども、フリースクールに現状

であったらいいよねという話があったのですけれど

も、それらの人で、今、何というのですか、フリー

スクールに、実際に不登校になられた方で通ってい

るという人はいるのでしょうか。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ３番髙松議員のフリース

クールに通っている児童についての御質問にお答え

したいと思います。 

 現在、私、掌握している段階では、フリースクー

ルに通っているお子さんはいないということで聞い

ております。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） それらの人に、例えば行っ

てみたいということがあれば、教育委員会に申し出

れば、その情報の提供は進めてもらえるというふう

に思っていいのでしょうか。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ３番髙松議員のフリース

クールの希望した場合についての御質問にお答えし

たいと思います。 

 当然、情報の提供を状況によって、子どもたちに

既にしていますし、行きいという部分があれば、そ

れらに情報提供はしっかりとしていきたいと思って

おります。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） そうすると、保護者の人た

ちにもそのことについては、教育委員会としては知

らせているというふうに思っていいということです

ね。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ３番髙松議員の御質問に

お答えします。 

 カウンセリング、要するに子どもの状況を見なが

ら、いろいろな情報提供しますので、端的に初めか

らフリースクールだよということでお話はしてなく

て、それぞれのお子さんの特性だとか、その状況に

よってフリースクールがいいのか、何がいいのかと

いうことをしっかりと保護者を含めて御相談申し上
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げて、そして子どもの希望が最大限かなうような形

を進めたいというふうに考えておりますし、そのよ

うにしているつもりでございます。 

○議長（村上和子君） ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） それで、このことについて

は次にも質問しているスクールカウンセラーとの関

係も、これも重要なことなのかなと思っていますけ

れども、スクールカウンセラーの状況下で不登校と

かいじめなどの未然防止、早期発見などが大きなポ

イントとなっていると思うのですけれども、それら

に対しての気づきというのですか、それら辺りをす

るためにも全校といったら語弊あるかもしれないの

ですけれども、皆で本当にそのことを未然に防ぐた

めにカウンセラーを中心にして、学校全体の組織と

して動くということをやろうとしているというふう

に書かれていますけれども、それらの中でやはりい

まだ十分な解決策を見出せないようなことがあるの

かどうかというのをお聞きしたいと思います。 

○議長（村上和子君） ちょっと質問とずれている

と思います。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） ２項目めに入って、スクー

ルカウンセラーの状況下においての大切さという

か、重要性というところでの質問に入っているわけ

ですけれども、どうもすみません。きちっと知らせ

ていないというところで。 

 児童・生徒への援助とか、保護者への助言という

か、そういうことが非常に教育委員会においても重

要な仕事の一つになっているのかなと思うのです

ね。それで、それらにも学校で教職員とかそういう

人たちにも十分な周知というか、それらをなされて

しかも親御さんたちとか、保護者の方々にもそのこ

とを知らせていくことというのが非常に大事なこと

だと思うのですけれども、それらについての対応を

お伺いしたいと思います。 

○議長（村上和子君） ちょっと違いますね。それ

では具体的に、よろしくお願いいたします。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 学校での教職員の連携と保

護者との連携をも含めて、不登校のこととかいじめ

とかの未然防止というところが重要なスクールカウ

ンセラーにとっては課題となるのだろうと思うので

すけれども、それらの連携をどういうふうに取って

いるかを、つくっていこうとしているかということ

をお聞きしたいと思います。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ３番髙松議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 いろいろなものを理解してもらうということを進

めるに当たっては、連携という言葉を使わせていた

だいています。まず、不登校といったらいいのか

な、いじめだとかいろいろな部分の行ったときに、

早期発見・早期治療ということでお話ししているの

ですけれども、まず、子どもたちいつも多く見守っ

ているのは担任の先生です。そこからまず情報を、

そこの気づきがなければなかなか初期段階の対応が

できないという部分。いきなりカウンセラーが、ど

うだい今日子ども、君、なんか調子悪いところない

かいというようなことはしません。まず、担任のほ

うが気づき、この子、何かいつもと違うなとかとそ

ういう気づきから、気づきを大切にしていきたい。

それで担任が対応すると、そしてカウンセラーにつ

ないでいくという早期発見・早期治療という部分で

す。また、家庭においてもそういう部分、気づいて

もらわなければならない、保護者は気づかないと困

るなというのもあります。 

 あと関係団体で気づきを起こす先生方の部分もで

すので、それぞれスキルアップしてもらわなければ

ならない。そのためにはスクールカウンセラーが研

修を行うだとか、保護者に向けて研修を行う、先生

方に研修を行う、そういうものを積み重ねていく。

また、福祉関係団体、福祉のほうも含めて連携会議

を行うだとかということで、連携していくことで大

きな成果が出てくるのかなというふうに思っている

ところです。 

 一人しかスクールカウンセラーいませんから、全

部の生徒にがばっとといって、少しも問題ない子の

ところへ行って、どうということは聞くことは考え

ていませんので、ともかく早期に対応して、その必

要に応じてカウンセラーが入っていくというような

形で連携を持っていきたいなという考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） スクールカウンセラーの重

点配置することを考えているかというのを聞いたの

ですけれども、一まとめにして答えられているので

すけれども、このカウンセラーの重点配置、ここの

中では常勤配置をしているので、要するに１２０時

間が非常勤の場合は普通なのだけれどもということ

で、常勤にしていると何時間ぐらい働くことを基準

にして言われているのでしょうか。 

 というのは、重点配置を求めているところには、

果たして上富良野の現状というか、中学校の現状な

どが重点配置にかからないのかどうかというのをカ

ウンセラーの就業の時間というのですか、一応決め

られていると思うのですけれども、それらをオー

バーするようなことになっているのかどうか、それ
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でなければもう少し重点配置を考えてできるのでは

ないかなという思いがあるのですけれども、その辺

はどうなのでしょう。 

○議長（村上和子君） 暫時休憩といたします。 

────────────────── 

午後 １時４９分 休憩 

午後 １時５１分 再開 

────────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩を解きます。 

 髙松議員、もう少し質問を明確にしてください。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） カウンセラーの働き、今、

始まってコロナ禍で、どういうことがこれからも問

題として起きてくるか分からないわけですけれど

も、それらに対しての何というのですか、助成措置

としてある中に重点配置というのがあるのですけれ

ども、あると思うのですけれども、それらを今後考

えていくかどうかということを聞きたいと思ってこ

こに載せたのですけれども、コロナが中学生・小学

生に対する精神的な問題というところを聞きたいと

思って今後について聞いたのですけれども、それは

今後のことで、どういうふうな形になっていくかと

いうことは分からないということなのだと思うので

すけれども、予算的な措置があればというところを

聞きたいと思ったのですけれども。 

 いろいろ学校のこれまた不登校のところに戻りま

すけれども……。 

○議長（村上和子君） 御自分の質問に至った思い

は述べなくても結構でございます。もう少し質問を

明確にしていただきたいと思います。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） そのようなことから、質問

は校正してと思ったのですけれども、十分な発言に

至らなかったところはおわび申し上げたいと思いま

す。ありがとうございました。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 以上をもちまして、３番髙

松克年君の一般質問を終了いたします。 

 次に、７番米沢義英君の発言を許します。 

○７番（米沢義英君） 私は、さきに通告してあり

ました４項目について質問させていただきます。 

 １点目は、福祉事務手続の遅延の問題について質

問させていただきます。 

 地方公務員法では、全ての公務員は全体の奉仕者

として職務に専念しなければならないとなされてい

ます。しかし、この間、町の職員が外郭団体の現金

着服に続き、新たに福祉事務手続の遅れが明るみに

なるという状況になりました。これは地方公務員法

の精神に反するものであることを厳しく指摘しなけ

ればなりません。 

 また同時に、この問題は、ふだんからきちっと

チェック体制が行われていれば、問題を防げた可能

性もあると考えています。手続の遅れにより、手帳

申請者が受給者と認められず、医療費が本人負担に

なり、その金額を町が相手方に損害賠償費として支

払う事態となりました。当事者の精神的な負担を考

えれば、大きな問題であると同時に、町民に対して

も信頼を損ねてしまったことは、重大問題であると

同時に、行政組織の全体の問題としてしっかり受け

止め、今後に生かすべく教訓としなければならない

考えますが、以上のことを申し上げ、問題発生の経

緯と再発防止策、町長や担当職員等の処分につい

て、町長の明確な答弁を求めるものであります。 

 ２点目には、ＰＣＲ検査体制についてお伺いいた

します。 

 新型コロナウイルスの第３波の感染拡大が道内や

全国的にも集団感染、幅広い年代層にも広がり始め

るという状況があります。近隣市町村にも新型コロ

ナウイルスの感染が広がる状況が見受けられます。

町においてもコロナウイルスの感染が心配されると

同時に、医療施設や介護施設などでのクラスターが

発生しないという保証はありません。 

 今、求められているのは基本的な動作、密を避け

るなど、マスクをするなどしながら感染予防対策を

し、万が一に備えるということが必要だと考えま

す。また、同時に必要最低限の町民の暮らし・経済

を支えるために、ＰＣＲ検査・抗原検査体制の整備

が何としても必要だということをこの間、町に対し

て求めてきましたが、どのように対処されているの

かお伺いいたします。 

 １番目には、医療・介護・教育・保育所・幼稚

園・福祉施設などの集団感染が全国的にも発生して

いることから、勤務する職員や利用者等や町民に対

しても命を守るための社会的検査が必要だと考えま

すが、この点についてどのようにお考えなのかお伺

いいたします。 

 二つ目には、ＰＣＲ検査・抗原検査できる体制

が、この町でも必要と考えます。町での検査体制が

できないときは、富良野圏域での支援体制が必要と

考えますが、これらについてどのようにお考えなの

か、町長の見解を求めるものであります。 

 ３点目には、子どもセンターの取壊しについてで

あります。 

 町立病院は、町民の暮らしと健康を守る地域の重

要な医療機関の役割を担っています。施設の老朽化

進む中で、消防法の改正等によりスプリンクラーの

設置が義務づけられました。整備の費用を考えれ

ば、将来の病院機能の充実を考え、改築する方向に
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検討されております。しかし、問題は建設予定地内

に設置されている子どもセンターが取り壊されよう

としているということです。 

 この施設は、子育て支援センター、発達支援セン

ター、高齢者事業団、ファミリー・サポートなどの

施設が設置されています。乳幼児期の医療、療育支

援、子どもの悩み相談など、家庭や子どもの成長を

支援する拠点施設となっている状況であります。そ

れが壊されるということであれば、利用者にとって

は大きな問題ではないでしょうか、ある利用者は次

のように話ししてくれました。「今後の施設の動向

に不安を感じている。子育てに迷ったときでも気軽

に相談に乗って対応してくれる、また、子育ての悩

みを共有できる仲間がいて安心できる、今後も一体

感のある施設として身近にあってほしい」、こう

語ってくれました。 

 病院改築に伴う機能の分散は、好ましくないと考

えます。また、物理的に子育てセンター機能の分散

があった場合でも、将来的には機能を統一する計画

が、持ち合わせた計画が必要と考えます。 

 最近になってようやく地域の説明会、パブリック

コメントなどが実施されておりますが、何よりも利

用者などに十分な説明がされていないということが

大きな問題であります。これらの点について、町長

の明確な答弁を求めます。 

 次に、コロナ禍における生活困窮世帯に対する支

援策についてお伺いいたします。 

 コロナ禍の中で、特に所得の少ない独り親家庭や

老人世帯の方たちの生活は、決して楽ではありませ

ん。これは多くの人たちにも当てはまることであり

ますが、何よりもこの世帯は特に影響が出るという

状況があります。この間、国や町の支援制度があり

ましたが、まだまだ十分とは言えません。 

 新聞報道等では国の補正予算で、今後、独り親家

庭等について対策をとるという報道があります。年

末を迎えるに当たって、より生活を支えるための支

援策が町においても求められると考えますが、これ

らの点について、町長の明確な御答弁を求めるもの

であります。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番米沢議員の４項目の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目の福祉事務手続の遅延についての御

質問にお答えさせていただきます。 

 このたびはこのような事案が発生し、多くの皆様

に御迷惑をおかけするとともに、町民の皆様の信頼

を損ねる事態となりましたことに、改めて心よりお

わびを申し上げる次第でございます。 

 事務遅延の経緯につきましては、１１月３０日開

催の全員協議会において御説明させていただいてお

りますので、詳細につきましては、この場での御説

明は差し控えさせていただきますことを御理解を賜

りたいと存じます。 

 また、事務遅延のため実損を与えてしまいました

方に対しましては、状況を御説明申し上げる中で御

理解を賜り、和解をさせていただいたところであり

ます。 

 また、再発防止策につきましては、現在、当該職

員が自宅療養中であることから、今後の面談等を通

して、このような問題が発生した原因について検証

し、２度とこのような事案が起きることがないよ

う、執務体制の改善策等について検証し、整理する

努めてまいります。 

 職員に係る処分につきましても当該職員との今後

の面談等を通じて、事務遅延に至る起因について究

明に努め、規定に基づき厳正に対応してまいりま

す。 

 また、自らの責任についてでありますが、このよ

うな事案がなぜ起きたのか、あらゆる角度から検証

し、問題の本質を見極め、全ての部署において改め

て職員の仕事に対する姿勢やモラル、さらに職場環

境の見直しも含めて、職員全員が全体の奉仕者とし

て、初心に返って職務に当たるよう指導・監督に努

めるとともに、自らが町民の皆様の信頼を損ねるこ

とがないよう、不断の努力を行うことが私に課せら

れた責務と考えておりますので、御理解を賜りたい

と存じます。 

 次に、２項目めのＰＣＲ検査体制に関する２点の

御質問について、関連がございますので併せてお答

えをさせていただきます。 

 まず、新型コロナウイルス感染症対策につきまし

て、町民の皆様には新北海道スタイルに基づき、マ

スク・手洗いや手指消毒・換気など、感染症予防対

策に積極的に取り組んでいただいておりますこと

に、感謝を申し上げるところでございます。 

 しかし、新型コロナウイルス感染症は終息するこ

ともなく、国、道内・旭川市をはじめ上川管内にお

いても連日発生が続いており、大変危惧をしている

ところであります。新型コロナウイルス感染に係る

ＰＣＲ検査、抗原検査につきましては、感染症法に

基づき類似する症状の患者を把握するため、発熱症

状等のある方や陽性者との濃厚接触者に対して実施

するいわゆる行政検査と、医師が診断等で必要と認

める場合に実施する医療保険適用検査のほか、濃厚

接触者に該当しない方や就業社会的事情により本人

が希望する検査として自由診療検査に区分されてお

ります。 

 富良野圏域での行政検査につきましては、保健所
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と連携し、必要な検査体制は整えられており、富良

野協会病院がその役割を担っております。また、医

療保険適用検査につきましても各医療機関の主治医

の判断の下、対応されていると承知をしておりま

す。 

 議員の御質問にあります町内の医療・介護・教

育・認定こども園・福祉施設等に勤務をされている

方や利用されている方、町民の方で検査を希望され

る方に対しましてのＰＣＲ検査、抗原検査につきま

しては、保険適用外の自由診療検査であるため、検

査については自主的な判断に基づくものであり、現

在の町内、あるいは富良野圏域の医療体制、あるい

は検査実施事業者の状況等を勘案いたしますと、町

独自に対応することは難しいものと思われ、これら

社会的検査への対応については、国としてどのよう

に対応するか示すべきものと思われ、機会を捉えて

これらについて発信していくことが必要と感じてお

ります。 

 また、自由診療検査として、ＰＣＲ検査等を希望

される方に対しまして、実施医療機関についての情

報提供等は、適時ホームページ等において行ってま

いります。 

 いずれにいたしましても、新型コロナウイルス感

染症検査につきましては、国民の健康を守るために

も国の責務として、その体制整備が進められていく

ことが重要と考えておりますので、引き続き要望を

行ってまいりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

 次に、３項目めの子どもセンター取壊しについて

の御質問にお答えいたします。 

 子どもセンターの取壊しにつきましては、新町立

病院基本構想において、建設予定地として子どもセ

ンター取壊しによる跡地での改築整備を計画したと

ころであります。子どもセンターの移転先につきま

しては、子どもセンター機能を全て１箇所に移転で

きる施設の確保は難しいことから、児童発達支援セ

ンターにつきましては、旧看護宿舎の改築により施

設環境を整え、療育指導の拠点として機能すること

を前提に検討するとともに、子育て支援事業につき

ましては、子育て支援班との連携・強化を図り、他

の公共施設の利活用により事業の安定と継続につい

て、検討を進めているところであります。 

 これまでも子育てサークルやファミリー・サポー

ト・センターの皆様とは、子育て拠点の機能の在り

方について意見交換をさせていただいており、その

中で本構想について理解を深めていただいておりま

すが、今後、移転計画の進行と併せてさらに意見交

換を重ね、子育て事業の充実を図ってまいりたいと

考えております。 

 また、子どもセンター内に事務所を設置しており

ますファミリー・サポート・センターや、高齢者事

業団の移転先につきましても、十分協議をさせてい

ただくこととなっております。 

 将来に向けた包括的な子どもセンター機能の在り

方につきましては、子育て支援事業や児童発達支援

事業に限らず、子育て支援施策全体で検討すべき課

題と認識しており、新体制の下で将来像も含め検討

がなされていくものと思いますので、御理解を賜り

たいと存じます。 

 次に、４項目めのコロナ禍における生活困窮世帯

に対する支援についての御質問にお答えいたしま

す。 

 独り親家庭に対する支援策につきましては、国の

第２次補正により臨時特例給付金として、町内８１

世帯の方に対し支給を終えており、また、コロナ禍

において収入が大きく減少した方に対しましても相

談・申請により、内、２４世帯の方に追加給付の手

続を進めたところであります。 

 このたび国においてひとり親世帯に対しまして、

臨時特例給付金の追加支援が実施されることになり

ましたので、町においても速やかに対象者に周知

し、生活困窮世帯に対して支援をしてまいります。 

 コロナ禍における生活困窮者としては、仕事を

失ったり、これまでの収入において減収を余儀なく

された方々などと理解をしており、一方、高齢者世

帯につきましては本町においてコロナ禍により生活

が脅かされている状況につきましては、特に報告も

受けておらず、限定的なものかと思われます。むし

ろ感染症予防による外出制限や親族、サークル仲間

との交流の減少など、人とのつながりが大きく変化

していることに伴う心身への健康維持について、課

題が生じていると認識をしており、今後において新

しい体制中で生活困窮者への対応を含めた支援策等

も検討がなされるものと思いますので、御理解を賜

りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） ここで、暫時休憩といたし

ます。 

 換気の関係がありまして、再開は１４時３０分と

いたします。 

────────────────── 

午後 ２時１６分 休憩 

午後 ２時３０分 再開 

────────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩を解きます。 

 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） お伺いいたします。 

 この問題は、担当課長も述べているように、複数
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のチェック体制があれば、十分未然に予防ができた

というふうに考えております。そういう意味で、そ

ういった体制が全くなくて、実質個人任せになって

いたと。それでいろいろ心労が重なったのかも分か

りませんが、しかし、いずれにしてもそういった体

制の不備が、こういう問題が出てきた背景にあると

思いますが、この点、町長どのようにお考えです

か。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番米沢議員の職員の仕事

に対する取組についての御質問にお答えをさせてい

ただきますが、議員が御質問のように、あるいは担

当課長が以前申し上げましたように、チェック体制

がきいていれば、多分、私も未然に防げることかな

ということは推察できます。 

 ただ、限られた人材の中で、職員相互の信頼関係

の下に、まだ、習熟度が足りない若い世代の方はと

もかくとして、一定程度習熟が進んだ職員でありま

すと、一定の期間を経た中でのチェック体制という

のは、これはできるできないに関わらずお互いに必

要かなということは私も理解しておりますが、日々

の仕事を進める中で点検ということが大きく優先さ

れて、そういったことに時間が仮に費やされるとし

たら、そこはやはり習熟度を重ねた中で、ある程度

お互いが仕事に対する信頼をし合うことによって、

効率的に仕事が進むというような前提を持っている

部分もございますので、そのせめぎ合いもございま

すけれども、どこまでそういうチェック体制という

ものを整えながら、かつ仕事のスピードも落とさな

いでというところは、これからずっと、これからも

しっかり検証して、究極的には人員の体制にまで及

ぶかもしれませんけれども、極力少ない人数で効率

的な仕事を一方では求めながら、あるいはミスのな

い仕事も両立させていくべきだというふうに考えて

いるところでございます。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） チェック体制を一々やって

いたら、仕事がならないというようなお話だったの

かなというふうに思いますが、町長、そこ自体が問

題なのですよ。 

 この地方公務員法では、当然、公務員になった以

上は町民の全体の奉仕者として、職務に専念しなけ

ればならないと書かれています。そうすると、どん

な理由があったとしてもきちっと仕事を前に進めな

さいということなのですよ。こういう理解、町長さ

れてないのではないかなと、私は町長のそういう姿

勢が、職員に蔓延している部分があるのではないか

というふうに考えるわけです。 

 そういう問題に発生すると、人事配置もいろいろ

ありますけれども、これ内部の問題ですから、私は

とやかく言う問題ではありませんが、しかし、この

間、職員の現金着服問題も含めてこういう問題が２

度発覚するということは、内部でのいろいろな問題

が鬱積して蓄積されて、それがこういった現象面、

事象として現れてきたのではないかなというふうに

思いますが、町長、どのようにお考えになるのです

か、他人事ではないのですよ、これ。町長自身の考

え方を聞いているのですから、明確に答えてくださ

い。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の御質問にお答え

をさせていただきますが、私自身も明確にお答えを

させていただいているつもりでございます。 

 やはり職員相互に、私も含めて職員を信頼すると

いうことが、大前提に私は今も思っておりますし、

そういう中で仕事にミスが起きないような仕組みを

どういうふうに両立させていくかということは、常

に念頭にありますし、そういったことを心がけなが

ら、日々指導・監督を行っているというふうに認識

をしているところでございます。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） この答弁の中では、該当職

員が自宅療養中だと。今後、この検証等については

当人と面談しながら、その検証をしなければならな

いというふうに書かれております。 

 しかし、今、チェック体制の甘さも含めて何が内

部問題だったのかというのは、中間的に恐らくまと

めなければならない問題だというふうに思います

が、この、いつ出てくるか分からないと、療養中の

職員が。町長も、間近に任期が終わるという状況に

なったら、曖昧さを残してはならないと。だからこ

そ今、中間的な総括であってもきっちりと町民に対

しても、どういう問題でこういったことが起こった

のかというそういった見解というのは、きちっと内

部でも調査しているはずですから、中間的な部分に

おいても、この点確認いたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 事に至った状況につきまし

ては、これまでもお答えさせていただいていると思

いますが、内部の検証作業は、御本人が復職され

る、されないに関わらず内部検証は既に進めており

ますし、どういう時点を捉えて皆さん方に検証の進

捗状況を御報告するべきかということは、これは少

し内部で整理をしなければならないと思いますが、

いずれにいたしましても検証作業は既に着手してい

る、あるいは改善するべきは既に改善に向けて取り

組んでいるということは、これまでも御説明させて

いただいております。それは当然行うべき仕事だ
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と、責任の果たし方だということは受け止めており

ますので、御理解賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 中間的な報告、チェック体

制が調べがあるということであればそれをきちっ

と、どういうところに現時点で判断として問題が

あったということを述べられるはずですから、もう

１度確認いたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 先ほど申し上げましたよう

に、どういったような状況にまとめた、整理できた

ところで皆さん方にお示しするかということについ

ての判断は、今、そういう作業中だということで、

近々にそういう報告ができるという報告は私のほう

に来ておりませんので、私は常に申し上げておりま

すが、しっかりと本人からの聴取は聴取として、ま

た内部で既に、重ねて申し上げますが、改善できる

ところはもう着手して改善に向けて仕事をしており

ます。そういったことも含めて、どの時点で一応内

部として整理できたかということは、適当な時期を

見てお知らせする、御報告をするということは当然

あると思いますので、今日はこれ以上時期を特定し

て申し上げれませんが、そういうふうに作業をして

いるということはしっかり申し上げておきたいと思

いますので、御理解賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 町長の答弁では、検証し

て、今、見直すところは見直して前へ進めているの

だということをおっしゃいました。 

 ということは、既に内部検証されて、課題克服の

問題点も一定程度、全部とは言いませんが、明らか

になってきているから、その問題をきちっと整理し

ながら問題解決のための事務手続だとか、チェック

体制だとかということをやっているのだということ

ですから、既に全部ではありませんけれども、き

ちっとした検証が部分的になされているということ

ですから、どういう状況で、どういう内容で改善の

ために今進めているのかということを言えるわけ

で、言えないのですか、町長、それを聞くのが町長

の役割ですよ。そのために町長がいるわけですか

ら、しっかりと町長の脳裏の中にちゃんと焼き付け

て、今後の教訓に生かすべきだと思いますが、答弁

願います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 重複したお答えになるかも

しれませんが、現在、様々な検証・工夫をして、実

際既に実践に移している改善項目もございますが、

それらを一定程度しっかりと検証することは必要だ

と思います。手がけたから、即それが改善策だとい

う判断ではなくて、それをしっかりとみんなで構築

した形を一定程度実施してみて、そしてそれが定着

する改善策かどうかということの見極めの期間も私

は必要だというふうに考えておりますので、それに

は一定程度期間が必要だ。 

 そしてそれによってまた不足する、他に滞る仕事

はできないのか検証も必要ですし、そういったこと

には一定程度時間が必要だということで、今、今日

この現在にそれを御報告申し上げる段階まで至って

いないということだけは御理解いただきたいと思い

ます。責任の感じ方としては、言葉はどういうふう

に使うかは別として、十分、私もその責任を逃れる

ものではないということは理解をしていることは、

御理解いただきたいと思います。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 何回聞いても自分の問題意

識として持っていない、だから自分の言葉で語れな

い、こういうことでないですか、町長、それではだ

めですよ。 

 議会に報告ということは、町民に対して報告とい

うことですから、内輪だけでの問題ではないという

ことです。私は、精神的に病んで病気で療養してい

る方が、いち早く治っていただいて、戦力として引

き続き上富良野町の職員として誇りを持って仕事に

つける、こういったサポート体制も含めた中でのそ

ういったまちづくりを担っていただきたいと考えて

います。きっちりと、今、言えないということであ

れば問題ですけれども、問題だと思います。しか

し、きっちりと検証が終わった時点で、その内容、

公表されますか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の御質問にお答え

をさせていただきますが、当然、組織として検証し

て、こういったことが２度と起きないような体制を

つくるということは申し上げておりますので、こう

いうふうに当然、御本人のこういうことに至った原

因についても究明した後、あるいは中間でここまで

改善策を構築したということも含めて御報告申し上

げることは、私どもの責務でございますので、それ

は必ずそういう経過をたどるということは申し上げ

ておきたいと思います。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） この遅延によって遅れた方

の一部、全部は聞けなかったのですが、聞きまし

た。どういう心境なのかなと思って。口数は少な

かったですけれども、非常に情けない思いをしてい

たというような感じでした。 

 この遅延というのは１１６件ですよ。療育手帳や

補装具、あと交通費の助成など１１６件あるわけで
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す。これだけの問題が起きていて、このまま終わり

ということではあってはならないと思う。 

 また同時に、この間の調査の中で明らかになった

のは、この職員の机以外のところからも申請に関わ

る書類が複数出てきたということの報告もされてお

ります。これだけに非常に病んでたということも見

受けられます。そういう意味では、きちっとした体

制をとらなければならないというふうに考えており

ます。 

 この点について町長の責任、当然、職員の責任問

題が浮かび上がってきております。この職務、懲戒

処分規定においては信用失墜行為等々があった場

合、減給または訓告という形の内容になっておりま

すが、この職員は複数の事例に該当しますか、違反

行為。 

○議長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ７番米沢議員の御質問に

お答えいたします。 

 今回の福祉事務の遅延事務につきましては、議

員、今、御発言のとおり、町の懲戒処分におきまし

ては不適切な事務処理というようなことで、さらに

それらについて町に損害を与えたような行為になる

ということで、議員御発言のようにルールでそのま

ま読み取れば減給という処分が、そういう規定に

なっていると思います。 

 あとそれぞれ状況においては、加重する理由が

あったり、軽減する理由というのがそれぞれありま

すので、それに基づいて過重が必要であれば、減給

より上の重い処分になりますし、軽減する理由が認

められれば、減給より低い懲戒処分になるのかなと

いうふうに思いますので、それらについては御本人

等とのこれからの面談等も通じながら、なぜこうい

うことが起きたのか。 

 議員、今、発言の中では病んでというようなお言

葉でありましたけれども、病気が原因だったのか、

怠慢が原因だったのかということも、それらについ

てはしっかりと話を聞きながら、それぞれの１件１

件のケース、この場合どうだった、あの場合どう

だったということも確認していかなければ、それら

がどういうことで起こったのかということも我々も

なかなか分からない部分もありますので、そういう

ことはしっかりと調査をして、適切な処分にしてま

いりたいと思っておりますけれども、この事務自体

については、役場の職員として決して難しい仕事で

はありません。町民から申請をいただいて、それを

上級官庁のほうに進達をする、それに基づいて手帳

が交付されてくる、町に届く。それを当該者に交付

をするということで、決して難しい業務ではありま

せんし、一定の経験を持っていれば、当然、任せて

しっかりと行えるそういう業務だというふうに我々

も理解しておりますし、これまでもそういう形で対

応してきたのも事実でありますので、そのことが何

か、そういうことでも問題が起きてしまったという

ことも事実でありますので、それはなぜだったのか

ということはしっかりと検証しなければ、その原因

等は、その改善策にもつながらないと思いますの

で、病気であれば、病気でない職員が対応すれば、

こういう問題というのは起きることがないことだと

いうふうに思いますので、そういうこともしっかり

と検証しながらどういう形がいいのかということ

は、今、町長が答弁しましたように、策を講じてま

いりたいというふうに考えております。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 私もいろいろ失敗してきて

おります。人というのは、確かにきちっとできない

部分もあるのかもしれませんが、少なくともお互い

牽制し合う中で、それを未然に防ぐというのが、ま

た、検証しながら前へ進んでいくというのが、こう

いったのが社会なのだというふうに思っておりま

す。 

 同時にお伺いいたしますが、職員の処分と併せ

て、町長自身の監督者としての責任問題です。この

間、職員の着服問題で１か月の減俸１０％でした

か、ありました。それで今回は、多くの町民に信頼

を失ったということを含めた場合、町長自らの責任

問題として、こういった問題でもきっちりと減俸な

どの責任を意思表示として示さなければならないと

いうふうに思いますが、今回、そういったものが一

切出てきておりません。職務に当たる指導・監督に

これから努めて、町民の皆さんの信頼を損ねること

のないような不断の努力をするために、これが私に

課せられた任務でというだけの話でありますが、具

体的な町長の減俸などの自らの処分というのはない

のですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の御質問にお答え

させていただきますが、今、議員がおっしゃってい

ただいたように、町民の信頼を回復できるように最

善のまた最大の努力を重ねていくことが、私に課せ

られた責任と感じますと同時に、私自らがそういう

ことで町民の信頼回復に全力を尽くすことが、私が

果たすべき責任の姿だというふうに理解をしており

ますので、これは米沢議員と私の思いとに差がある

部分もあるかと思いますが、私としては、こういっ

た責任の果たし方が私に求められているものだとい

うふうに理解していることを御理解賜りたいと存じ

ます。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 
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○７番（米沢義英君） 町長と私の思いに大きな差

があります。だからこそ私は、町長も任期間近で、

これから不断の努力といっても残された期間で努力

するということは、非常に重要だとは思いますが、

しかし、であれば当然のごとく自らの減俸という形

の処分をきっちり表明して、この事態に対処すべき

だと思いますが、これは一切ありませんか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の御質問にお答え

させていただきますが、米沢議員が御質問のような

責任の取り方が私は想定しておりませんが、なぜそ

れがそういう責任の取り方が適当なのかということ

もちょっと理解できませんので、私はやはり町民の

皆さん方にしっかりとこういったことが２度と起こ

らないような責任の果たし方が、一般的に私どもの

ような立場にある者の責任の取り方だというふうに

理解をしておりますので、ぜひそこは御理解をいた

だきたいと思います。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） なかなかこの点について

は、明確な答弁をされません。私は、ぜひそういう

決意をしていただいて、町長の残りの任期を全うし

ていただきたいというふうに考えております。 

 それを述べて、次、コロナ感染のＰＣＲ検査につ

いてお伺いいたします。 

 この間の質問に対しても国がやることだと、自費

でやるということになれば、当然、国費も自治体負

担も伴なわなければなりません。なぜ私、今回３回

目で取り上げるのかということなのです。最近は、

年代幅広く感染が広がると、面で広がっていると、

介護施設や医療施設でのクラスターが発生している

と。このことを考えた場合に、上富良野町において

もそういうことは起こらないとは断言できません。

そのことを考えたときに必要最小限ですね、町長、

やってみませんか。他の自治体でも、独自のＰＣＲ

検査を最近徐々にする自治体が増えてきておりま

す。そういう意味で、上富良野町の住民の暮らしと

医療守るためにも、社会資源としての医療や介護施

設、保育所などなど、こういったところに対してＰ

ＣＲ検査を行って、現況把握も含めた予防対策をす

る必要が今だからこそ必要なのだというふうに私は

思いますが、町長は、この点についてなかなか理解

されない。他人事のように思って、これは国がやる

ことだということを言っておりますが、確かに国も

やらなければならない。だけれども、国がやらなけ

ればならないのに、実施してきつつありますけれど

も、行政もきっちりと一歩足を踏み入れて、この検

査体制を町立病院からでもよろしいです。特養から

でもよろしいです。こういったところから一歩踏み

出す、それが今、町長に求められているコロナ禍の

中での決断だと思いますが、この点、町長どのよう

にお考えですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員のＰＣＲ検査につ

いての御質問にお答えをさせていただきます。 

 このＰＣＲ検査は、広く行うということのコロナ

を、感染症を予防していく上についての意義という

のは私も十分理解できます。ただ、私ども小さな自

治体の中で、その有用性について検証するというよ

うな知見も十分持ち合わせておりませんし、まず、

私、何より議員が御質問にあるような検査の体制

が、コロナの感染症対策において非常に有効なもの

であるというような理解が、専門家の中も含めてあ

るとすれば、国が率先してこういったところに力を

注いでくるものというふうに理解をしております。 

 そういう観点から申し上げますと、国で様々な情

報が、また私どものほうにも情報いただいておりま

すけれども、まず何はさておいてもそういった社会

的な検査をすることによって、今回の感染症が抑制

できるというような方向性の指導もいただいている

ところでもございませんし、非常にそういう私自

身、上富良野町の私どもが持ち合わせている知見の

中で、そういった判断をするというような状況には

まだないのかなというふうに、町独自でエイヤーで

やればいいというものでもございませんし、それは

こういう根拠に基づいて、それが終息に向かうため

の大きな効果をもたらすものだということがしっか

りと社会的に認められるような、あるいは社会的な

認知が得られれば、私ども以前に国のほうが前のめ

りになってくるかというふうに思いますので、そう

いったことからも含めて自主的に行うことは何ら否

定もしませんけれども、今、町が取り組むべき優先

性ということを考えると、もう少し見るべきかなと

いうふうに考えているところでございます。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 専門の方はやっぱり必要性

認めています。これ。確かに、予防ワクチンやそう

いったものと同時に、併せて私たち自身もマスクや

手洗い、密を避けるようなそういった対策の中で、

こういった予防対策をとらなければなりません。 

 ＰＣＲ検査したからといって、確実にこの予防に

つながるという話ではありませんけれども、状況把

握ができるのだということです。そこにもしも今、

言われている無症状で感染している人が、発見され

る可能性もあるのです。でもそういう人たちが例え

ばで言って申し訳ありませんが、町の中にいて、施

設に行ったと、病院に行ったと、そこで感染が広が

る恐れがある。今、そういう状況で感染が広がって
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いる。だからこそ一体的にこういう問題を、状況把

握のためにもやるべきだというふうに思いますが、

国は二の足を踏んでいます。いろいろな話がありま

す。だけれども、今、必要だと、ＰＣＲ検査も含め

て予防体制が、専門家が述べています。 

 ですから、私は、町長の決断できっちりと町独自

でできなければ、他のできる医療体制のあるところ

に頼みながら、そういった体制を実施、やるべきだ

と思いますが、答弁願います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の御質問にお答え

をさせていただきます。 

 こういった社会的検査体制という物の考えにつき

ましては、先ほど申し上げたとおりでございます

が、非常に医療的な検査・行政的な検査、そういっ

た体制の整備がいまだに未整備というか、不完全だ

ということで、そちらのほうに医療的資源も傾注し

ている状況の中で、先ほど申し上げましたけれど

も、町独自に社会的な検査に前のめりになるという

ような状況は、なかなか私どもで判断しづらいとこ

ろでございますが、やはり何度も申し上げますが、

今、議員が御質問のような体制が今回のコロナ感染

症に対する決定的なインパクトをもたらすものであ

れば、私は何度も申し上げますが、国が率先して取

り組むというふうに理解をしております。 

 当然、医学的な見地からそういったことは、専門

家の中で検討されておりますが、そういった状況が

まだ生まれていないということを考えますと、やは

りそれぞれ、そういう検査の、全体の富良野圏域も

含めて、そういった検査に対応できる状況かどうか

という客観性を見ますと、それはそういう状況にな

いということを考えますと、町独自にというような

思いに、今、応えられる状況ではないというふうに

判断をするところでございます。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） ぜひ問題意識を変えていた

だいて、何が今必要なのかということも含めて、町

ではできないという一点張りではなくて、可能性を

ぜひ見つけていただきたいというふうに思っており

ます。 

 子どもセンターの取壊しの問題についてお伺いい

たします。 

 新体制になってから、この問題は将来像を含めて

検討すべきだということを言われております。しか

し、既に基本計画・実施設計という形の中で進んで

おります。既に新体制になったときには、こういう

問題を解決するべきもの、今、問題ありませんけれ

ども、なくなってきていると。だからこそ今の町長

の体制の中で、しっかりとした道筋をつけるべきだ

というふうに思います。 

 そこでお伺いいたしますが、町長は、先ほど利用

者の声を紹介しましたが、一体的機能があるそうい

う場所だからこそ安心なのだということを言われて

いました。私はそうだと思うのです。ファミリー・

サポート・センターや子育てや療育、また、サーク

ルのお母さん・お父さん方が利用して、そこで子育

てのいろいろと話ができる環境がある。これが分断

されるということになれば、やはり環境がどんどん

後退していってしまう。 

 町長、言うように、確かに機能を分散してもやれ

ないことはありません。ただ、利用者が一体感ある

かどうか、ここが大事なのです。行政の都合でこの

問題を解決するのではなくて、利用者の都合におい

てどういう思いなのかということをきっちりと据え

て、この問題解決しなければならないと思います

が、どうですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 子どもセンターの課題に対

します御質問にお答えさせていただきますが、基本

構想を取りまとめる段階から、この機能の持ち方に

ついては、それぞれ御利用いただいております関係

者の皆さん方と十分にお話を、意見交換をさせてい

ただいて、取壊しするから機能分散を理解してくれ

ということを全面に打ち出して意見交換をしている

ものでございませんで、どういうふうにすればお互

い、この病院の構想も含めて町民全体の福祉向上に

つながるか、サービス向上につながるかというこ

と、一体的な中で意見交換をさせていただいており

まして、片方が１００％満たされ、片方は全て１０

０％ずつ満たされなければことが進まないというそ

ういう前提ではなくて、お互いが工夫をすることに

よって機能を、サービスを低下させることなく、さ

らにこの子育て事業が円滑に進むようには、どうす

ればいいかということの意見交換をさせていただき

ながら進めておりますので、１か所で集約できなく

てもその中身が、サービス低下がならないような方

法をお互いに構築していこうという前提で進めてお

りますので、必ずしもマイナス思考に向かっている

という判断はしておりませんので、これからも様々

な運営形態というものを模索しながら、理解の下で

進めていくということは確認されておりますので、

米沢議員が御心配されておりますようなことも解消

するように、これからも努力は続けていくこととい

うふうに理解をしておるところでございます。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） それではお聞きしますが、

建設に当たって、それでは子育てセンター、ここを

壊さないで、別な敷地内で病院を建設できる余地が
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あるということですか、全くないのではないです

か、確認をお願いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ちょっと質問の趣旨が私に

は理解できない、もう１度、御質問いただければ

と。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 今の配置ですと、子どもセ

ンターを取り壊さなければならないということで

す。しかし、町長の答弁聞きましたら、そういうも

のも含めて、まだ検討の余地があるのではないかと

いうような言い方もされているのですが、私は既に

取り壊さなければならない状況が、ありありとはっ

きり分かっているわけです。利用者の声は壊さない

で、現況の体制の中でいってほしいということを

言っているわけですから、これが真実なのですよ。 

 ですから、将来的な分散機能ということになった

場合でもどうなるのかと、町立病院の看護宿舎の２

階、療育のそういうところを用意しなければならな

い、かみんを利用しなければならないということに

なれば、既に、かみんは多くの団体が利用している

という状況の中で、どこを固定的に利用したらいい

のかという問題がずっとつきまとうのですよ。そう

いうことを考えたときに、きっちりと将来の展望を

描きながら、この対応をしなければならない、こう

考えます。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ちょっと私、理解不足もあ

るかと……。 

 子どもセンターの跡地に建設するという、改築す

るという構想は不動のものというふうに思っており

ますし、そういう前提の下でそれぞれ子どもセン

ター、現在の子どもセンターの中で果たしておりま

す発達支援センター事業とか、あるいは子育て支援

事業について他の施設に分散した中で、それぞれの

機能低下・サービス低下を来さないようにどういう

ふうに組み立てていこうかということを、それぞれ

の利用者の方と十分に意見交換をしている前提のも

とで進めておりますので、取り壊さないで現在のと

ころに機能をそのまま残すという前提には立ってお

りませんので、そして何度も申し上げておりますけ

れども、御利用いただいておりますそれぞれの皆さ

ん方と意見交換を同時に進めながら進めていること

でございますので、何も私どもが押しつけ的に進め

ているものでないということを御理解賜りたいと存

じます。 

○議長（村上和子君） 以上をもちまして、７番米

沢義英君の一般質問を終了いたします。 

────────────────── 

◎散 会 宣 告             

○議長（村上和子君） 以上で、本日の日程は全部

終了しました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ３時１０分 散会 
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○議事日程（第２号） 

第 １ 会議録署名議員の指名について 

第 ２ 議案第 １号 令和２年度上富良野町一般会計補正予算（第１３号） 

第 ３ 議案第 ２号 令和２年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

第 ４ 議案第 ３号 令和２年度上富良野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

第 ５ 議案第 ４号 令和２年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

第 ６ 議案第 ５号 令和２年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第４号） 

第 ７ 議案第 ６号 令和２年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

第 ８ 議案第 ７号 令和２年度上富良野町水道事業会計補正予算（第１号） 

第 ９ 議案第 ８号 令和２年度上富良野町病院事業会計補正予算（第４号） 

第１０ 議案第 ９号 上富良野町議会議員及び上富良野町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する

条例 

第１１ 議案第１０号 上富良野町債権管理条例の一部を改正する条例 

第１２ 議案第１１号 上富良野町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

第１３ 議案第１２号 上富良野町介護報酬条例の一部を改正する条例 

第１４ 議案第１３号 上富良野町手数料条例の一部を改正する条例 

第１５ 議案第１４号 財産の取得について（日の出公園駐車場用地） 

第１６ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦につて 

第１７ 発議案第１号 議員派遣について 

第１８ 発議案第２号 議会懇談会実施に関する決議について 

第１９ 発議案第３号 コロナ禍による地域経済対策を求める意見について 

第２０ 閉会中の継続調査申し出について 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席議員（１４名） 

      １番  元 井 晴 奈 君      ２番  北 條 隆 男 君 

      ３番  髙 松 克 年 君      ４番  中 瀬   実 君 

      ５番  金 子 益 三 君      ６番  中 澤 良 隆 君 

      ７番  米 沢 義 英 君      ８番  荒 生 博 一 君 

      ９番  佐 藤 大 輔 君     １０番  今 村 辰 義 君 

     １１番  小 林 啓 太 君     １２番  小田島 久 尚 君 

     １３番  岡 本 康 裕 君     １４番  村 上 和 子 君 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

町     長  向 山 富 夫 君     副 町 長  石 田 昭 彦 君 

 教 育 長         服 部 久 和 君     代表監査委員         中 田 繁 利 君 

 農業委員会会長  井 村 昭 次 君     会 計 管 理 者  及 川 光 一 君 

 総 務 課 長  宮 下 正 美 君     企画商工観光課長  佐 藤 雅 喜 君 

 町民生活課長         星 野 耕 司 君     保健福祉課長  鈴 木 真 弓 君 

 農業振興課長兼農業委員会事務局長   大 谷 隆 樹 君     建設水道課長  狩 野 寿 志 君 

 教育振興課長         林   敬 永 君     ラベンダーハイツ所長         谷 口 裕 二 君 

 町立病院事務長  北 川 徳 幸 君 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         深 山   悟 君     次 長         飯 村 明 史 君 

 主 事         真 鍋 莉 奈 君 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 議 宣 告             

○議長（村上和子君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、令和２年第４回上富良野町議会定例会

２日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（村上和子君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（深山 悟君） 御報告申し上げます。 

 さきに御案内いたしました諮問第 1 号人権擁護委

員候補者の推薦についての議案は、後ほどお配りし

ますので御了承願います。 

 議会運営委員長、総務産建常任委員長及び厚生文

教常任委員長から、閉会中の継続調査として、別紙

配付のとおり申し出がありました。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（村上和子君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名についてを行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定に

より、議長において、 

    １２番 小田島 久 尚 君 

    １３番 岡 本 康 裕 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 議案第１号 

○議長（村上和子君） 日程第２ 議案第１号令和

２年度上富良野町一般会計補正予算（第１３号）を

議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ただいま上程いただき

ました議案第１号令和２年度上富良野町一般会計補

正予算（第１３号）につきまして、提案の要旨を御

説明申し上げます。 

 １点目は、デジタル手続法による住民基本台帳法

等の一部改正により、国外転出者に係る手続のオン

ライン化に関し、町の住民基本台帳システム及び戸

籍システムの改修が必要となることから、そのシス

テム改修に係る所要の補正をお願いするものであり

ます。 

 ２点目は、後期高齢者医療広域連合への平成３１

年度負担金確定に伴い、療養給付費の負担及び特別

会計への繰出金について、所要の補正をお願いする

ものであります。 

 ３点目は、ふるさと応援寄附について、９月補正

予算に計上したもの以降に、これまで町に寄せられ

ました寄附について歳入に計上するとともに、寄附

者の意向に沿いまして、それぞれ目的基金への積立

て等歳出予算に計上するため、所要の補正をするも

のであります。 

 ４点目は、職員給与費について、１１月３０日の

第７回町議会臨時会に議決をいただきました特別職

の職員の給与に関する条例、上富良野町職員の給与

に関する条例及び上富良野町議会議員の報酬及び費

用弁償等に関する条例の改正に伴う期末手当の減額

改定による支給対応分と合わせ、職員の会計間異動

等に伴う所要の補正をするものであります。 

 以上申し上げた内容を主な要素とするとともに、

他の既決予算についても、新型コロナ感染症に伴う

事業中止による予算減額を含む、各事業における事

業費の確定及び執行見込みに伴い、所要の補正を行

い、財源調整を図った上で留保財源となる３,３０

０万３,０００円については、予備費に充当するこ

とで、補正予算を調製したところであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分についてのみ説明をし、予算の事項別

明細書につきましては省略をさせていただきますの

で、御了承願います。 

 議案第１号を御覧ください。 

 議案第１号令和２年度上富良野町一般会計補正予

算（第１３号）。 

 令和２年度上富良野町の一般会計の補正予算（第

１３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１９７万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ９２億５,９５５万円とす

る。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 
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 １、歳入。 

 ７款国有提供施設等所在市町村助成交付金２２４

万３,０００円の減。 

 １３款使用料及び手数料９６万円の減。 

 １４款国庫支出金５２９万５,０００円。 

 １５款道支出金１９４万５,０００円の減。 

 １６款財産収入３８万６,０００円。 

 １７款寄附金１３５万５,０００円。 

 ２０款諸収入８万８,０００円。 

 歳入合計１９７万６,０００円。 

 ２ページを御覧ください。 

 ２、歳出。 

 １款議会費３７１万６,０００円の減。 

 ２款総務費９６９万円。 

 ３款民生費２７７万５,０００円。 

 ４款衛生費７８２万円。 

 ６款農林業費２２万５,０００円。 

 ７款商工費４５１万５,０００円の減。 

 ８款土木費１５４万２,０００円の減。 

 ９款教育費２２０万円の減。 

 １１款給与費３,９５６万４,０００円の減。 

 １２款予備費３,３００万３,０００円。 

 歳出合計１９７万６,０００円。 

 以上で、議案第１号令和２年度上富良野町一般会

計補正予算（第１３号）の説明といたします。 

 御審議いただき、議決くださいますようお願い申

し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 何点か質問させていただき

ます。 

 まず、３４ページのところでありますが、町道維

持費のところで公有財産の購入という形になってお

ります。これ説明書によれば、駅裏の用地を未登記

だったのか、所有者が判明しなかったのか、ちょっ

と未処理という形に書いてありますが、この経過等

はどういう経過だったのかと、あせてこういうケー

スというのは他にもあるのかどうなのか、お伺いし

たいというふうに思います。 

 町有地、あるいは道の用地ということであれば、

速やかに登記するということが原則だというふうに

思いますが、これは相当、５８年度からという形に

なっておりますので、この点経過等についても含め

て、お伺いしておきたいというふうに思います。 

 次に、前後しますが、２４ページの老人福祉費の

ラベンダーハイツへの繰出金になっております。こ

れは説明書によれば、利用者が減ったという状況の

中で繰り出すという形になっておりますが、確認し

たいところは、今後のコロナで影響によって利用者

等が、また状況によっては変動する可能性があると

いうふうに思います。そういう場合においては、ま

た、町の予算としてこういったものを、財政的な支

援をするという形の中で支援されるのかどうなのか

お伺いいたします。実際、影響額というのは単純に

２８６万円という形でよろしいのか、この点確認し

ておきたいというふうに思っております。 

 あと、最近コロナに関わった減額予算なんかも相

当出てきております。これに関わってお伺いしたい

ところなのですが、この間、町で独自の事業者支援

等々行ってきておりました。その効果というのは、

非常に事業者等においても喜ばれているという状況

になっていますので、実際今後継続的にまた支援す

ることが必要だというふうに思いますし、上下水道

の下水道料金の減免など含めて、対策が必要だとい

うふうに思いますので、その効果と今後の対応の仕

方等についてお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（狩野寿志君） ７番米沢議員の御

質問のありました町有地の買収について御説明させ

ていただきたいと思います。 

 議員おっしゃいました道道吹上線の工事に伴いま

して駅裏通り、それから道道吹上線のところの交差

点のところの住宅のところが今回用地交渉という形

で、北海道と地権者のほうで交渉させていただきま

した。その中で、支障物件としまして塀と住宅それ

らがかかりまして、その解体した後に北海道と地権

者で用地確認をしたところ、今回の用地が、個人敷

地が道路を占有しているということが判明いたしま

して、私どもでも測量設計、測量いたしまして、今

回面積としまして１６.２平米、２平方メートルの

面積が今回道路占有地にあったということで、所有

者と協議をいたしまして、今回用地の買収という形

で補正予算をお願いしているところでございます。 

 あと、そのほかのケースと申しまして、国土調査

を一斉に行いまして、その中で町の中でも結構地籍

のずれといいますか、道路用地に入っているとこが

結構こういうケースございます。それにつきまして

は、道路の事業ですとか、政策に応じまして用地買

収ですとか、そういうふうに進めているところでご

ざいますので、御理解賜りたいと思います。 

○議長（村上和子君） ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（谷口裕二君） ７番米沢

議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 一般会計から繰り出しをお願いしていますラベン

ダーハイツの繰り出しに関する質問でございます

が、今回、コロナウイルスの関係によりまして、ラ
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ベンダーハイツにおきましては４月から５月にかけ

まして、利用者等の利用制限等を行ったことにより

まして、当初計画に対しまして約５４０万円ほどの

減収の見込みになったところでございます。 

 あわせまして、８月から９月におきまして、多く

の入院する方々がみられたということで、そこの部

分でも減収があり、年間を通じましては約７５０万

円ほどの減収が見込まれるところでございます。そ

ういう中で所要額としまして、今回、町の一般会計

のほうから予算では２８６万円となってございます

が、この中に一般寄附金も含まれてございますの

で、一般繰り出しとしましては２５０万円ほどお願

いしているところでございます。 

○議長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ７番米沢議員からあり

ました２番目のハイツの繰り出しに関します、今、

ハイツの所長のほうから、その金額等の説明ありま

したが、その後段のこれからのという部分につきま

して、一般会計につきましてはこちらのほうですの

で、私のほうからも回答をさせていただきたいと思

いますが、先ほどありましたように今回の経営安定

分につきましては、あくまでも今年度中のコロナに

対応しての部分で、今回、どの程度一般会計でする

かということで、最終的に繰越金含めて今回２５０

万円というふうなところでございます。 

 今後の状況につきましては、まだ分からないとこ

ろでありますが、基本はコロナに関します部分につ

きましては、ハイツの運営の中では責任が取れない

といいますか、そちらにお任せはできないという部

分でございますので、そういう部分につきまして改

めてどの程度の金額がいいのか含めて、議会のほう

に御相談をして、基本は繰入れをするということの

方向性で確認をしております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ７番米沢議員の御質問に

お答えいたします。 

 新型コロナウイルス感染症関連の関係で、町にお

いてもこれまで独自の様々な経済対策等についても

行ってきたところであります。それぞれ折を見て今

回の補正予算も第１３号ということになっておりま

すので、随時随時議会の皆様とも補正予算を御相談

しながら、特に経済対策につきましては、商工会、

あるいは観光協会といった経済団体等の皆さんと意

見交換をしながら、必要な対策を講じてきたところ

であります。 

 今後のこのコロナウイルス感染症の状況がどのよ

うに推移していくのかということにつきましては、

私たちもなかなか分からない部分でありますので、

今、国においても３次補正の中で昨日閣議決定した

補正予算の概要の中では、地方創生臨時交付金につ

きましても１兆５,０００億円程度の予算をまた見

込んでいるというようなこともありますので、こう

いう予算がどのように配分されて、どいうことに活

用していくべきなのかということについては、ま

た、それら必要なものがどういった部分にどういう

ようなことが必要なのかということについては、改

めて検討して、また必要な予算措置等については補

正予算等で議会の皆さんにお願いすることになろう

と思いますので、そのような形でぜひ御理解をいた

だければというふうに思います。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１号令和２年度上富良野町一般会

計補正予算（第１３号）は、原案のとおり可決され

ました。 

────────────────── 

◎日程第３ 議案第２号 

○議長（村上和子君） 日程第３ 議案第２号令和

２年度上富良野町町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（星野耕司君） ただいま上程いた

だきました議案第２号令和２年度上富良野町国民健

康保険特別会計補正予算（第２号）につきまして、

提案の要旨を御説明申し上げます。 

 まず１点目は、国民健康保険税の実績見込みに伴

い、歳入を増額補正をするものであります。 

 ２点目は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

の影響による国民健康保険税の減免に対する災害等

臨時特例補助金及び保険給付費等交付金について、

所要の補正をするものであります。 

 ３点目は、一般会計からの繰入金に係る保険基盤

安定負担金、財政安定化支援事業及び地方単独事業

減額調整分などの額が確定したことにより、所要の

補正をするものであります。 

 ４点目につきましては、職員の給与費等につきま

して、人事異動及び給与条例の改正に伴い、所要の
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補正をするものであります。 

 ５点目は、財政調整基金の積立てに伴う補正であ

ります。現在の基金保有額は約１億２,０００万円

でございます。今回、８,０００万円と利息を積み

増し、基金の総額を約２億円とするものでありま

す。基金積立金につきましては、令和６年度から賦

課方式が４方式から３方式へ全道で統一され、資産

割が廃止となります。また、令和１２年度には保険

料率の全道での統一も予定されております。また、

将来、北海道に支払う納付金が増額となった場合の

負担軽減など、安定的な国民健康保険運営のため、

保有するものであります。 

 なお、予備費につきましては、今後の不測の事態

に備え、給付費の約１割程度であります７,１３６

万３,０００円を確保させていただいたところであ

ります。 

 ６点目は、保険給付費等交付金及び特定健康診査

等負担金の過年度分返還金の額が確定したことによ

り、所要の補正をするものであります。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 なお、議決項目の部分について説明し、予算の事

項別明細書につきましては省略させていただきます

ので、御了承願います。 

 議案第２号令和２年度上富良野町国民健康保険特

別会計補正予算（第２号）。 

 令和２年度上富良野町の国民健康保険特別会計の

補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２,８１１万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ１３億５,１２１万７,０００円とす

る。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 １款国民健康保険税１,８４０万１,０００円。 

 ２款国庫支出金６７３万２,０００円。 

 ３款道支出金５０８万９,０００円。 

 ４款財産収入７,０００円。 

 ５款繰入金２１１万９,０００円の減額。 

 歳入の合計は２,８１１万円であります。 

 ２、歳出。 

 １款総務費３２９万８,０００円の減額。 

 ３款国民健康保険事業費納付金ゼロ円。 

 ６款基金積立金８,０００万７,０００円。 

 ８款諸支出金１,６３３万円。 

 ９款予備費６,４９２万９,０００円の減額。 

 歳出合計は２,８１１万円であります。 

 以上で、議案第２号令和２年度上富良野町国民健

康保険特別会計補正予算（第２号）の説明といたし

ます。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第２号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり可決することに賛成の方は

御起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２号令和２年度上富良野町国民健

康保険特別会計補正予算（第２号）は、原案のとお

り可決されました。 

────────────────── 

◎日程第４ 議案第３号 

○議長（村上和子君） 日程第４ 議案第３号令和

２年度上富良野町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（星野耕司君） ただいま上程いた

だきました議案第３号令和２年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２号）につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 まず１点目は、後期高齢者医療保険料の実績見込

みに伴い、歳入の増額を補正するものであります。 

 ２点目は、平成３１年度広域連合市町村事務費繰

入金、令和２年度保険基盤安定繰入金の額確定によ

る精算及び高齢者医療制度円滑運営事業費につい

て、所要の補正をするものであります。 

 ３点目は、広域連合納付金について、所要の補正

をするものであります。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 なお、議決項目の部分について説明し、予算の事

項別明細書につきましては省略させていただきます

ので、御了承願います。 
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 議案第３号令和２年度上富良野町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号）。 

 令和２年度上富良野町の後期高齢者医療特別会計

の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１,２５６万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１億６,４４９万７,０００

円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 １款後期高齢者医療保険料１,３９９万３,０００

円。 

 ３款繰入金１６６万６,０００円の減額。 

 ６款国庫支出金２４万２,０００円。 

 歳入合計は１,２５６万９,０００円であります。 

 ２、歳出。 

 １款総務費１２１万円。 

 ２款広域連合納付金１,１３５万９,０００円。 

 歳出合計は１,２５６万９,０００円であります。 

 以上で、議案第３号令和２年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２号）の説明といた

します。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第３号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第３号令和２年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、原案のと

おり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第５ 議案第４号 

○議長（村上和子君） 日程第５ 議案第４号令和

２年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ただいま上程いた

だきました議案第４号令和２年度上富良野町介護保

険特別会計補正予算（第３号）につきまして、提案

の要旨を御説明申し上げます。 

 １点目は、歳入歳出につきまして、令和元年度地

域支援事業交付金に係る国費、道費負担金確定によ

り、それぞれ追加交付を受けることとし、その財源

は地域支援事業費に充当し、一般財源から国、道支

出金に組替えをするものであります。 

 ２点目は、介護保険特別会計における職員給与費

について、本年４月の職員人事異動による会計間異

動と、１１月３０日に議決賜りました上富良野町職

員の給与に関する条例の一部改正に伴う期末手当の

改定等について精査し、歳入は繰入金を、歳出は総

務費について、それぞれ所要の補正をするものであ

ります。 

 ３点目は、歳出につきまして、令和元年度介護給

付費に係る国費負担金の確定により、返還金につい

て通知がありましたので、補正を行うものでありま

す。 

 ４点目は、所得更正申告により、過年度介護保険

料につきまして還付するにあたり、当初予算を上回

る見込みのため、補正を行うものであります。 

 なお、収支の差額１,２６５万２,０００円につき

ましては、予備費で調整したところであります。 

 以下、議案を朗読し、御説明にかえさせていただ

きます。 

 なお、議案説明につきましては、議決項目のみ説

明し、予算の事項別明細書につきましては省略させ

ていただきますので、御了承願います。 

 議案第４号を御覧ください。 

 議案第４号令和２年度上富良野町介護保険特別会

計補正予算（第３号）。 

 令和２年度上富良野町の介護保険特別会計の補正

予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１１５万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ１０億７,１８７万７,０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、議決項目であります款ご
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との補正額のみ申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ３款国庫支出金７０万１,０００円。 

 ４款道支出金４３万９,０００円。 

 ７款繰入金１万円。 

 歳入合計１１５万円。 

 ２、歳出。 

 １款総務費１万円。 

 ３款地域支援事業費２１万３,０００円。 

 ６款諸支出金１,３５７万９,０００円。 

 ７款予備費１,２６５万２,０００円の減。 

 歳出合計１１５万円。 

 以上、議案第４号令和２年度上富良野町介護保険

特別会計補正予算（第３号）の説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第４号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第４号令和２年度上富良野町介護保

険特別会計補正予算（第３号）は、原案のとおり可

決されました。 

────────────────── 

◎日程第６ 議案第５号 

○議長（村上和子君） 日程第６ 議案第５号令和

２年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補

正予算（第４号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（谷口裕二君） ただいま

上程いただきました議案第５号令和２年度上富良野

町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第４

号）につきまして、提案の要旨を御説明申し上げま

す。 

 １点目は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に

伴うサービス利用制限による収入減額に係る一般会

計からの繰入金の補正であります。 

 ４月から５月にかけまして、新型コロナウイルス

感染症拡大防止の対応としまして、ショートステイ

の利用受入れの休止を３２日間、デイサービスセン

ターの利用を午前中の２時間にする制限を４０日間

にわたり実施し、この対応期間中における二つの

サービス収入は、当初計画に対し５４０万円ほどの

減額になっております。 

 また、８月から９月におきましては、特別養護老

人ホームに入所されている方が高齢による基礎疾患

の悪化などから、延べ２５名という平常時を大きく

超える方の入院が重なり、サービス収入は当初計画

に対し２１０万円ほどの減額となり、合わせまして

７５０万円ほどの減額になっております。 

 今回の減収に関しましては、通常の事業運営では

想定されない事情によることから、今後の事業運営

を安定的に継続していくよう一般会計からの繰り出

しをお願いし、収入の減額に係る所要額としまし

て、前年度繰越金を除く２５０万円を経営安定化対

策分として繰入れを行うものであります。 

 また、今年度４月１日に次長職に２名が昇任し、

５月の所長異動も含めた人事異動分及び給与条例改

正に伴う職員人件費の所要額を補正するものであり

ます。 

 ２点目は、厨房地下ピットにたまりました汚水処

理に係る、くみ取りと清掃に要する手数料費用の補

正であります。 

 ３点目は、感染症対策などに従事しています会計

年度任用職員１名の報酬２か月分の補正でありま

す。 

 なお、収支差額については、予備費を充てること

で補正予算を調整するものであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分のみを説明し、予算の事項別明細書に

つきましては省略させていただきますので、御了承

願います。 

 議案第５号を御覧ください。 

 議案第５号令和２年度上富良野町ラベンダーハイ

ツ事業特別会計補正予算（第４号）。 

 令和２年度上富良野町のラベンダーハイツ事業特

別会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２８６万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ３億５,２６２万６,０００円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 
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 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ６款繰入金２８６万円。 

 歳入合計２８６万円。 

 ２、歳出。 

 １款総務費２７６万６,０００円。 

 ２款サービス事業費１５万８,０００円。 

 ６款予備費６万４,０００円の減。 

 歳出合計２８６万円であります。 

 以上で、議案第５号令和２年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計補正予算（第４号）の説明

といたします。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第５号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第５号令和２年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計補正予算（第４号）は、原

案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第７ 議案第６号 

○議長（村上和子君） 日程第７ 議案第６号令和

２年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予算

（第３号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（狩野寿志君） ただいま上程いた

だきました議案第６号令和２年度上富良野町公共下

水道事業特別会計補正予算（第３号）につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 １点目は、給与制度改正及び人事異動に伴う一般

会計繰入金の補正をお願いするものです。 

 ２点目は、施設修理及び事業費精査に伴い、施設

管理費の補正を行うものであります。 

 ３点目は、公共汚水枡新設箇所の増設に伴い、当

初予算を上回る事業費となったことから、建設事業

費の補正をお願いするものであります。 

 それでは、以下、議案を朗読し説明といたしま

す。 

 議案第６号を御覧ください。 

 議案第６号令和２年度上富良野町公共下水道事業

特別会計補正予算（第３号）。 

 令和２年度上富良野町の公共下水道事業特別会計

の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ３４３万８,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ４億４１２万５,０００円

とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ４款繰入金３４３万８,０００円の減。 

 歳入合計は３４３万８,０００円の減でありま

す。 

 ２、歳出。 

 １款下水道事業費３４３万８,０００円の減。 

 ２款公債費ゼロ円。 

 歳出合計３４３万８,０００円の減であります。 

 ２ページ以降の予算事項別明細書につきまして

は、既に御高覧いただいておりますことで、説明を

省略させていただきます。 

 以上で、議案第６号令和２年度上富良野町公共下

水道事業特別会計補正予算（第３号）の説明といた

します。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第６号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第６号令和２年度上富良野町公共下

水道事業特別会計補正予算（第３号）は、原案のと

おり可決されました。 
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────────────────── 

◎日程第８ 議案第７号 

○議長（村上和子君） 日程第８ 議案第７号令和

２年度上富良野町水道事業会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（狩野寿志君） ただいま上程いた

だきました議案第７号令和２年度上富良野町水道事

業会計補正予算（第１号）につきまして、提案の要

旨を御説明申し上げます。 

 １点目は、給与制度改正及び人事異動に伴います

職員給与費の補正をお願いするものであります。 

 ２点目は、人件費の不足分の充用に伴う予備費の

補正を行うものであり、１点目の増額する職員給与

費を予備費より充当することから、総予算の増減は

伴わない内容になっております。 

 それでは、以下、議案を朗読し説明といたしま

す。 

 議案第７号を御覧ください。 

 議案第７号令和２年度上富良野町水道事業会計補

正予算（第１号）。 

 （総則）。 

 第１条、令和２年度上富良野町の水道事業会計の

補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （収益的収入及び支出）。 

 第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

 以下、款項別補正予算額のみ申し上げます。 

 支出。 

 第１款水道事業費用。 

 第１項営業費用８０万５,０００円。 

 第４項予備費８０万５,０００円の減。 

 （議会の議決を経なければ流用することのできな

い経費）。 

 第３条、予算第６条第１号中「２,９６５万４,０

００円」を「３,０４６万４,０００円」に改める。 

 なお、次ページ以降につきましては、説明を省略

させていただきます。 

 以上で、議案第７号令和２年度上富良野町水道事

業会計補正予算（第１号）の説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第８号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第７号令和２年度上富良野町水道事

業会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決さ

れました。 

────────────────── 

◎日程第９ 議案第８号 

○議長（村上和子君） 日程第９ 議案第８号令和

２年度上富良野町病院事業会計補正予算（第４号）

を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（北川徳幸君） ただいま上程い

ただきました議案第８号令和２年度上富良野町病院

事業会計補正予算（第４号）につきまして、提案の

要旨を御説明させていただきます。 

 まず、補正の概要ですが、本年度の人事院勧告に

伴う給与条例改正及び会計間異動による給与費の補

正となっています。 

 主な内容といたしましては、病院施設整備室の職

員を１名増員したことから、その経費につきまし

て、一般会計よりの繰り出しのルールにより補助を

受けまして、給与費の増額補正をお願いするもので

ございます。 

 また、人事院勧告により既存の給与費が減となっ

た３２３万８,０００円につきましては、今後の感

染予防等不測の事態に対応するため、予備費に計上

するものでございます。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第８号令和２年度上富良野町病院事業会計補

正予算（第４号）。 

 （総則）。 

 第１条、令和２年度上富良野町の病院事業会計の

補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 （収益的収入及び支出）。 

 第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

 補正予定額のみ申し上げます。 

 収入。 

 第１款病院事業収益９９３万９,０００円。 

 第２項医療外収益９９３万９,０００円。 

 支出。 

 第１款病院事業費用９９３万９,０００円。 

 第１項医療費用６７０万１,０００円。 
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 第５項予備費３２３万８,０００円。 

 （議会の議決を経なければ流用することができな

い経費） 

 第３条、予算第８条第１号中「６億４,１３４万

４,０００円」を「６億４,８０４万５,０００円」

に改める。 

 次ページ以降については、説明を省略させていた

だきます。 

 以上、議案第８号令和２年度上富良野町病院事業

会計補正予算（第４号）の説明とさせていただきま

す。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第８号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第８号令和２年度上富良野町病院事

業会計補正予算（第４号）は、原案のとおり可決さ

れました。 

────────────────── 

◎日程第１０ 議案第９号 

○議長（村上和子君） 日程第１０ 議案第９号上

富良野町議会議員及び上富良野町長の選挙における

選挙運動の公費負担に関する条例を議題といたしま

す。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ただいま上程いただき

ました議案第９号上富良野町議会議員及び上富良野

町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例につきまして、提案の要旨を御説明申し上げま

す。 

 本条例は、公職選挙法の一部を改正する法律（令

和２年法律第４５号）が、本年６月１２日に公布さ

れ、１２月１２日から施行されたことに伴い、その

必要な事項を定めるため制定するものであります。 

 当該法律の改正内容は、町村選挙における立候補

の環境を改善するため、これまで都道府県及び市を

対象としていた選挙公営を町村にも拡大するもので

あります。 

 その改正の概要についてでありますが、１点目と

して、これまで候補者の負担とされていた選挙運動

用の自動車の使用、ビラの作成及びポスターの作成

について、条例の定めるところにより、公費負担と

することができること。 

 ２点目として、町村議会議員選挙において、選挙

運動用のビラの頒布が解禁されたこと。 

 ３点目として、町村議会議員選挙において、供託

金制度が導入されたことであります。 

 このうち１点目の公費負担に関しましては、「条

例に定めるところにより」と規定されていることか

ら、選挙運動の公費負担の拡大に対応するため、本

条例において所要の整備を行うものであります。 

 以下、議案に沿って御説明申し上げます。 

 議案第９号を御覧ください。 

 議案第９号上富良野町議会議員及び上富良野町長

の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例。 

 趣旨。 

 第１条、この条例は、公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号。以下「法」という。）第１４１条第

８項、第１４２条第１１項及び第１４３条第１５項

の規定に基づき、上富良野町議会議員及び上富良野

町長の選挙における法第１４１条第１項の自動車

（以下「選挙運動用自動車」という。）の使用、法

第１４２条第１項第７号のビラ（以下「選挙運動用

のビラ」という。）の作成及び法第１４３条第１項

第５号のポスター（以下「選挙運動用のポスター」

という。）の作成の公費負担に関し必要な事項を定

めるものとする。 

 第２条以降につきましては、条文の朗読を省略さ

せていただき、条を追って、その概要のみ説明をさ

せていただきます。 

 まず、第２条から第５条までは「選挙運動用自動

車の使用」に関する公費負担について、その限度

額、届出、支払い手続、契約の指定に関し、第２条

では、基準日額６万４,５００円に自動車を使用で

きる選挙運動期間日数を乗じた限度額の範囲内で、

供託金が没収とならない場合に限り、公費負担でき

ること。 

 第３条では、公費負担を受けるためには、自動車

の使用に関する有償契約を結び、選挙管理委員会に

届け出る必要があること。 

 第４条では、契約相手先の区分に応じ、一般乗用

旅客自動車運送事業者の場合は、日額６万４,５０

０円、事業者以外の場合は、自動車の借入れについ

ては日額１万５,８００円、燃料供給については日

額７,５６０円、運転手雇用については、日額１万

２,５００円をそれぞれ上限とする限度額の算定方

法を規定するとともに、その支払いに関し、契約相



― 49 ―

手先に支払うこと。 

 第５条では、同一の日において複数の契約がある

場合には、候補者が指定する一の契約のみ公費負担

の対象とすることについて、それぞれ規定しており

ます。 

 ２ページを御覧ください。 

 第６条から第８条までは「選挙運動用ビラの作

成」に関する公費負担について、その限度額、届

出、支払い手続に関し、第６条では、限度額の範囲

内で、供託金が没収とならない場合に限り、公費負

担できること。 

 第７条では、公費負担を受けるためには、ビラの

作成に関する有償契約を結び、選挙管理委員会に届

け出る必要があること。 

 第８条では、基準作成単価を７円５１銭とする限

度額の算定方法を規定するとともに、その支払いに

関し、契約相手先に支払うことについて、それぞれ

規定をしております。 

 ３ページを御覧ください。 

 第９条第１１条までは「選挙運動用ポスターの作

成」に関する公費負担について、その限度額、届

出、支払い手続に関し、第９条では、限度額の範囲

内で、供託金が没収とならない場合に限り、公費負

担できること。 

 第１０条では、公費負担を受けるためには、ポス

ターの作成に関する有償契約を結び、選挙管理委員

会に届け出る必要があること。 

 第１１条では、基準作成単価を５２５円６銭、加

算額を３１万５００円とする限度額の算定方法を規

定するとともに、その支払いに関し、契約相手先に

支払うことについて、それぞれ規定をしておりま

す。 

 第１２条は、委任規定として、本条例の必要な事

項については、上富良野町選挙管理委員会が定める

旨を規定しているものであります。 

 次に、附則についてでありますが、附則第１項

は、本条例の施行日を公布の日からとするものであ

ります。 

 附則第２項は、この条例による選挙運動費用に係

る公費負担の適用については、施行日以後に告示さ

れる選挙から適用する旨を規定するものでありま

す。 

 以上で、議案第９号上富良野町議会議員及び上富

良野町長の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る条例の説明といたします。 

 御審議いただき、議決くださいますようお願い申

し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 確認させていただきます。 

 本条例に関しましては、本年６月の閣議決定を受

けて、１２月１２日施行日ということで、当町は過

日、１１月２９日に町議会の補欠選挙及び町長選挙

の執行がありました。わずか２週間の差ということ

で、本条例を利用できないことは残念ですが、１

件、今回新たにビラの頒布が開始されましたけれど

も、我々町議選挙におきましては、告示後に有権者

の方、これまでの間８００通、８００枚はがきを送

るということができましたけれども、今回のビラの

頒布の解禁により、町議選に関して確認いたします

が、有権者の方に何枚のビラが配れるのか、確認さ

せていただきます。 

 そして、これまで使用していたはがきというの

は、この新規条例のもとになくなり、新たにビラに

変わるのか、２点お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ８番荒生議員からあり

ました町議選挙に係ります公費負担の法律の改正の

内容ということの質問かなというふうに思います。 

 まず、今回の法改正によりまして解禁されました

ビラの配付につきましては、町議選挙においては

１,６００枚ということで決まっております。一

応、１,６００枚で２種類のビラという形になりま

すので、上限は１,６００枚になります。 

 それに伴ってのはがきということでございます

が、あくまでも追加でございますので、選挙運動の

はがきにつきましては、これまでと同じ８００枚、

プラス今回、次回から選挙運動用につきましては、

２種類合わせて１,６００枚のビラの作成が、今度

は公費負担で行えるという形になってございます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） まずお伺いいたします。 

 この条例の設置は、設置しなくてもあくまでも自

治体の判断という形で私は受け止めておりますか

ら、当然、設置するしないは自治体の判断でできる

ということですね、確認いたします。 

 もう１点お伺いしたいのは、これは公職選挙法と

いう形の中で、住民も関わる問題であります。そう

しますと、ビラの上限が１,６００枚という形に

なっております。有権者は、上富良野町も９,００

０か１万ぐらいいますので、そういった方々に全て

ビラの配付が、見ることができないという、いわゆ

る１,６００人しか見ることができないと、選挙期

間中のビラの配付ですね。単純に１,６００枚です
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から、こういうことも想定されるわけであります。 

 そうしますと、住民にとって分かりやすい開けた

選挙法の在り方という点では、制限があっては困る

というふうに思いますが、こういった点でどういう

認識なのか、また住民に関わる条例等であれば、当

然のごとく説明会やパブリックコメント等行いなが

ら、設置に当たっての事前の住民説明会を行いなが

ら、今度の選挙法の改正はどう変わるのかというこ

とを十分知る機会も有権者にとっては必要ですし、

行政側にとっては知らせる機会を当然きちっと設定

しなければならないというふうに思いますが、この

点お伺いいたします。 

 次にお伺いしたいのは、借り上げの自動車、選挙

運動自動車の設定でありますが、一般乗用旅客自動

運送業者との契約の場合６万４,５００円、上記以

外の自動車の借入れ契約は１万５,８００円という

形になっておりますが、よく分からないのですが、

これはどういう事業者、それぞれという形になって

いるのかちょっと分かりませんので、この点お伺い

したいというふうに思います。 

 次、ちょっと長くなりますけれども、申し訳あり

ません。この機会でないと聞けないので。例えば、

Ａという人が、その親族から車を借りた場合、こう

いう場合は公費の該当になるのかどうなのか、この

点もお伺いしたいというふうに思います。 

 ポスターの作成の件でありますが、これはあくま

でも公設掲示板の枚数以上契約、あるいはしてはな

らないという形になるのか、例えばいろいろな条件

の中で破損した、するという想定も当然想定されま

すので、そういった場合、公設掲示板以上の枚数を

制作しなければならないというような条件も出てく

るかというふうに思いますが、そういった部分の点

はどのようになのか。 

 ちょっと前後しますが、チラシの配付で、あくま

でもこれは公の１,６００枚だけという形の公費負

担で、新聞に折り込みましたという場合は、その部

分については公費負担の該当になるのかならないの

か、この点お伺いしておきたいというふうに思いま

す。いずれにしてもこういった公職選挙法の改正と

いうのは、非常に住民との関わりも切実な問題であ

りますので、きっちりと説明責任も果たさなければ

ならないというふうに思います。 

 最後の質問になりますが、今、非常になり手不足

だという形で、１５万円の供託金を積まなければな

らないと。そういうお金も、なかなか用意すること

もできないという人が仮にいた場合、逆にこれがな

り手不足をさらに広げる可能性があるかというふう

に思いますが、この点。明らかにやっぱり公設の経

費で、自由に誰でもができるような条例制定して、

そこできちっと有権者に政策を訴えるということ

が、非常に大事になってきている部分かなというふ

うに思いますので、こういった部分も含めて現状の

考え等について、まだまだこういった部分、総務の

委員会、検討委員会のほうでも、もっとこういった

経費を下げてはどうかというふうにあります。そう

いう意見もあったという話、聞いております。 

 もう１点、申し訳ありません。この近隣町村で、

道内でもいいのですが、公の自治体で市段階では、

それ以上のところでは供託金制度があるというふう

に、そういうことで町村段階で供託金制度、実施し

ているというところも耳に挟んでおりますが、こう

いった状況があるのかないのか含めてお伺いしてお

きたいと思います。 

○議長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ７番米沢議員からあり

ました今回の条例改正に関します内容の部分につき

まして、私のほうからお答えをします。 

 前段多くの質問いただきました。その中で一番最

初に質問の前提なのですけれども、基本選挙執行に

つきましては、公職選挙法に基づいて行うというの

が大原則なので、その行い方につきまして、町それ

ぞれ自治体が独自の判断をできるということが、か

なり限られているということは御了解をいただきた

いと思いますし、あと、その中でこれまでもそうで

すけれども、必ず選挙を適正に執行するために自治

体としてやらなければならないというところも、そ

ちらのほうに規定がされている中で、町がどのよう

に判断して条例をつくっていくかということでお答

えをさせていただきたいというふうに思いますが、

まず最初にありました今回の条例に関します自治体

での条例については自治体での判断かというところ

でございますが、法律上は自治体の判断という形に

なります。 

 条例に定めるところにより、公費負担ができます

よというところでございますので、ここは自治体の

判断ということになりまして、これにつきまして

は、町が設置しております選挙管理委員会の中で協

議をいただいて、今回の条例の上程にしたというと

ころでございます。 

 ただ、この判断でございますが、基本は先ほども

言ったように、選挙執行する上での部分でございま

すので、この公費負担を当町だけがしないというよ

うな理由につきましては、基本見当たりませんの

で、適正な選挙を執行するためには法律で規定され

ているものについて、町としても公費負担すべきと

いうことで条例の上程に至ったところでございま

す。 

 それと、続きまして２番目にありましたビラの枚
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数の関係でございます。 

 先ほど言いましたが、町村議会につきましては

１,６００という枚数で足りないのではないかとい

うところでございますが、こちらの枚数の部分につ

きましては、これまでもそうですが、いわゆるそれ

ぞれの選挙区の人数に応じて、国会議員であれば衆

議・参議、都道府県知事であれば幾ら、道議であれ

ば幾ら、首長であれば、市であれば何枚、市議であ

れば何枚、町村では町村長であれば何枚、町村議会

は何枚ということで、制度上は広くその人に対する

有権者がどのぐらいでなるかということで、それぞ

れ基準が決められていますので、この１,６００枚

は当町独自で町長と同じ２,５００枚まで、公費負

担をしますというようなことは想定をしておりませ

んし、出せる枚数の上限というのは法律の中で１,

６００枚までというふうに規定をされていますの

で、それを超えて出すことはできないという形に

なってございますので、御理解をいただければなと

思います。 

 すみません。ちょっとビラの関係で、それで今

１,６００枚の部分につきましては、国の提言とい

うようなところで、町村につきましては１,６００

枚で規定をされているということと、あと、チラシ

に関しましては、先ほど言いました新聞折り込みの

部分ということでございましたが、ちょっと御質問

のあれがあれなのですけれども、今回の、今回とい

いますか、ビラの配付については１,６００枚、こ

れは今でもありますけれども、証紙を渡します。

１,６００枚に貼ってもらいます。それを配れるの

は個人演説会の場所でやるか、街頭演説の場所でや

るか、新聞折り込みにしか入れられないので、１,

６００枚を使って新聞折り込みにすることはできま

す。それ以上に新聞折り込みにチラシを入れること

はできませんということで、あくまで１,６００枚

以内の中で、今、言った頒布の方法でやっていただ

くという形になってございます。 

 それと、次に自動車の契約の関係で、自動車につ

きましては先ほど言ったように、いわゆる運送業者

の持っているところに運転手さんと車と全部という

ふうになれば１日６万４,５００円が上限になりま

すよと。そうではない場合は、個人で借りるという

部分もありますので、その場合はいわゆるタクシー

業者ではなくて通常の車をレンタルする場合、そう

いった車の借り上げの分、それと運転手さんはまた

別にお願いするときは運転手さんと契約、それと燃

料供給についてもそれぞれスタンドと契約していた

だいて、そのスタンドの契約ということがあって、

その３種類で車が動くというような形になります。 

 あと、先ほど言いました車の借入れ先なのですけ

れども、こちらにつきましては条例のちょっと分か

りづらいのですけれども、第３条の中に車の借入れ

の相手先というのが規定をされていまして、ちょっ

とここ回りくどいのですが、ここに書いてあること

は、個人から借りる場合、いわゆる同一生計の親族

から車を借りる場合につきましては、基本だめで

す。有償契約はできません。ただ、その人がいわゆ

る先ほど言いました業として、商売としてやってい

る場合につきましては、あくまでも商売先からちゃ

んと借りられますので、それはオーケーなのですけ

れども、同一の親族なので、自分のお父さんとか息

子さんとかが持っている車を借りるということにつ

いては、あくまでもそこは認められていないので、

５万円で借りるよというふうなことで契約しても、

それは認めませんというのがこちらに書いています

ので、あくまでも商売といいますか、それをなりわ

いとしている方との有償契約だと。 

 あと、同一親族でなければいいので、近くの応援

している方から１日幾らで借るよというのはいいの

ですけれども、認められないのは同一の生計にいる

家族の人の車を借りたことにして使うというのは、

この対象にはならないということで、第３条の中に

規定をしてございます。 

 続きましてポスターですね、ポスターの枚数なの

ですけれども、こちらにつきましては限度額の算定

が、先ほど言いました基準単価に掲示場の数掛けて

一定額を加算してやるという形になりますので、そ

の金額以内で経費を負担しますので、実際にこれま

でもそうなのですけれども、発注するポスター枚数

というのは掲示板に貼る大体予備も含めれば、１.

５倍から２倍ぐらいは皆さんつくると思うのですけ

れども、あくまでも計算した金額の範囲内で作成さ

れる分についてやりますので、ポスター何枚までし

か出しませんよということではございません。計算

した金額内であれば、その金額内での公費負担を行

うという形になってございます。予備分も含まれる

のかなと思っております。 

 それと、あとなり手不足といいますか、供託金の

関係です。 

 こちらにつきましては、先ほど言ったようにあく

まで供託金制度は法律で決められますので、今回、

この部分について町が入れないということはないで

すので、次回からの町議会、市町村議会議員選挙に

つきましては、あくまでも供託金制度が実施をされ

るという形になりますので、そこは供託金は一度納

めていただくという形になります。 

 ただ、供託金は没収点を普通は取れば、ちょっと

遅くなりますが、お金はきちんと戻ってきますの

で、あくまでもいわゆる言い方ちょっとあれですけ
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れども、冷やかしとかそういうので出るのを防止す

るということの観点もありまして、供託金制度とい

うのがあるということで、御理解をいただければな

というふうに思っております。 

 それと、近隣の状況でございます。 

 沿線の町村でございますが、基本的には今回かあ

るいは来年の３月、選挙の日それぞれですので、今

回の１２月と来年の３月で、今、上程を予定してい

るというのがほとんどになっておりまして、内容的

には金額の上限につきましては、当町が今回出した

内容とほぼ同じ内容のものでそれぞれでというとこ

ろでございます。 

 それとあと説明会、パブコメ等はどうだったのだ

というところでございますが、あくまでも一番最初

に言ったように、町が判断できるところはかなり限

られていますので、そこについては一定程度やはり

今回の制度改正というのが、先ほど米沢議員からあ

りましたが、うちはあれですけれども、他の町村に

おきましてはいわゆるなり手不足という中で、どう

にかいろいろな人にぜひ出てくるような選挙という

ことで、いわゆる候補者の出やすい選挙を目指そう

ということで、全国的に今回の法律改正になってご

ざいますので、そこに当町独自で何か、それを超え

ることはできませんので、それをそういうふうに出

やすい環境を狭めるという考え方はありませんの

で、あくまでも制度としては国の法律が実現できる

ようにということで、特にパブコメ等は行う予定は

していなかったというところでございます。 

 あと、最後であります。あと、公費負担に関しま

しては、あくまでも限度額を設定します。使うか、

公費負担を受けるか受けないかは、また別な話にな

ります。計算上、例えば車のやつでいきますと、６

万４,５００円に５日間掛けますので３０万円ぐら

いになるのですけれども、３０万円、候補者全員

に、ただ単純に全員３０万円払うということではあ

りませんので、あくまでもその中で使った費用に対

して公費負担をしますので、それ以上お金かかって

いる人はそれが上限ですし、悪い言い方をします

と、車を使わなければ、その人には１銭もお金は行

きませんということなので、あくまでもどの程度使

われるかは、それぞれの候補者の方が自分の考えの

中で運動をするという形になっていますので、ここ

で金額出たものが候補者全員に単に配られるという

ようなものではないということについては、御理解

をいただければなというふうに思います。 

 ちょっと長くなりましたが、多分、答え出ている

と、よろしくお願いします。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 大変説明ありがとうござい

ました。 

 それで私の考えているのは、例えばチラシ、ビラ

でも１,６００という形の限度が設定されておりま

す。これは本来であれば自由に、今の公職選挙法と

いうのは数々の制限がありまして、選挙になったと

きには顔入りの写真のものは、いわゆる公設で決め

られた以外の枚数しか配付することはできないとい

うような制約が出てくるわけです。 

 本来でありましたら、多くの有権者にやはり政策

を知ってもらおうとすれば、やっぱりそういった部

分を制限を緩和する、排除するなどして、きっちり

とした公職選挙法に基づいて多くの人にその政策を

知ってもらうということがあるわけです。こういっ

た上限が決められれば、非常にその趣旨から反する

ものではないかというふうに思っています。 

 確かに今回の条例は、多くの人たちが出られるよ

うな環境をつくったという形にはなっております。

しかし、一方で見れば、１５万円の供託金が果たし

ていいのかどうなのかということも、これは多くの

課題、問題が残っております。世界的に見てもこう

いったぎゅうぎゅう詰めのような制度を緩和して、

もっと広く有権者に多くの政策を知ってもらうとい

う形の中で、制度をどんどんどんどん供託金制度も

なくする傾向があるわけですが、この日本において

は、そういったものがあるという状況の中で、非常

に困惑するという状況に私自身考えております。 

 含めて聞きたいのは、仮に自治体がこの条例を設

定しないと決めた場合、担当課長おっしゃるように

公職選挙法に基づくというか、独自のこの政策を、

公費負担の政策をつくるということもできると思い

ます。その場合であってもチラシというのは、ビラ

というのは１,６００枚、超えてはならないという

ような上限設定が出てくるのかなというふうに思い

ますが、まず確認いたします。この公費負担の条例

をつくるつくらないは、あくまでも自治体の判断だ

と、制定した場合においても１,６００枚のビラの

上限だとか、独自で自治体で設定した場合であって

もかなり制約があるということですか、確認いたし

ます。 

○議長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ７番米沢議員からあり

ました制限の関係でございますが、先ほど議員から

御質問のありましたいわゆる選挙運動上の制限とい

うのは、この日本の選挙制度におきましては、限ら

れた者しか選挙運動はできないという仕組みになっ

ていますので、この条例をつくるつくらないに限ら

ず、この条例はつくるから１,６００枚の制限があ

るということではなくて、あくまでも公職選挙法で

やれる選挙運動というのは、こういうものがありま
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すよということは決まっているということについて

皆さん経験値ありますので、あると思いますので、

この条例をつくらなかったからといって１,６００

枚のビラは、もっと自由に出せるのだろうというこ

とではございません。あくまで１,６００枚のビラ

は、この条例とは関係なく、今まで町村議会議員の

方だけ認められていなかったビラが、次の選挙から

は１,６００枚まで出せますよということで、その

ときになればそれ用の証紙を皆さんのために、皆さ

んといいますか、そのときに立候補された方になる

ところでございますので、そこはこの条例とは関係

ないところで、あくまでもそこは法律が決めたこと

ということで、上富だけではなくてどの町に行って

も、その制限はあるというところでございます。 

 あと、自由な選挙という部分と、極力候補者の方

の負担を少なくしようという部分でございますが、

こちらも改めてなのですけれども、基本は昔は選挙

が、自分のお金で全部やりなさいというのが本当の

昔あったのですけれども、そうなりますと、実際に

過去はいわゆる資力のある人しか選挙に出られな

かった。それではだめですよねということで、今の

選挙制度がつくられてきて、一定程度公費でいろい

ろな部分を負担して、いろいろな人がそういう政策

をみんなに伝えることができるよということがあり

まして、これまでもそういう部分でいわゆるうちの

町でいきますと選挙公報、新聞みたいなやつも公費

負担で出しますので、それ以外の何も出せなくても

選挙公報は、必ず町の負担として出しますとか、あ

とポスターの掲示板につきましても、あちらも本来

は必須ではありませんが、当町、ほとんどそうなの

ですけれども、貼る場所をきちんと決めましょうと

いうことで、そのポスター掲示場の設置も公費負担

でやって、極力、候補者御本人が直接負担にならな

いようにということでこれまでも進めてきておりま

すので、そこら辺はぜひ御理解をいただきたいの

と、あと供託金につきましては、これもあくまでも

国の決まりですので、うちだけ８万円にしますと

か、援助しますということはできませんので、申し

訳ございませんが、そこは御了承をいただきたいた

いというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第９号上富良

野町議会議員及び上富良野町長の選挙における選挙

運動の公費負担に関する条例は、なお、十分な審議

を要するものと思われますので、この際、総務産建

常任委員会に付託し、審議していただきたいと思い

ます。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、総務産建常任委員会に付託する

ことに決定いたしました。 

 ここで、暫時休憩といたしたいと思います。 

 ちょっと換気の都合もございますので、再開は１

０時５０分といたします。 

────────────────── 

午前１０時３３分 休憩 

午前１０時５０分 再開 

────────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

────────────────── 

◎日程第１１ 議案第１０号 

◎日程第１２ 議案第１１号 

◎日程第１３ 議案第１２号 

○議長（村上和子君） 日程第１１ 議案第１０号

上富良野町債権管理条例の一部を改正する条例、日

程第１２ 議案第１１号上富良野町後期高齢者医療

に関する条例の一部を改正する条例、日程第１３ 

議案第１２号上富良野町介護保険条例の一部を改正

する条例を議題といたします。 

 関連がございますので、一括して提出者から提案

理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（星野耕司君） ただいま上程いた

だきました議案第１０号上富良野町債権管理条例の

一部を改正する条例、議案第１１号上富良野町後期

高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につ

きまして、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 まず、議案第１０号上富良野町債権管理条例の一

部を改正する条例につきましては、租税特別措置法

及び地方税法が改正され、延滞金の割合の特例に係

る規定について、整備するため条例を改正するもの

であります。 

 改正内容につきましては、附則第４項に規定する

「特例基準割合」の名称を「延滞金特例基準割合」

に変更するものであります。 

 以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。 

 議案第１０号上富良野町債権管理条例の一部を改

正する条例。 

 上富良野町債権管理条例（平成２８年上富良野町

条例第１５号）の一部を次のように改正する。 
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 附則第４項中「特例基準割合（当該年の前年に」

を「延滞金特例基準割合（平均貸付割合（」に改

め、「租税特別措置法」の次に「（昭和３２年法律

第２６号）」を加え、「の規定により告示された割

合」を「に規定する平均貸付割合をいう。）」に改

め、「（以下この項において「特例基準割合適用

年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用

年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞

金特例基準割合に」に改める。 

 附則。 

 施行期日。第１項、この条例は、令和３年１月１

日から施行する。 

 経過措置。第２項、この条例による改正後の上富

良野町債権管理条例附則第４項の規定は、令和３年

１月１日以後の期間に対応する延滞金について適用

し、同日前の期間に対応する延滞金については、な

お従前の例による。 

 以上、議案第１０号上富良野町債権管理条例の一

部を改正する条例の説明といたします。 

 次に、議案第１１号上富良野町後期高齢者医療に

関する条例の一部を改正する条例につきまして、提

案の要旨を御説明申し上げます。 

 租税特別措置法及び地方税法が改正され、延滞金

及び還付加算金の割合の特例に係る規定について、

整備するため条例を改正するものであります。 

 改正内容につきましては、１点目は、附則第３条

に規定する「特例基準割合」の名称を「延滞金特例

基準割合、還付加算金特例基準割合」とそれぞれの

名称に変更するものであります。 

 ２点目は、市中金利の実勢を踏まえ、還付加算金

等の割合について、平均貸付割合に年に１％加算し

ていたものを、年０.５％に引き下げるものであり

ます。 

 ３点目は、延滞金及び還付加算金の割合が０％と

なることのないよう０.１％未満となる場合につき

ましては、下限を０.１％の割合とするよう改正す

るものであります。 

 以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。 

 議案第１１号上富良野町後期高齢者医療に関する

条例の一部を改正する条例。 

 上富良野町後期高齢者医療に関する条例（平成２

０年上富良野町条例第１号）の一部を次のように改

正する。 

 附則第３条第１項中「特例基準割合（当該年の前

年に」を「延滞金特例基準割合（平均貸付割合）」

に改め、「租税特別措置法」の次に「（昭和３２年

法律第２６号）」を加え、「の規定により告示され

た割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。）」

に改め、「（以下この条において「特例基準割合適

用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適

用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延

滞金特例基準割合に」に改め、同条第２項中「特例

基準割合が」を「還付加算金と特例基準割合（平均

貸付割合に年０.５％の割合を加算した割合をい

う。）が」に、「附則第３条第１項に規定する特例

基準割合」を「附則第３条第２項に規定する還付加

算金特例基準割合」に改め、同条第３項中「前２項

いずれか」を「第１項又は第２項」に改め、同項を

同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加え

る。 

 ３項、前２項のいずれかの規定の適用がある場合

における延滞金及び還付加算金の額の計算におい

て、前２項に規定する加算した割合（延滞金特例基

準割合を除く。）が年０.１％未満の割合であると

きは、年０.１％の割合とする。 

 附則。 

 施行期日。第１項、この条例は、令和３年１月１

日から施行する。 

 経過措置。第２項、この条例による改正後の上富

良野町後期高齢者医療に関する条例附則第３条の規

定は、令和３年１月１日以後の期間に対応する延滞

金及び還付加算金について適用し、同日前の期間に

対応する延滞金及び還付加算金については、なお従

前の例による。 

 以上、議案第１１号上富良野町後期高齢者医療に

関する条例の一部を改正する条例の説明といたしま

す。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（村上和子君） 次に、保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ただいま上程いた

だきました議案第１２号上富良野町介護保険条例の

一部を改正する条例につきまして、提案の要旨を御

説明申し上げます。 

 租税特別措置法及び地方税法の改正により、延滞

金及び還付加算金の割合の特例に係る規定につい

て、整備するため条例を改正するものであります。 

 改正内容につきましては、１点目は、附則第６条

に規定する「特例基準割合」の名称を「延滞金特例

基準割合、還付加算金特例基準割合」にそれぞれの

名称に変更するものであります。 

 ２点目は、市中金利の実勢を踏まえ、還付加算金

等の割合について、平均貸付割合に年に１％加算し

ていたものを、年０.５％に引き下げるものであり

ます。 

 ３点目は、延滞金及び還付加算金の割合が０％と

なることのないよう０.１％未満となる場合は、下

限を０.１％の割合とするよう改正するものであり
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ます。 

 以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。 

 議案第１２号上富良野町介護保険条例の一部を改

正する条例。 

 上富良野町介護保険条例（平成１２年上富良野町

条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 附則第６条第１項中「特例基準割合（当該年の前

年に」を「延滞金特例基準割合（平均貸付割合（」

に、「の規定により告示された割合」を「に規定す

る平均貸付割合をいう。次項において同じ。）」に

改め、「（以下この条において「特例基準割合適用

年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用

年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞

金特例基準割合に」に改め、同条第２項中「特例基

準割合が」を「還付加算金特例基準割合（平均貸付

割合に年０.５％の割合を加算した割合をいう。）

が」に、「附則第６条第１項に規定する特例基準割

合」を「附則第６条第２項に規定する還付加算金特

例基準割合」に改め、同条第３項中「前２項のいず

れか」を「第１項又は第２項」に改め、同項を同条

第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

 第３項、前２項のいずれかの規定の適用がある場

合における延滞金及び還付加算金の額の計算におい

て、前２項に規定する加算した割合（延滞金特例基

準割合を除く。）が年０.１％未満の割合であると

きは年０.１％の割合とする。 

 附則。 

 施行期日。第１項、この条例は、令和３年１月１

日から施行する。 

 経過措置。第２項、この条例による改正後の上富

良野町介護保険条例附則第６条の規定は、令和３年

１月１日以後の期間に対応する延滞金及び還付加算

金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金

及び還付加算金については、なお従前の例による。 

 以上、議案第１２号上富良野町介護保険条例の一

部を改正する条例の説明とさせていただきます。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、議案第１０号、議案第１１号、議案第

１２号について、一括して質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 質疑がなければ、質疑を終

了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１０号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１０号上富良野町債権管理条例の

一部を改正する条例は、原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、討論を省略し、これより議案第１１号を採

決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１１号上富良野町後期高齢者医療

に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとお

り可決されました。 

 次に、討論を省略し、これより議案第１２号を採

決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１２号上富良野町介護保険条例の

一部を改正する条例は、原案のとおり可決されまし

た。 

────────────────── 

◎日程第１４ 議案第１３号 

○議長（村上和子君） 日程第１４ 議案第１３号

上富良野町手数料条例の一部を改正する条例を議題

といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（狩野寿志君） ただいま上程いた

だきました議案第１３号上富良野町手数料条例の一

部を改正する条例につきまして、提案の要旨を御説

明申し上げます。 

 改正の趣旨といたしまして、我が国のエネルギー

の需給構造の逼迫の解消や地球温暖化対策に係るパ

リ協定の目標達成に向け、住宅・建築物の省エネ対

策の強化を喫緊の課題と位置づけ、規模・用途ごと

の特性に応じる実効性の高い総合的な対策を講じる

もので、関係法令であります「建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する法律」が改正され、令和３

年４月１日に施行となることから、限定特定行政庁

である本町においても適合性判定事務が発生するこ

とから、新たに徴収項目を設けるものです。また、

あわせまして消費性能向上計画認定及び消費性能基

準適合認定の認定事務に係る徴収項目を新設するも

のです。 

 また、仮設建築物建築許可に係る建築基準法、長

期優良住宅建築等計画認定に係る長期優良住宅の普
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及の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省

令、低炭素建築物新築等計画認定に係る建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定める省令等の改正若しく

は制定に伴い、引用条項及び手数料の低減条件の変

更、審査事務の追加並びに徴収区分及び手数料額の

見直しを行うものであります。 

 改正内容としましては、１点目は、建築基準法第

８５条の改正による関係条例を改正するものです。 

 ２点目は、手数料の低減条件の変更としまして、

長期優良住宅建築等計画認定及び低炭素建築物新築

等計画認定の事前審査に関する法令の変更があった

ことから整理をするものです。 

 ３点目は、審査事務の追加といたしまして、長期

優良住宅建築等計画認定において、増改築時の認定

事務を追加し、また建築物エネルギー消費性能に係

る適合性判定、向上計画認定及び基準適合認定の審

査事務を追加するものです。 

 ４点目は、徴収区分の見直しといたしまして、長

期優良住宅建築等計画認定及び低炭素建築物新築等

計画認定の住戸数区分において、６戸若しくは５戸

以下の上限値を撤廃するものです。 

 ５点目は、手数料額の見直しといたしまして、本

町が限定特定行政庁として行う事務コストを追加項

目等の手数料算定に合わせまして、既存委託料を見

直し、北海道と同額と算定したところです。 

 以下、議案の朗読と別表の改正部分について、概

要のみを御説明申し上げます。 

 議案第１３号上富良野町手数料条例の一部を改正

する条例。 

 上富良野町手数料条例（平成１２年上富良野町条

例第２号）の一部を次のように改正する。 

 １ページの別表中４６の項においては、建築基準

法の改正による第８５条各項の条項ずれの対応によ

り改正をするものです。 

 ４ページを御覧ください。 

 ４ページの４８の項においては、長期優良住宅建

築等計画認定について、新たに増改築時の認定申請

が可能になったことから、徴収項目を追加するもの

です。また、指定評価機関の事前審査を受けるなど

の手数料を低減する条件を改正するものです。 

 ５ページを御覧ください。 

 ４９の項におきましては、長期優良住宅建築等計

画認定の変更申請に係る関係法令の改正に伴うもの

であり、手数料につきましては４８の項と同様に改

正を行うものです。 

 ６ページを御覧ください。 

 ６ページの５２の項及び７ページの５３の項にお

いては、低炭素建築物新築等計画認定について、４

８の項及び４９の項と同様に、指定機関の事前審査

を受けるなどの手数料低減する条件を改正するもの

です。 

 続きまして、別表末尾の６１の項、その他の証明

手数料を６５の項に繰り下げ、新たに７ページにあ

ります６１の項におきましては、建築物エネルギー

消費性能適合性判定に関する申請手数料を、８ペー

ジの６２の項におきましては、建築物エネルギー消

費性能向上計画認定に関する申請手数料を、６３の

項におきましては、建築物エネルギー消費性能向上

計画認定の変更に関する申請手数料を、９ページ、

６４の項におきましては、消費性能基準適合認定に

関する申請手数料を新たに設けるものです。 

 また、４６の項を除く各申請におきましては、事

前に評価機関等の技術的審査を受ける場合と、技術

的審査を含みます全ての審査を町が行う場合の二通

りの手数料体系となっております。 

 以上、別表の概要説明といたします。 

 附則。 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 以上で、議案第１３号上富良野町手数料条例の一

部を改正する条例の説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１３号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の方は御

起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１３号上富良野町手数料条例の一

部を改正する条例は、原案のとおり可決されまし

た。 

────────────────── 

◎日程第１５ 議案第１４号 

○議長（村上和子君） 日程第１５ 議案第１４号

財産の取得について（日の出公園駐車場用地）を議

題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（狩野寿志君） ただいま上程いた

だきました議案第１４号財産の取得について、提案

の理由を御説明申し上げます。 

 本件につきましては、第３回定例会において、補
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正予算並びに公園条例の改正をお認めいただきまし

た日の出公園用地の財産取得に関するものです。 

 この用地につきましては、所有者との交渉を重

ね、売買することの承諾を得て、令和２年１１月１

９日に仮契約に至ったところであり、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条の規定により、議会の議決を求めるものであ

ります。 

 以下、議案を朗読し、提案の説明といたします。 

 議案第１４号財産取得の件について（日の出公園

駐車場用地）。 

 日の出公園駐車場用地として、次の土地を取得す

るため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の

議決を求める。 

 記。 

 １、所在地、空知郡上富良野町旭町５丁目６１４

番の８の内。 

 ２、地積、１万５,０９６.８３平方メートル。 

 ３、地目、田。 

 以下、取得の相手方及び取得価格について、記載

のとおりであります。 

 以上で、議案第１４号財産取得の件についての説

明といたします。 

 御審議賜り、お認めいただきますようお願い申し

上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） ９月定例会において、本事

業に係る関係条例の改正と用地買収費の予算化がな

され、議会では修正動議の提出もありましたが、結

果、用地買収費の予算は可決されました。 

 議場においては、賛成、反対の立場から討論がな

され、今結果に至っております。 

 その中で、日の出公園駐車場拡張整備事業と銘

打ったこの計画においては、理事者側の答弁では、

土地を購入し、その後、Ｒ３年度に造成工事発注と

までのスケジュールしか示されず、その後の具体的

なに関しては瑕疵が見受けられ、あまりにも不透明

で質疑があった後は、御答弁では都度答えるといっ

た形で、計画そのものの不備が多く見られました。 

 ９月の定例会より２か月が経過いたしましたが、

本事業計画の総額予算、そして実施期間、これは造

成工事に要する期間、そして整備完了後の維持管理

費が幾らぐらいになるかなど、具体的な事業計画案

はまとまりましたか、御答弁願います。 

○議長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（狩野寿志君） ８番荒生議員の御

質問にお答えいたします。 

○議長（村上和子君） 暫時休憩といたします。 

────────────────── 

午前１１時１５分 休憩 

午後１１時１５分 再開 

────────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩を解きます。 

 ただいまの質問につきましては、９月３回定例会

で審議され、財産取得に係る補正予算が可決されて

おりますので、それ以外の質問でありましたら、契

約内容とかだったらよろしいかと思いますが、ただ

いまの質問はそういうことでございますので、

ちょっと受け付けできませんね。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） これは、あくまでも日の出

公園駐車場拡張整備事業に係る一連の事業の中の入

り口として、まず土地の購入をするということで関

連があると考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（村上和子君） ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） では取得の件でお伺いいた

します。 

 この取得に対しての提案の中に所在地が、空知郡

上富良野町旭町５丁目６１４番８の内という表記が

ありますが、通常、公有財産取得の際には、しっか

りとした地番が表記なされるべきと考えますが、こ

の提案そのもの自体この内というものは解釈によっ

ては、このような全体の中のさきに示された地積分

を買いますということでの理解として、後にこちら

をイメージしたのが、こちらになるとかといったよ

うな不備が考えられると思うのですけれども、その

点御答弁願います。 

○議長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（狩野寿志君） ８番荒生議員の御

質問にお答えいたします。 

 今回、土地を購入するところ大変広い土地でござ

いまして、そのうちの旭町５丁目６１４番の８の内

になってございます。購入した後に、その土地が変

わるとか、そういうことはございません。 

○議長（村上和子君） ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） この提案そのものに関して

は、内という表記で問題はないということでよろし

かったですか、確認します。 

○議長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（狩野寿志君） ８番荒生議員の御

質問にお答えします。 

 このような表記で間違いないと思います。 

○議長（村上和子君） ほかにございますか。 

７番米沢義英君。 
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○７番（米沢義英君） 改めてお伺いいたします。 

 今回の土地価格設定に当たってお伺いいたします

が、加算額が設定されております。通常の加算、通

常のいわゆる売買取引より、ちょっと交渉を有利に

進めるということで加算額が設定されております

が、なぜこういった加算額を設定して、今回の土地

取得価格になったのか、この点確認したいと思いま

す。本来でしたら、当然、加算額等は加算しなくて

も十分対応できるものだというふうに思いますの

で、お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 暫時休憩といたします。 

────────────────── 

午前１１時１９分 休憩 

午前１１時１９分 再開 

────────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 ただいまの質問でございますけれども、既に３定

で財産取得の補正予算が可決されておりまして、い

ろいろと財産取得の審議をやりまして、今後の利用

とか利活用とか、ただいまの質問なんかも今回上程

されていますのは財産取得議案の審議で、今、おっ

しゃったのはちょっと違いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） これは非常に重要な問題

で、価格設定の在り方について、価格が出ているの

ですから、僕は必要以外のことはなるべく今聞かな

いようにして、ここの部分に収めて質問したので

す。議長、その意を介していただきたいと思いま

す。 

 問題があります。それと面積設定でありますが、

広大な面積になっておりますが、非常に現行でも十

分利用可能でありましたが、１万５,０００の面積

設定に至った経緯についてお伺いいたします。これ

もだめですか。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） この議場というのは、き

ちっとやり取りに対して答える、そういった場所で

あります。ですから、前回のことはなるべく蒸し返

すことなく、必要最小限の質問をしたわけですか

ら、それにも答えられないということであれば、議

会の本来の役割がなくなってしまいます。そういう

意味で、きちっとそういった必要最小限の部分は答

えていただきたい。町長。どなたでもいいですよ。

とんでもない話だ。 

○議長（村上和子君） ただいまの質問でございま

すけれども、９月の３定で予算内容とか、また今後

の取組とか、かなり議論をいたしまして、それでこ

れぐらい、今、議事録ございますけれども、既に補

正予算が可決しておりまして、日の出公園の必要、

不必要だとか今後の整備とか活用につきましては、

上程されている財産取得議案でございませんので御

理解いただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

 ほかにございませんか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） 私は、何点か確認させてい

ただきたいと思います。 

 １点目ですが、今、土地を購入しようとしている

ところは、都市計画上、ここは白地の土地でありま

す。ところが、この白地の土地を購入するに当たっ

て、宅地見込み地として単価を設定されているとい

うのがどうも分からない。 

 それからもう一つは、この駐車場の横に公衆道路

をつける部分もここに載っています。これも必要最

小限の土地を求めるべきに、道路なぜ必要なのかと

いうことをお伺いします。 

○議長（村上和子君） ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） 説明してくれていれば、こ

んなことは言いません。 

○議長（村上和子君） ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） 道路敷地の分は、いわゆる

税金を使って駐車場買うのは分かりますよと、例え

ば理解しましょう。ところが、その横に道路が、購

入するのになっています。道路なぜ必要なのです

か、私は入り口だけでいいと思いますよ。 

○議長（村上和子君） これは既にいろいろと審

議、ここの整備、利活用とかそういうことは審議、

本当にこれぐらいございますけれども、いろいろ審

議、この中に答弁……。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） 道路の分についての購入の

説明はありませんよ。道路の分の購入は、確かにそ

れをまとめて買うとは言っているけれども、それは

なぜ必要なのかと言っていませんよ。 

○議長（村上和子君） この日の出公園の駐車場の

必要とか、不必要であるという質疑は、既に何回も

審議をいただいたことでございます。御理解いただ

きたいと思います。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） 先ほどから、同僚議員がい

ろいろなことで質問をしております。それが９月の

議会に、いわゆるきちっと説明をしているというふ

うに言われました。ところが、我々この件に関して

は、総務産建常任委員会が所管であります。私たち

は委員会の中で、この土地については不要ではない

けれども、不急だと言ったのです。私はそれ町長に
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言っていますよ。今、買うべきではないと。確かに

今が、機は熟したからと言っているけれども、結果

的には多くの町民が求めていると言ったって、多く

の町民なんか、誰が多くの町民認めるのですか、何

の根拠もないですよ。 

○議長（村上和子君） それは、今、おっしゃる場

ではございません。今、財産取得についてでござい

ますので……。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） そうだったら、基本的には

購入しないようにしてください。 

○議長（村上和子君） ４回なら、３回まででござ

います。 

 ほかにございますか。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） この予算が９月に可決と

なっているのですけれども、この３００台の駐車ス

ペースは必要というこの計画は、コロナ禍になる以

前に過去の実績から算定して出たものだと思います

けれども、このコロナを受けて、この２か月でもコ

ロナ禍、この影響というのは終息見えずなっていま

す。コロナ禍を受けて、コロナ感染症対応の計画に

するなど、臨機応変に見直す必要があると思います

けれども、事業規模の見直し等は考えていないのか

お聞きします。 

○議長（村上和子君） 今の御質問も９月の３回定

例会におきまして、元井議員のほうからそういうお

話がございまして、そういうことをおっしゃった後

に可決されている案件でございますので、今回は財

産取得のことについてでございますので、御了解い

ただきたいと思います。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） 先ほどから財産取得の件

で、前回も可決されているからということをおっ

しゃられますが、通常の本来の財産取得であれば、

執行機関の限りでなし得るものであるのですけれど

も、今回このように財産取得といって、また議会の

議決に付すべき事項だと定められているのは、地方

自治法第９６条で定められておりまして、面積が

５,０００平米メートル以上で、しかも金額が７０

０万円以上である場合の財産取得に限っては、議決

を要することとなっています。 

 それというのは、町に与える、財政に与える影響

が、可能性が大きいから重要な経済行為に当たると

いうことで、もう１度、慎重に考えなければならな

いということでそう定められているのですけれど

も、今のこの話を見ますと、予算可決しているのだ

から、そのまま流れ作業のように可決する、形だけ

の採決、形だけの議決を進めるみたいなその流れ、

今、そんなようであれば、この議決は全く無駄な時

間だと、私は考えます。 

 やっぱりこことは、議長、ちゃんと質問に答えて

いただきたいですね。この可決が決まってからの２

か月で、コロナ終息していないのですよ。それを見

越して、コロナ禍になる前の計画で、そのまま進め

るというは私は納得いきません。もう１度答弁お願

いします。 

○議長（村上和子君） ただいまの元井議員の質問

でございますが、議事録に元井議員の発言、今、コ

ロナ禍だということは何回もこの間発言をいただい

ております。見直したらどうかということを聞いて

おりますが、その意見もお述べになりまして、議決

をさせていただいて、可決しているわけでございま

す。そういったこと、前回の９月の定例会で元井議

員もいろいろ、そういう御意見をたくさんいただき

まして、お話あったと思うのですけれども、その結

果、可決に至っているわけでございますので、そこ

をちょっと御了承いただきたいと思います。 

 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これより、討論を行います。 

 なお、この討論は、まず本件に反対者、次に本件

に賛成者の順に行います。 

 まず、本件に反対の討論を許します。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） ただいま議題となりました

議案第１４号日の出公園駐車場用地財産取得に対

し、反対の立場から討論いたします。 

 世界的に感染拡大が止まらない新型コロナウイル

ス感染症により、観光需要の回復は早くて２年から

３年、長引くと４年から５年かかると言われてお

り、このコロナ禍で観光客の行動様式は徐々にさま

変わりし、今後においては日本人・外国人を問わず

観光客は集団行動を避け、個人・少人数行動を好む

ようになると予測されます。 

 そのような中、観光業界では、今やコロナが終息

したら観光誘致を進め、観光客数をＶ字回復させる

などという、数の減少を数で補うという発想は今後

あり得ないと考えております。そこで当町における

今後の観光振興策を考えるとき、イベントなどを開

催し集客を図るなどといった数の観光は、決して持

続的とは言えません。 

 今、日の出公園駐車場拡張整備事業の提案理由

は、町の観光拠点として日の出公園は多くの方々に

利用されているが、駐車場が狭隘なため観光シーズ

ンをはじめ、イベント来場者に御不便をかけるとの
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ことでの提案がなされております。観光客は、平時

においてもこの１０年間で９０万人から６０万人ま

で減少、そして当町のイベント集客においても、こ

の５年間で実人数は半減しております。果たしてこ

の提案理由そのものは、このコロナ禍で通用すると

は到底考えにくいものとなりました。 

 真にコロナ後の観光振興を考えるときに、自治体

の今なすべきことは、これまでの観光戦略の前提が

覆ったことを認識し、地元関係者とともにポストコ

ロナ時代の観光戦略を早急に策定し、持続可能な観

光、いわゆるサステイナブルツーリズムの構築をす

べきと考えます。イベントを開催し、集客を図るな

どといった発想は今すぐ捨て、持続的ではない数の

観光ではなく、今は一旦立ち止まり、当町のすばら

しい自然資源をこのコロナ禍の間に磨き上げる努力

をしていただき、数の減少を数で補うのではなく、

数の減少を質の向上に変えることが必要だと考えま

す。 

 日の出公園そのものは全道に誇るキャンプ場が

あったり、まだまだ公園そのものは魅力が数多く点

在し、伸びしろがあることは十分理解しておりま

す。日の出公園の魅力再生計画もしっかりと庁舎内

資料として計画をつくり上げております。コロナが

終息した後に、これら計画を利用し、新たな魅力づ

くりをしてみてはいかがでしょうか。 

 歴史的に遡ってみても国際旅行者数は、１９７３

年から７４年のオイルショックの時も一時的に落ち

込みました。その後すぐに回復し、上昇し始めた

後、２００１年の９.１１、そして２００８年の

リーマンショックの後、一時的に落ち込むことは

あっても、その後必ず右肩上がりの成長を続けてい

ます。旅という産業は、短期的には打たれ弱いもの

ですが、長期的にはとても打たれ強いという側面が

あります。これは人々の旅に対する欲求は尽きるこ

とはないと言われており、この今、日の出公園駐車

場拡張整備事業は、その後に当町にも再び多くの観

光客が訪れる日がきっと来ると考え、ただいまの段

階での整備計画に関しては、あまりにも時期尚早で

あることから以上を理由として、反対の理由とさせ

ていただきます。 

○議長（村上和子君） 次に、本件に賛成の討論を

許します。 

 １２番小田島久尚君。 

○１２番（小田島久尚君） この財産取得につい

て、賛成の立場から意見を述べさせてもらいます。 

 今、反対討論で同僚議員がおっしゃっていました

が、今後コロナ禍が延びて、観光客がまだまだ先に

延びるというような予測で反対をされていました

が、私は、このコロナ禍でも道内客・国内客、イン

バウンドを除いたとしても富良野・美瑛間、今年の

夏、大きな観光客が来ているということです。 

 日の出公園の駐車場は、昭和５０年から６０年代

ですか、ピークであった頃、駐車場があった時のに

ぎわいを十分回復できるような資源が日の出公園に

あると私は思っています。 

 そこで今すぐ買わなくてもというわけではなく

て、早期に今回、９月の定例会で多くの議論をした

中で、用地取得の予算が議決をされてきた経緯も踏

まえて、議会で決定したことです。この取得という

のは、淡々とその次の事務をやっているのだろうと

私は考えています。今後、日の出公園のこの駐車場

を観光振興の拠点とか、町のイベントの拠点として

しっかり捉えてコロナ後、１年、２年はなかなか観

光客が戻らないかもしれませんが、その先を見据え

た上富良野町の観光振興政策とか、まちづくりの拠

点として大きく寄与する駐車場だと思いますので、

この取得については、賛成という考えで討論させて

いただきました。 

 終わります。 

○議長（村上和子君） 次に、反対討論を許しま

す。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） 反対の立場から討論いたし

ます。 

 私は、９月の定例会でも、それ以前からも一貫し

て言っておりますけれども、今、日本・世界はコロ

ナ禍の真っただ中にあります。コロナの終息は全く

見えず、それどころか感染者数、死者数は増え続け

ており、新型コロナウイルスによる状況は刻々と変

化しています。かつて経験したことのないような状

況に今あります。その中でやはり状況に合わせて、

臨機応変に対応していかなければならないと私は思

います。 

 この日の出公園駐車場の拡張事業は、イベント開

催時の駐車場が狭隘なため、土地を購入し、約３０

０台の駐車場をつくるものでありますけれども、残

念ながら今年のイベントはコロナ禍を受けて中止、

または形を変えて無観客のオンラインで行われまし

た。来年度以降のイベントについても全く見通しが

立っておりません。予算を議決した９月の時点でも

イベントの見通しは立っていませんでしたが、あれ

から２か月経過し、イベントの見通しどころか、コ

ロナの状況は悪化しています。 

 観光の回復、インバウンドの回復がいつになるの

か、マスクの要らない生活いつになるのか、みんな

が密になってわいわいイベントを楽しめる日がいつ

になるのか、昔のようなイベントが開催できるの

か、今は誰にも分かりません。そんな状況下で、コ
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ロナ禍になる以前に立てた計画をそのまま進めてい

いのか、私は、このコロナを受けて駐車場拡張事業

計画、事業の規模縮小など見直す必要があると思い

ます。 

 イベント時に３００台の駐車場のスペースが必要

だという計画、コロナ禍になる以前に過去の実績か

ら今後も同規模のイベントが開催されて、同等の来

場者数見込んで算定した駐車場スペースであると思

います。今はイベントの在り方、観光の在り方が変

わりつつあります。これからの時代のイベント、以

前と違う例えばですけれども、お家でも楽しめる動

画配信など組み合わせたハイブリッドなイベントと

なる可能性もあります。可能性はゼロではないとい

う、逆に言えば今後のイベントが以前と同じ規模

で、同じ来場者数が見込めるという可能性も何年先

に必ずそうなるということも、今は誰にも言えない

という状態です。このコロナ禍になる前の計画をそ

のままは進めるのではなくて、やはりアフターコロ

ナ見据えて、このコロナ禍を受けていま一度計画を

見直すべきで、今後のイベント・観光などの見通し

が立たない状況で、このコロナを全く考慮しないで

算定した計画を進めるのには、やはり私は納得いき

ません。 

 また、今回の財産取得、駐車場の拡張整備事業と

いう日の出公園駐車場拡張整備事業という名のもと

に、今回は土地を購入するものであります。駐車場

整備事業といいながら、整備計画の見通しが不十分

で、今後、舗装になるのか、砂利なのか、また冬の

除排雪等も含めた年間維持計画のシミュレーション

も曖昧で、先が見えない不透明なままこの駐車場整

備事業計画ではなく、これだと土地購入事業、土地

購入ありきのように見えます。私は、駐車場拡張整

備事業というのであれば、せめてどういった駐車場

になるのか、砂利なのか、舗装なのか、整備計画を

はっきりさせてから進めるべきと考えます。 

 先ほども言いましたが、地方自治法第９６条で議

会の議決に付すべき財産取得と定められております

面積が５,０００平米以上であって、しかも金額が

７００万円以上である場合は、財産取得に限って議

決を要することと定められております。本来の財産

取得は、執行機関の限りでなし得るものであります

が、今言った一定の価格・規模以上の財産取得は、

町の財政に影響を及ぼす可能性が大きい重要な経済

行為にあたり、町長の判断のみに委ねるのではな

く、住民の代表である議会の議決を得ることで、住

民の代表意思に基づいて適正に行われるためとあり

ます。 

 この事業は、それだけ財政に与える影響が大き

く、慎重に考えなければならないものだと思いま

す。本来の財産取得と同様に、金額が大きかろうと

規模が大きかろうと予算を可決したのだから、流れ

作業のように可決するのであれば、形だけの採決、

表決、形だけの議決を進めるということであれば、

これは全く無駄なことだと思います。 

 住民の代表である議会が民意を的確に反映するた

めにも、いま一度、慎重に考えて進める必要がある

と思います。コロナの影響で、今まで以上のこれか

ら財政難になるものと思われます。５年後には町立

病院の建て替えも予定されています。今回、公共施

設整備基金、約５,０００万円で土地を購入し、今

後の造成工事や整備費は、億を超える金額が必要と

言われています。資金に余裕があるのであれば、私

は何も言いませんが、多額の資金が必要でタイムリ

ミットのある町立病院建設を優先すべきで、町立病

院の建て替えに伴って取り壊される子どもセンター

などに充当していただきたく、この事業は今決めな

いで、コロナ禍を受けて観光やイベントの見通しが

立ってから再度検討すべきと考え、反対討論としま

す。 

○議長（村上和子君） 次に、賛成の方の討論を許

します。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） 私は、議案第１４号に賛成

の立場で意見を述べさせていたきます。 

 確かに、新しく町長になられる方が、このタイミ

ングでの土地の取得に前向きではないという新聞報

道を受け、何も感じなかったと言えばうそになりま

す。また、先ほど来、傍聴席より拍手が起きてい

る、そういう民意があるということも重々承知をし

ております。 

 しかしながら、先ほど同僚議員も申しておりまし

たが、今回、地方自治法第９６条第１項に基づき、

予算と取得を別々に議決するわけでありますが、こ

の間、理事者側から提供された情報等に特に指摘す

べき点、また予算の議決を覆す根拠となるものは見

受けられないものと考えております。 

 また、９月の定例会で申しました、行政が新型コ

ロナウイルス感染症により受けた多くの傷の応急処

置に苦心する中、駐車場用地取得は数少ないコロナ

終息後を見据えた事業として、重点投資する価値の

あるものという私自身の考えに変わりはなく、ま

た、議決に対する責任という私なりの観点からも賛

成すべきと考えます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 次に、反対の討論を許しま

す。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） 私は、議案第１４号財産取
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得に対しての反対の立場で討論をさせていただきま

す。 

 そもそもこの土地購入に当たっては、町長は、多

くの町民が待ち望んでいる、だから地権者と機が熟

したから交渉し、購入する決断をしたというふうに

答弁されています。 

 私たちは、多くの町民は、この土地を求めていな

いと主張しました。９月の議会のときは、お互い全

くその裏づけがないまま議論をいたしました。でも

今回はっきり分かりました。１１月に執行された町

長選挙において、町民の民意が示されました。さき

に立候補した３人は、現町長の執行方針に、町政執

行に違和感を唱えて出馬をしました。現町長は、今

の町政を引き継いでもらうべき新たな候補を応援し

ました。でも結果は残念な結果になりました。１番

と２番の差、３１０票ではないのです。批判票は３

人の合計票なのです。４,７６０票対１,８６５票な

のです。結果は、真摯に受け止めるべきです。 

 総務産建常任委員会としては、９月のこの土地購

入に対しては不要とは言っていません。不急だと

言って、町長に提案をしております。でも結果的に

は町長はこの上程されました。 

 人口減少が見込まれる中、購入しようとしている

土地は、いわゆる都市計画の中では白地の土地であ

ります。将来、宅地にするという予定があるのであ

れば別ですけれども、この白地の土地を買って、買

う予定にしていて、そしてその白地の土地に対して

将来宅地になる見込み地として、そしてまた、この

単価の上乗せとして道道吹上線の買入れ価格をその

単価の中に入れて、さらには臨時駐車場は要らなく

なったら、いわゆる臨時駐車場の経費が要らなくな

る。その分を上乗せするという方法をとっておりま

す。 

 これは公金の使い方としては、非常に不適切だと

思います。鑑定士の評価が一応基本になると思いま

す。確かに、地権者がこの価格でなければ売らない

といった話を私も聞いております。そのときにどう

にかして地権者に納得してもらうための金額を、上

乗せしたというふうにしか受け取れません。それで

交渉ができるようになったから、それでいいと済ま

せれば、そういう問題ではないと思います。基本的

には町のこういった、土地を購入する場合もそうで

すけれども、公金、いわゆる税金ですよ。この税金

の使い方について、これは普通常識的では考えられ

ない手法を使っていると私は思います。 

 それと、今回、駐車場を買う、その駐車場用地の

ほかにいわゆる横に道路を、公衆道路の部分も買お

うとしています。なぜこの道路が必要なのか、確か

に理由は聞きましたよ。耕作者が利便性がいいよう

にとか、そういう話は聞きました。ところが、道路

は入り口から四十五、六メーター買えばいいです

よ、それから奥は道路は要らないと私は思います。 

 なぜかといったら、今、我々農家です。観光客が

農地に立ち入る問題が発生しています。これはいわ

ゆるシストセンチュウとか、そういったいろいろな

病気の関係です。ここにこの公衆道路をつけたら、

観光客、不特定多数の人がこの畑、いわゆるこの畑

を借りて作る人は非常に迷惑をします。そういった

ことも考慮しないで、道路用地も含めて買おうとし

ています。これは本当におかしな話だと私は思いま

す。 

 そしてこの土地は、４,８３１万円で終わりでは

ないのです。それで駐車場の問題が全部解決するわ

けでないのです。既に私が聞いているように砂利砂

利で１,０００万円かかると言われています。そし

て将来は外構工事とか、それから舗装にするとか、

そういった金を想定すると、とんでもない金額にな

りますよ。そういったことを考えたときに、今、本

当に必要なのか、もっとちょっと先でもいい。もし

地権者そこを売ってくれなかったら、また別の方法

を考えればいいということだと思いますよ。 

 そこで購入するときに、ここしかありません、こ

の土地以外は検討していません、こういった方法は

町の財産取得でいいのですか。どこどことどこどこ

を比較して、この金額だったらこういうふうな条

件、ここはちょっと利便性が悪いからこういう条

件、だからここに決まったというのであれば、ある

程度は納得しますよ。ところが最初の段階から、こ

こしかありません、町の公用地を買うのにそんなこ

とありますか、私は変だと思いますよ。 

 まだまだ町は、いろいろ早急にやらなければなら

ないところたくさんあります。この事業の優先順位

をしっかりと見詰め直して、そしてこの財産取得に

ついては、私は見直すべきだと思っております。 

 以上申し上げて、反対討論とさせていただきま

す。 

○議長（村上和子君） 次に、本件の賛成の討論を

許します。 

 ５番金子益三。 

○５番（金子益三君） 私は、本議案に賛成の立場

から討論させていただきます。 

 まず話を整理したいのですが、この土地を買う目

的、それから面積等の条例改正につきましては、既

に９月の第３定例会におきまして、補正予算の部分

の修正案も否決されまして、その後の補正予算につ

いては、賛成多数で可決をした案件でございます

し、条例改正も終わっていることと私はまず踏まえ

ております。その上で、本財産の取得について、こ
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の日の出公園の契約をする、付さないというところ

において、ちょっと法的な話から賛成討論をさせて

いただきたいと思います。 

 民法に、誠実交渉義務違反規定というものがござ

います。これはどういったものかといいますと、正

式な売買契約を締結等することを目的とするものに

あたり、土地の所有者と売買、買受け予定者いわゆ

る町とは、互いに売買契約が締結できるように努力

し、その売買契約に盛り込むべき事項について、誠

実に交渉をなすべき義務を負うに至るというこうい

う条文がございます。 

 そこにおいて、既に１１月１９日に仮契約という

ものが双方で行われておるところから、この正式契

約を締結させることについて、公平の見地から見て

不合理である事情が判明するなどの正当な事由が存

在しないのに、当事者が正式の契約を締結すること

を拒否することが起これば、いわゆる誠実交渉義務

違反によりまして債務不履行の責を免れないという

ことが、実は公益社団法人の全日本不動産協会の裁

判事例でも出ております。 

 すなわちどういうことかといいますと、一方的に

瑕疵が見られない、不当な責務がないままに仮契約

の土地を買い求めるものが何らかの理由によって、

正当な理由がないままに購入を取りやめるというこ

とについては、損害賠償が発生するといった裁判の

事例が出ております。すなわち本契約について、所

有者は何ら大きな瑕疵をも持っていない。また、町

としても誠実交渉を義務規定というものを、それを

誠実に履行しなくてはいけないという観点から、こ

の土地を今、契約を覆すということは、民法におい

ても損害賠償が発生する可能性を大きく持っており

ます。 

 よって、私は、この財産取得については、お互い

双方に大きな瑕疵が認められないというふうに判断

をさせていただきますので、法的な根拠からも本件

に賛成の討論をさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 次に、反対の討論を許しま

す。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） 私は、日の出公園駐車場用

地取得に対して、反対の立場から討論をしたいと思

います。 

 今、法的なこと、いろいろと賛成討論でありまし

たけれども、多分、仮契約の中には議会の議決を経

てというような条文や何かが通常であれば入ってい

ると思いますので、そこら辺の心配はないのかなと

いうのは、私のまずは印象であります。 

 それで９月定例会で、４,８３１万円の予算は認

められました。ただ、この４,８３１万円というの

は最大限の予算で、貴重な町民の財産を使って１円

でも１０円でも１００円でも安く買うということが

求められていると思います。 

 そして、この９月定例会後、私にいろいろな町民

の方から御意見や疑問が寄せられました。どうして

今、購入しなければならないのかとか、また購入し

た後の整備計画がよく分からないけれどもとか、ま

た整備に幾らぐらいの予算がかかるのか、購入費用

は分かるよ、大体はということなのですが。また、

その駐車場を利用しての観光拠点としての整備計画

というのも、よく見えてこないねというような多く

の意見が寄せられました。 

 私なりに、購入予定の面積は本当妥当なのだろう

か、また、この購入価格は適正なのだろうか、農地

として坪１万円は、本当に、そんなに高いのではな

いという疑問もあります。そんなような中で、私も

自問自答をしました。なかなかこのような状況で

は、賛成するわけにはいかないなという感じを抱い

たところでもあります。 

 上富良野町は、町立病院を建設というビックプロ

ジェクトを抱えています。また、その他多くの課題

も山積をしています。また、今後、コロナ禍におい

て、ますます厳しい財政状況を強いられることが予

想されます。厳しい財政状況の中で、町民が一丸と

なって持続可能な上富良野町をつくり上げていかな

ければならないと考えています。 

 私たち議員には、理事者と同じように、町民の皆

さんに対して説明責任があります。今のままでは、

私は十分な町民の皆さんに説明をし、納得をしても

らうそういう自信がありません。 

 また、平成２０年に制定された上富良野町自治基

本条例の中で、議会の役割と責務、議会は意思決定

機関として、町民の意思を反映しなければならない

とうたわれています。また、監視機関としても町民

目線で、公正で民主的な町政運営を進めるそういう

チェックをする役割があります。 

 そういうような意味から、良識ある決断を議員各

位にも呼びかけまして、私の反対討論といたしま

す。 

○議長（村上和子君） 次に、賛成の討論を許しま

す。 

 １３番岡本康裕君。 

○１３番（岡本康裕君） 私は、議案第１４号財産

の取得についての賛成の立場から討論をさせていた

だきます。 

 今、各同僚議員からるる賛成、または反対の討論

がありましたが、コロナに対してのイベントの中止

や形を変えたことが今現在行われていますが、北の
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大文字におきましては配信でやる。雪まつりも形を

変えたりしてやるということが決まっております

が、利活用については、日の出公園を中心とした今

までにはなかったスポーツアクティビティ、トレイ

ルランやヒルクライム、クロスカントリー等のス

ポーツアクティビティの起点となっている場所であ

るということが今現在あります。また、広いスペー

スを活用し、見込まれるものの中には、消防団の演

習や大会の開催等などが見込まれる。 

 また、イベント会場となる日の出公園と住宅街と

の緩衝地帯、例えば花火等の音や煙ということが、

ある程度スペースを持っているということで、緩衝

地帯になるのではないかということであります。 

 また、使い用ですが、夏の最盛期キャンプ場や民

間宿泊施設が満員の場合は、オートキャンプ場的な

使い方もこれはできるのではないかと、個人的に考

えております。そして少し問題になっております民

間商業施設に対する無断駐車防止の観点からも、公

共の駐車場が必要だと、私は考えております。 

 また、今、置かれております臨時駐車場として利

用しております土地も、売出しがされているという

ことで、今後ずっと使えるということにはならない

のではないかなということを危惧しております。そ

してまた、災害などがあった場合、ほかの地域など

を見ていますと、駐車場が車での避難ということで

使っているようなところも見受けられます。 

 そしてコロナ前とはいえ、第６次総合計画にのっ

とった事業であること、また行政上手続不備がない

ということで、これは前から計画されていた計画

で、一つ一つ前進させていくことが必要だと、その

ようなことから、私は賛成の討論といたします。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 次に、反対の討論を許しま

す。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 私は、農業者の立場として

心配を含めて、反対討論をさせていただきます。 

 もう１度、本当に冷静に日の出公園駐車場用地買

収について考える必要があると思います。９月、第

３定例町議会においても将来像が見えない公園整備

計画、魅力再生計画はありますか。用地買収の後の

駐車場の整備、維持、管理の費用もはっきり出てい

ない状況にあります。 

 買収用地は、今、道営日の出防災減災工事が行わ

れている場所にかかっています。日の出排水路と接

したところだというのは、皆さんも承知のところだ

と思います。この工事において、町長は南部耕地所

に計画変更を申し入れをするとのことでしたが、ど

のようになっているかもまだ知らされていません。

もし買収をしたが、日の出排水路工事が行われない

状況の中であれば、この用地から出る雨水に対して

の対応ができなければ、災害につながるようなこと

になることが懸念されます。 

 この日の出防災減災工事に対して、あるレポート

によれば、平成２７年において洪水解析結果が出て

いますけれども、その日の出水路においては昭和６

３年から比して平成２７年には、その現状の状況の

中の通水能力は２倍近く超過しているというような

結果が出ています。状況施設能力評価では、日の出

排水路は起点から２,２４４メーターまでの間の計

画流量は、現状の能力を上回っており、この間では

１０年に１度の確率の雨量による洪水発生が予測さ

れています。 

 このことからも、買収後になる現在の日の出水路

改修が進まない時点での状況から、畑地から駐車場

への変更は、現日の出排水路に大きな負担をかけ、

下流域に洪水や浸水を起こし、農作物の被害なども

起こす可能性が十分にあると思います。その結果に

は、現在の状況では、この買収計画は時期が尚早と

思います。そのことを考えても、やはり日の出排水

路がどのようにあそこまで上がってくるのかという

ことがはっきりしてからでいいのではないかと、次

期の世代に委ねるべきと思っています。 

 以上、反対討論にします。 

○議長（村上和子君） 次に、賛成の方の討論を許

します。 

 １０番今村辰義君。 

○１０番（今村辰義君） 私は、賛成の立場から討

論させていただきます。 

 何というのですか、既に議決されたからどうのこ

うのというお話はございますけれども、全くそれは

議決されているわけです。そして会計年度の独立の

原則というものもございますし、今回、これを通さ

ないとどうなるのかなというのが私の疑問点でござ

います。 

 また、前回も申し上げましたのですけれども、

我々人間というのはハートもございます。至誠にも

とるようなことはしてはいられないのだろうと。地

権者の立場を考えると、今、やらないと多分もう２

度と交渉には応じてくれないだろうと。それと同僚

議員が申されましたけれども、損害賠償が発生する

可能性があるということですね。それとまた、違っ

た同僚議員が言われましたように、前回の補正予

算、原案を可決から何が世の中が変わってきておる

のだろうと。反対の立場の方が言われたのは、コロ

ナ禍ですね、コロナ禍もございますけれども、あの

ときもすごく言われたのですよ。相当言われてまた

変わってきている、非常に私も大変だなと、早くコ
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ロナというのを過去形の話で皆さんとお話ししたい

なと、私自身も思っているのですけれども、ぼちぼ

ち世界の大きなところがワクチンも開発されて接種

も始まっていると、こういう朗報もございます。 

 コロナ禍を一つとって否定するというのは、非常

に難しいのかなと、町独自の予算をコロナに充てる

と、今、新生児のほうで町独自の予算を充てていま

すよね。では、ほかに皆さん、ではこういう町独自

のことをやれということを何か提案されましたか、

提案されていない。ほとんどのコロナの事業は国

が、あるいは道が、道は一部ですけれども、お金を

出しています。あれは町の町債のほとんどの行く行

くは、国が払ってくれるという状況でございます。

９８％ぐらいが国の予算なのです。これは地方自治

体がこういうことを、こういう未曾有の事態が起き

たコロナ禍において、町や地方自治体が予算を編成

するのは無理なのですね。お金を用意できるのは国

しかありません。国がそれをやってくれていると、

そういったことを考えると、コロナ禍でお金がいろ

いろかかるということは、国の計画によりますけれ

ども、あるいは町の独自の計画にもよりますけれど

も、私は、前回からチェンジする必要はないのでは

ないかというふうに思っています。 

 また、同僚議員が言ったのですけれども、私も安

全管理というのは非常に重要視していまして、あそ

この土地は今しかない、購入するのは今しかない。

そしてあそこの土地が購入できなかったら、そのう

ち宅地になれば花火の打ち上げも非常に難しくな

る、だから緩衝地帯としても必要であるというふう

にも思っています。そういったところから、今、こ

の予算を通さなければならないだろうという観点か

ら、私は賛成の討論をさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 反対の討論の方ございます

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） ないようでございます。 

 なければ、これをもって討論を終了いたします。 

 これより、議案第１４号を起立により採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、可決されました。 

 暫時休憩といたします。 

────────────────── 

午後 ０時１５分 休憩 

午後 ０時１７分 再開 

────────────────── 

○議長（村上和子君） 暫時休憩を解きます。 

────────────────── 

◎日程第１６ 諮問第１号 

○議長（村上和子君） 日程第１６ 諮問第１号人

権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたしま

す。 

 提出者から、趣旨説明を求めます。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） ただいま上程をいただきま

した諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦につきま

して、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 現在、人権擁護委員といたしまして御活躍をいた

だいております座間雪子氏が、明年、令和３年３月

３１日に１期目の任期満了を迎えることとなってお

ります。 

 座間雪子氏につきましては、人格・識見ともに優

れた方でありまして、平成３０年４月１日から人権

擁護委員として、人権擁護活動やその普及活動に積

極的に取り組んでおられる方でございます。 

 よって、来年４月以降も引き続き、その任を務め

ていただきたく、人権擁護委員法の規定に基づき、

法務大臣へ推薦するにあたり、議会の意見を求めよ

うとするものであります。 

 なお、経歴等につきましては、既に経歴書を御配

付させていただいておりますので、御高覧賜りたい

と存じます。 

 それでは、以下、議案の朗読をもちまして提案の

説明とさせていただきます。 

 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について。 

 人権擁護委員の候補者として、次の者を推薦した

いので、人権擁護委員法第６条第３項の規定によ

り、議会の意見を求める。 

 記。 

 住所、上富良野町■■■■■■■■■■■。 

 氏名、座間雪子。 

 ■■■■■■■■■生まれでございます。 

 どうぞ御審議いただきまして、お認めいただきま

すようよろしくお願い申し上げます。 

 ○議長（村上和子君） これをもって、提案理由

の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 本件は、先例により討論を省略し、直ちに採決を

いたしたいと思います。 

 これに御覧異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 これより、諮問第１号を採決いたします。 

 諮問第１号は、原案のとおり先例に同意する方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦に

ついては、原案のとおり同意することに決定いたし

ました。 

────────────────── 

◎日程第１７ 発議案第１号 

○議長（村上和子君） 日程第１７ 発議案第１号

議員派遣についてを議題といたします。 

 提出者から、趣旨説明を求めます。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） ただいま上程されました発

議案第１号議員派遣について、朗読をもって説明さ

せていただきます。 

 発議案第１号議員派遣について。 

 上記議案を次のとおり、会議規則第１４条第２項

の規定により提出いたします。 

 令和２年１２月１６日提出。 

 上富良野町議会議長、村上和子様。 

 提出者、上富良野町議会議員、米沢義英。 

 賛成者、上富良野町議会議員、中瀬実、同じく中

澤良隆。 

 議員派遣について。 

 次のとおり、地方自治法第１００条第１３項及び

会議規則第１２９条の規定により議員を派遣する。 

 記。 

 １、上富良野町議会における災害発生時の対応要

領に基づく災害対応活動及び訓練活動。 

 (１)目的、上富良野町において火山噴火、地震、

大雨その他の事象による災害発生時及び訓練活動に

上富良野町災害対策本部との連携を図り、被害の拡

大防止及び災害の復旧に寄与するため。 

 (２)派遣場所、上富良野町内。 

 (３)期間、令和３年１月１日から令和３年１２月

３１日の間、上富良野町議会災害対策支援本部の設

置から解散まで及び訓練活動とします。 

 (４)派遣議員、全議員１４名であります。 

 以上をもって、朗読の説明にかえさせていただき

ます。 

 御審議よろしくお願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、趣旨説明を

終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより発議案第１号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、発議案第１号議員派遣については、原案

のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１８ 発議案第２号 

○議長（村上和子君） 日程第１８ 発議案第２号

議会懇談会実施に関する決議についてを議題といた

します。 

 提出者から、趣旨説明を求めます。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 議会懇談会実施に関して、

朗読をもって説明させていただきます。 

 発議案第２号議会懇談会実施に関する決議につい

て。 

 上記議案を次のとおり、会議規則第１４条第２項

の規定により提出します。 

 令和２年１２月１６日提出。 

 上富良野町議会議長、村上和子様。 

 提出者、上富良野町議会議員、米沢義英。 

 賛成者、上富良野町議会議員、中瀬実、同じく中

澤良隆。 

 議会懇談会実施に関する決議。 

 本議会は、次により議会懇談会を実施する。 

 記。 

 １、実施の期日、議決の日以降において、５日以

内とする。 

 ２、実施の目的、議会の監視機能や政策提言活動

などの議会活動について町民や団体と直接意見交換

をするため。 

 ３、実施方法、（１）町内の公共施設で開催す

る。（２）全議員による懇談会とする。（３）本件

は、議会閉会中において開催するものとする。

（４）新型コロナウイルス感染症の予防対策を徹底

して開催するものとする。 

 ４、その他、新型コロナウイルス感染症の感染状

況等により開催を判断する。 

 以上、よろしく御審議いただきますようお願いい

たします。 

○議長（村上和子君） これをもって、趣旨説明を

終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた
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します。 

 討論を省略し、これより発議案第２号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、発議案第２号議会懇談会実施に関する決

議について、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１９ 発議案３号 

○議長（村上和子君） 日程第１９ 発議案第３号

コロナ禍による地域経済対策を求める意見について

を議題といたします。 

 提出者から、趣旨説明を求めます。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） ただいま上程いただきまし

た発議案第３号コロナ禍による地域経済対策を求め

る意見につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げ

ます。 

 令和２年１１月２０日、上富良野町農民連盟委員

長から、コロナ禍による地域経済対策を求める意見

書提出をお願いする陳情書を議長において受理し、

１１月２４日の議会運営委員会において慎重審議の

上採択することとし、本定例会において発議して、

国に対して意見書を提出することを決定し、９日の

議会運営委員会に報告したところであります。 

 それでは、発議案の説明につきましては、朗読を

もって説明させていただきますので、御了承いただ

きます。 

 発議案第３号コロナ禍による地域経済対策を求め

る意見について。 

 上記議案を別記のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出する。 

 令和２年１２月１６日提出。 

 上富良野町議会議長、村上和子様。 

 提出者、上富良野町議会議員、中瀬実。 

 賛成者、上富良野町議会議員、中澤良隆。 

 コロナ禍による地域経済対策を求める意見書。 

 日本農業をめぐっては、ＴＰＰ１１や日米貿易協

定など大型ＦＴＡが相次いで発効される中、輸入農

畜産物の関税撤廃・削減による各協定での国内への

影響試算は、北海道はもちろんのこと、全国におい

て農業や地域経済への影響が懸念されていた。そう

いった中、１月１６日に新型コロナウイルス感染者

が国内で初めて確認されてから、この間、国内外で

人や物の移動制限が措置される状況下で、感染拡大

が今も爆発的に広がっている。感染拡大によって各

国での輸出入制限を強める動きから、農畜産物を輸

入に依存している我が国の食料政策に懸念を抱くこ

ととなり、緊急時に自国の食料を安定的に確保する

という食料安全保障の重要性が高まっている。 

 また、世界中に感染が広がる新型コロナウイルス

の感染症においては、感染リスクが高まる冬の時期

を迎え、日本においても感染が全国的な広がりを見

せており、１日当たりの感染者数は日を追うごとに

増加し、行動範囲などの自粛を求める機運が高まっ

ている。 

 しかしながら、国は経済の活性化を図る取組と感

染防止対策の両立を進めているが、同時に感染拡大

による各種イベント事業の中止や飲食業の利用者の

大幅減などにより、地域経済への打撃も深刻化して

いる。 

 農業においては、インバウンド需要の落ち込みや

中食・外食産業の低迷で、米や牛肉・乳製品、小

麦、小豆、砂糖など需要が大幅に減少し、需要喚起

と価格の回復対策が急務となっている。特に米にお

いては、新型コロナウイルス等の影響による大幅な

消費減少に加え、主産地が豊作基調にあることから

需給が緩和しており、来年においては大規模な減産

が求められている。 

 コロナ禍の終息が見られない現状において、農業

を基幹産業としている北海道は、深刻な問題となっ

ており、今後も農畜産物への影響が続くと農業者の

経営困窮や関連企業の縮小・倒産など地域経済に大

きなダメージを与える。 

 このため農業者が、次年度以降も安心して営農を

継続できるよう、新型コロナウイルス対策の強化を

図るとともに、地方自治体への対策関連予算を十分

に確保し、適時対応されるよう要望する。 

 記。 

 １、新型コロナウイルスの感染拡大が続くと、一

層のインバウンド需要の落ち込み、観光事業の低迷

や外出自粛などで経済損失が拡大し、地域社会全体

への影響は必至なことから、地方自治体への対策関

連予算を十分に確保し、適時対応を図ること。 

 ２、新型コロナウイルス感染拡大によって落ち込

んでいる農畜産物の需要を喚起する対策を強化し、

今後もコロナ禍での影響試算と対策を拡充するこ

と。特に米の需給・価格安定に向けた対策を早期に

実施するとともに、来年度に向けた米政策について

も抜本的な見直しを図り、需給調整機能が発揮され

る仕組みを構築すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を

提出する。 

 令和２年１２月１７日。 

 北海道空知郡上富良野町議会、議長村上和子。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大
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臣、財務大臣、農林水産大臣。 

 以上、発議案第３号コロナ禍による地域経済対策

を求める意見書についての趣旨説明とさせていただ

きます。 

 御審議をいただき、御承認をいただきますようお

願いを申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、趣旨説明を

終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより発議案第３号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、発議案第３号コロナ禍による地域経済対

策を求める意見書については、原案のとおり可決さ

れました。 

────────────────── 

◎日程第２０ 閉会中の継続調査申し出について 

○議長（村上和子君） 日程第２０ 閉会中の継続

調査申し出についてを議題といたします。 

 議会運営委員長並びに各常任委員長から、会議規

則第７５条の規定により、各委員会において、別紙

配付の閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調

査とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決定しました。 

────────────────── 

◎町 長 挨 拶             

○議長（村上和子君） ここで、向山町長の任期最

後の定例会に当たりまして、町長から皆様方に御挨

拶の申し出がありますので、御挨拶をいただきたい

と思います。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） ただいま議長のお許しをい

ただきまして、町長退任に当たりまして、一言お礼

の御挨拶を申し上げたいと思います。 

 まずは、このたびの第４回定例町議会が無事終了

させていただきましたことに、まず冒頭感謝を申し

上げたいと思います。 

 思いますと平成２０年、町長に就任させていただ

いて以来、本当にこの１２年間にわたり議会の皆さ

ん方はもちろん、町民の皆さん方、さらには多くの

職員の皆さん方にお支えいただきまして、今日まで

無事役目を果たしてこられましたことに、心から感

謝を申し上げる次第でございます。 

 非常に今思い返しますと、就任以来政権交代が

あったり、あるいはリーマンショックが尾を引いて

いたり、あるいは地方自治体におきましては、平成

の大合併が少し落ち着いた後など、様々な変化要因

がある中での町政運営ということになりました。時

には大きな課題に直面することもあり、また、難し

い判断を求められることも多々ございました。 

 しかしながら、町民の皆さん方、あるいは多くの

関係者の皆さん方が背中を押してくれまして、しっ

かりと私なりに全力を尽くして行政運営に当たって

くることができたと思っております。しかしながら

まだまだ、特に地方は人口減少をはじめ、あるいは

高齢化も一方では進んでいるという非常にアンバラ

ンスな状況が続いております。また、これからも続

くであろうというふうに危惧をしているところでご

ざいます。 

 そういう中で、日々、町長としての役目を考えま

したときに、少し言葉が適切ではありませんかもし

れませんが、枕元から電話を離したことは一日もご

ざいませんでした。まずは十勝岳に大きな変化が起

きないかということは、脳裏から離れたことはござ

いません。また、大きな雨が降ると、１時間１分で

も早くやんでくれないかなと、また、大きな災害に

つがってしまうのではないか、そんな思いを常々持

ちながら仕事をさせていただいたところでございま

す。 

 この間、先ほども申し上げましたように、多くの

皆さん方に支えていただきましたが、まちづくりは

エンドレスだというふうに思っております。これか

らは、これまで皆さん方と歩んできた日々を今、頭

の中で非常に錯綜しておりますが、年が明けます

と、今度は晴れた日には青空の下で農作業、そして

雨降りには晴耕雨読とはいきません。雨降りにはお

昼寝をしながら、また、一町民としてまちづくりに

少しでもお手伝いができればと、そんなふうに考え

ているところでございます。 

 いずれにいたしましても、開基１２３年を迎えま

した上富良野町が、将来に向かってみんなの力を一

つにするということ以外に町が発展するすべはない

と、今でも思っております。特に私は、意見を述べ

たり、思いを発したりすること、してくれる人では

なくて、物を言わない中でしっかりと地道に生活を

されている人のことの思いに寄り添うことこそが、

私の仕事だというふうに常々意識をして歩んでまい
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りました。 

 いずれにいたしましても今日、このように無事に

御挨拶をさせていただく時を迎えましたこと、改め

て感謝申し上げますとともに、議員の皆さん、ある

いは議会がますます活性化されて、上富良野町の将

来を安全・安心に暮らしていけるそういうまちづく

りに、これから皆さん方が発展されますこと心から

御祈念申し上げ、そして町民の全ての町民の皆さん

方、さらには職員の皆さん方に心からお礼と感謝を

申し上げまして、退任の御挨拶とさせていただきま

す。 

 本当に１２年間お世話になりました。ありがとう

ございました。 

────────────────── 

◎議 長 挨 拶             

○議長（村上和子君） 私のほうからも、年末の第

４回の定例会に当たりまして、一言皆様にお礼の御

挨拶を申し上げたいと思います。 

 まずもって１年最後の第４回定例会も、無事に終

わらせていただくことができましたのも、議員各

位、町長、職員、団体の長の皆さんの御理解と御協

力のたまものと厚く御礼申し上げます。 

 今年を振り返りますと、新型コロナウイルス感染

症に見舞われ、そのコロナ禍の中で三密を避け、マ

スク、消毒はもとより、移動自粛、会場使用中止、

行事等緊急事態宣言がなされ、本当に職員の方もそ

れに伴う感染防止と経済対策等に仕事の量が増え、

大変御苦労されたことと思います。本当にお疲れさ

までございました。 

 議会としましても、それら対応の臨時議会は７回

に及び、先進地行政調査の研修もかなわず、コロナ

禍にあって私ども議会活動の在り方が考えさせられ

ました。何ができて、何ができないのか、住民懇談

会は町民の声を聞く大切な場でありますので、リス

クをとりながら新生活様式を取り入れ、開催を予定

いたしております。なかなか終息は見えない中で、

町民に対して、また事業者の人も困っておられま

す。国・道の施策もございますが、町としてはまだ

まだ対策が必要でなかろうかと存じております。 

 ある町村では、町民にマスクをつくってもらいま

して、町が買い上げまして、そして必要な人にマス

クを配付するというマスクとお金といろいろな思い

が地域をぐるぐる回ったという記事を読みまして、

本当に自助と共助がかみ合って、人は離れなければ

いけませんけれども、本当にこういう事業は心が密

になるなと。私も考えまして少し、議員の皆さん、

事務局の皆さんをどうやってという、守っていこう

かなということでフェイスシールドを買い求めて、

走った次第でございます。 

 また、このたび今期限り御勇退されます向山町長

におかれましては、３期１２年間にわたり町政にお

いて隅々に光を当てるお考えから、子育て、教育、

環境整備、小学校・中学校の改築、農業、商工業、

自衛隊に光を当てられまして、特に自衛隊につきま

しては防衛大綱で火砲、戦車が削減される方針が示

されましたけれども、それから現状維持活動に何十

回となく防衛省に通われ、現在の組織改編、重要な

施設運動等に取り組まれ、本当に自衛隊の現状があ

ります。この自衛隊に対する多大なる御功績はすば

らしく、町民誰もが認めるところでございます。 

 これからは健康に留意され、奥様と悠々自適の生

活の中で、また違う角度から町の将来を見据えてい

ただきますよう、最高責任者としての３期１２年に

わたり御指導いただき、本当にありがとうございま

した。本当にお疲れさまでございました。 

 議員の皆さんも今年はコロナ禍にあって、いつも

とは違う年末になろうかと思いますが、健康でよき

新年を迎えていただきますよう、少し長くなりまし

たけれども、閉会に当たりましての御挨拶とさせて

いただきます。 

 本日は大変どうもお疲れさまでございました。御

苦労さまでございました。 

────────────────── 

◎閉 会 宣 告             

○議長（村上和子君） 以上をもって本定例会に付

議された案件の審議は、全て終了いたしました。 

 これにて、令和２年第４回上富良野町議会定例会

を閉会といたします。 

午後 ０時４５分 閉会 
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